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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の硬度を有してシート状を成す母材用の素材と、
　所定の大きさの塊形状を有して前記母材用の素材の所々又は所定の位置に、互いに離隔
して埋設され、各々が半円柱形状または半楕円柱形状を有する複数の触覚用の素材とを備
え、
　前記触覚用の素材は前記母材用の素材の硬度と異なる硬度を有する触覚シート部材。
【請求項２】
　前記母材用の素材は複数の開口を有し、
　前記複数の触覚用の素材は、前記複数の開口に充填されて設けられている請求項１に記
載の触覚シート部材。
【請求項３】
　前記触覚用の素材は、前記母材用の素材の開口に充填されると共に前記母材用の素材の
表面の少なくとも一部を覆って設けられている請求項１または２に記載の触覚シート部材
。
【請求項４】
　前記触覚用の素材と前記母材用の素材とは屈折率がほぼ等しく、曲げ弾性が異なる請求
項１に記載の触覚シート部材。
【請求項５】
　前記触覚用の素材と前記母材用の素材とは透過率がほぼ等しく、曲げ弾性が異なる請求
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項１に記載の触覚シート部材。
【請求項６】
　操作面を有した表示部に設けられ、操作体による摺動及び／又は押下操作によって入力
される摺動位置を検出する検出部と、
　前記検出部の一部又は全部を覆うように設けられ、前記表示部の操作面に沿って摺動又
は及び押下操作される透明性の触覚シート部材とを備え、
　前記触覚シート部材は、
　所定の硬度を有してシート状を成す母材用の素材と、
　所定の大きさの塊形状を有して前記母材用の素材の所々又は所定の位置に、互いに離隔
して埋設され、各々が半円柱形状または半楕円柱形状を有する複数の触覚用の素材とを有
し、
　前記触覚用の素材は前記母材用の素材の硬度と異なる硬度を有する入力装置。
【請求項７】
　前記触覚シート部材上に、当該触覚シート部材の透過率及び屈折率とほぼ等しい透過率
及び屈折率の透明性の保護膜が設けられる請求項６に記載の入力装置。
【請求項８】
　前記触覚シート部材の母材用の素材の硬度に対して触覚用の素材の硬度を低く設定され
る請求項６に記載の入力装置。
【請求項９】
　前記触覚用の素材は、
　少なくとも、前記表示部に表示される入力画像の表示領域を含む部分であって、前記母
材用の素材により囲まれた部分に設定される請求項６に記載の入力装置。
【請求項１０】
　前記触覚用の素材は、
　前記表示部に表示される入力画像の表示領域を区分けする部分であって、前記母材用の
素材により仕切られる部分に設定される請求項６に記載の入力装置。
【請求項１１】
　前記触覚シート部材の母材用の素材の硬度に対して触覚用の素材の硬度を高く設定され
る請求項６に記載の入力装置。
【請求項１２】
　前記触覚用の素材は、
　少なくとも、前記表示部に表示される入力画像の表示領域を含む部分であって、前記母
材用の素材により囲まれた部分に設定される請求項１１に記載の入力装置。
【請求項１３】
　前記触覚用の素材は、
　前記表示部に表示される入力画像の表示領域を区分けする部分であって、前記母材用の
素材により囲まれる部分に設定される請求項１１に記載の入力装置。
【請求項１４】
　操作面を有した筐体と、
　前記筐体に設けられて操作体による摺動又は及び押下操作によって情報を入力する入力
装置とを備え、
　前記入力装置は、
　操作面を有した表示部に設けられて前記操作体の摺動位置を検出する検出部と、
　前記検出部の一部又は全部を覆うように設けられ、前記表示部の操作面に沿って摺動又
は及び押下操作される透明性の触覚シート部材とを有し、
　前記触覚シート部材は、
　所定の硬度を有してシート状を成す母材用の素材と、
　所定の大きさの塊形状を有して前記母材用の素材の所々又は所定の位置に、互いに離隔
して埋設され、各々が半円柱形状または半楕円柱形状を有する複数の触覚用の素材とを含
み、
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　前記触覚用の素材は前記母材用の素材の硬度と異なる硬度を有する電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アイコン画面に触れると触覚を提示する触覚入力機能を備えたデジタルカメ
ラや、ビデオカメラ、携帯電話機、携帯端末装置、デスクトップ型のパーソナルコンピュ
ータ（以下パソコンという）、ノート型のパソコン、現金自動受け払い機等の電子機器に
適用可能な触覚シート部材、入力装置及び電子機器に関する。
【０００２】
　詳しくは、所定の大きさの塊形状を有し、かつ、母材用の素材の硬度と異なる硬度を有
して、母材用の素材の所々に分布された触覚用の素材を備え、部材表面が平坦状に観察さ
れても、実際に部材表面を手で触れられて、母材用の素材から触覚用の素材へ摺動したと
き、手触り凹凸感を提示できるようにすると共に、当該触覚シート部材を入力装置のアイ
コンタッチ用の触覚入力シートとして、また、各種電子機器筐体のグリップ部分の滑り止
めシートとして十分応用できるようにしたものである。
【背景技術】
【０００３】
　近年、ユーザ（操作者）は、多種類の動作モードを装備したデジタルカメラを使用して
被写体を撮影したり、携帯電話機やＰＤＡ（Personal Digital Assistants）等の携帯端
末装置に様々なコンテンツを取り込み、それを利用するようになってきた。これらのデジ
タルカメラや携帯端末装置等には入力装置が具備される。入力装置にはキーボードや、Ｊ
ＯＧダイヤル等の入力手段、表示部を合わせたタッチパネルなどが使用される場合が多い
。
【０００４】
　上述の入力装置の機能に関連して、特許文献１には、メニュー選択装置が開示されてい
る。このメニュー選択装置によれば、項目選択手段及び項目入力手段を備え、項目入力手
段が項目選択手段上に設けられ、項目の選択と入力とを同一のキーに割り当て、項目表示
と項目選択入力キーとを並置するようにしたものである。このように装置を構成すると、
同一のキーを用いて項目の選択と人力の指示（確定）とを実行できるというものである。
【０００５】
　また、特許文献２には他の入力装置が開示されている。この入力装置によれば、ケーシ
ングの所定の位置に窓孔が設けられ、この窓孔から露出する操作釦をスライド操作して項
目選択を行ったり、他の操作ノブを押圧操作して特定された項目選択画面内の所定領域を
拡大表示するようにした。このように装置を構成すると、項目選択動作を簡単かつ的確に
実行できるというものである。
【０００６】
　なお、振動を伴う入力装置に関連して、特許文献３にはエアコンや、オーディオ等の電
子機器に実装可能な入力装置が開示されている。この入力装置によれば、ロータリスイッ
チ、プッシュスイッチ及びスライドスイッチの機能を併せ持つ操作子を備え、当該操作子
を回転、スライド又は押圧することによって、操作項目の選択や、入力確定操作を行い、
入力確定操作時には振動を伴うようになされる。このように装置を構成すると、操作負担
が大幅に減少できるというものである。
【０００７】
　また、アクチュエータを組み合わせた入力装置も開発されている。アクチュエータは、
２層以上のひずみ量の異なる圧電素子、又は、圧電素子と非圧電素子とを貼り合わせ、こ
の貼合体の圧電素子に振動制御電圧を印加したとき、双方のひずみ量の差によって生じる
貼合体の曲げ変形を力学的に利用するものである（振動体機能）。
【０００８】
　この種の圧電アクチュエータを備えた電子機器に関して、特許文献４には、入出力装置
及び電子機器が開示されている。この電子機器によれば、多層圧電バイモルフ型の圧電ア
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クチュエータ及びタッチパネルを有する入出力装置を備え、当該圧電アクチュエータは、
情報の種類に応じてタッチパネルを通じて異なる触覚を使用者にフィードバックする。入
出力装置は、支持フレーム上に支持部を介して圧電アクチュエータを取り付けた圧電体支
持構造を有している。圧電アクチュエータの中央上部には、支持部が貼り付けられ、この
支持部がタッチパネルに当接される。圧電アクチュエータへ振動制御電圧を供給すると、
タッチパネルに振動を伝達するようになされる。
【０００９】
　このように電子機器を構成すると、使用者に対して、情報の種類に応じた入力操作に対
する触覚フィードバックを確実に提供できるというものである。これらの圧電アクチュエ
ータを用いた触覚フィードバック制御では、タッチパネルが外部からの入力（位置および
、加圧力）を検出し、制御系がタッチパネルからの入力情報をトリガにして、当該タッチ
パネルまたは筺体を振動させるようになされる。
【００１０】
【特許文献１】特開平　０２－２３０３１０号公報（第２頁　図１）
【特許文献２】特開２００５－０６３２２７号公報（第８頁　図１５）
【特許文献３】特開２００４－０７０５０５号公報（第５頁　図３）
【特許文献４】特開２００４－０９４３８９号公報（第９頁　図４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ところで、従来例に係る触覚入力機能付きの携帯電話機や、ビデオカメラ、デジタルカ
メラ、現金自動受け払い機等の電子機器によれば、以下のような問題がある。　
　ｉ．特許文献１や特許文献３等に見られるような電子機器によれば、各種方式のタッチ
パネルと表示部とを合わせたタッチ入力機能付きの入力装置が実装されているが、表示部
でアイコンを選択した際に、その選択と同期した触覚を操作者に与えることができていな
い。
【００１２】
　ii．また、特許文献１～３に見られるような入力装置によれば、キーボードをブライン
ドタッチしたとき、例えば、ドーム状のスイッチを押し込んだ際に指が感じる触覚によっ
てキー操作感が与えられている。しかし、指が感じる触覚は、主に指と入力表面との接触
面内における一様な振動又は力変化しか表現できていない場合が多い。
【００１３】
　iii．この種の触覚デバイスを用いた入力操作性の改善に関して、ii．の問題を解決す
るために、特許文献４に見られるような入力装置によれば、複数の圧電アクチュエータを
導入して、触覚表現力の強化を図っている。しかし、複数の圧電アクチュエータの大きさ
（外形）に対して、指と入力表面の接触面積は小さく、その入力表面内において、多様な
力変化を表現しきれない等の理由により、圧電アクチュエータを導入した触覚表現力とし
てはまだ不十分である。
【００１４】
　iv．上述のiii．の問題を改善する入力装置に関連した、本願の発明者らが現在出願中
の入力装置によれば、操作パネルの表示素子上に透明性の部材により補足的に凹又は凸状
部位を設けたタッチシートを形成する方法が採られている。しかし、そのタッチシートの
凹又は凸状部位が固定されているので、その凹又は凸状部位下のアイコン画像が光学的に
見えにくくなることが確認された。
【００１５】
　従って、表示素子の内容の視認性が悪くなるという問題が懸念されている。因みに表示
素子上のタッチシートに固定された凹又は凸状部位と空気との境界面は、屈折率が１及び
透過率が１００％の空気に対して、屈折率が約１．４付近で全光線透過率が７０～９５％
程度の透明性の材料を透明部材に使用した場合、当該透明部材と空気が表示面に対して平
坦でない凹又は凸状の界面を形成するようになる。従って、タッチシートの操作部として
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の凹凸表現ができても、その部分の表示部として視認性が劣化するという問題がある。
【００１６】
　そこで、この発明はこのような従来の課題を解決したものであって、タッチシート部材
の組成を工夫して手触り凹凸感を提示できるようにすると共に、タッチシートにおける操
作性や、滑り止めシートにおける親和性を向上できるようにした触覚シート部材、入力装
置及び電子機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明に係る触覚シート部材は、所定の硬度を有してシート状を成す母材用の素材と、
所定の大きさの塊形状を有して母材用の素材の所々又は所定の位置に、互いに離隔して埋
設され、各々が半円柱形状または半楕円柱形状を有する複数の触覚用の素材とを備え、触
覚用の素材は母材用の素材の硬度と異なる硬度を有するものである。
【００１８】
　本発明に係る触覚シート部材によれば、触覚用の素材が母材用の素材の硬度と異なる硬
度を有するので、部材表面が平坦状に観察されても、実際に部材表面を手で触れて、母材
用の素材から触覚用の素材へ摺動したとき、手触り凹凸感を与えることができる。
【００１９】
　本発明に係る入力装置は、操作面を有した表示部に設けられ、操作体による摺動及び／
又は押下操作によって入力される摺動位置を検出する検出部と、この検出部の一部又は全
部を覆うように設けられ、表示部の操作面に沿って摺動又は及び押下操作される透明性の
上記本発明の触覚シート部材とを備えたものである。
【００２０】
　本発明に係る入力装置によれば、本発明に係る透明性の触覚シート部材が応用されるの
で、表示面が平坦状に観察されても、表示部に表示されたアイコン画像等を手で触れ、母
材用の素材から触覚用の素材へ摺動したとき、凹凸感を伴った入力操作を提示できるよう
になる。
【００２２】
　本発明に係る電子機器は、操作面を有した筐体と、この筐体に設けられて操作体による
摺動又は及び押下操作によって情報を入力する上記本発明の入力装置とを備えたものであ
る。
【００２３】
　本発明に係る電子機器によれば、本発明に係る入力装置が備えられるので、当該電子機
器を操作する操作体による摺動又は及び押下操作に対し、母材用の素材の硬度に対して触
覚用の素材の硬度を高く設定した場合は、表示面の一方から摺動方向に沿って盛り上がり
、かつ、他方の表示面に向かって盛り下がる凸形状感を提示できるようになる。また、母
材用の素材の硬度に対して触覚用の素材の硬度を低く設定した場合は、表示面の一方から
摺動方向に沿って掘り下がり、かつ、他方の表示面に向かって掘り上がる凹形状感を提示
できるようになる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明に係る触覚シート部材によれば、所定の大きさの塊形状を有して母材用の素材の
所々に分布された触覚用の素材を備え、当該触覚用の素材は、母材用の素材の硬度と異な
る硬度を有するものである。
【００２５】
　この構造によって、部材表面が平坦状に観察されても、実際に部材表面を手で触れて、
母材用の素材から触覚用の素材へ摺動したとき、手触り凹凸感を与えることができる。従
って、当該触覚シート部材を入力装置のアイコンタッチ用の触覚入力シートとして、また
、各種電子機器筐体のグリップ部分の滑り止めシートに十分応用できるようになる。
【００２６】
　本発明に係る入力装置によれば、本発明に係る透明性の触覚シート部材が応用され、表
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示部の操作面に沿って摺動又は及び押下操作されるものである。
　この構成によって、表示面が平坦状に観察されても、表示部に表示されたアイコン画像
等を手で触れ、母材用の素材から触覚用の素材へ摺動したとき、凹凸感を伴った入力操作
を提示できるようになる。これにより、アイコンタッチ用の触覚入力シート付きの入力装
置を提供できるようになる。
【００２７】
　本発明に係る電子機器によれば、本発明に係る入力装置が備えられるので、筐体操作面
の表示部にアイコンタッチ用の触覚入力シート等を備えた電子機器を提供できるようにな
る。しかも、入力装置の小型化及び操作性を向上できることから、当該電子機器の誤動作
の低減、コストダウン及び製造プロセスの簡素化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　続いて、この発明に係る触覚シート部材、入力装置及び電子機器の実施の形態について
、図面を参照しながら説明をする。
　図１Ａ及びＢは、実施形態としての触覚シート部材１００の構成例を示す斜視図及び断
面図である。図１Ａに示す触覚シート部材１００は、ベース部材１及び要素部材２を有し
て構成される。ベース部材１は、母材用の素材の一例を構成し、所定の硬度を有してシー
ト状を成している。ベース部材１には、例えば、硬度２０乃至４０°の透明性の柔らかい
シリコンゴム部材が使用される。
【００２９】
　要素部材２は触覚用の素材の一例を構成し、所定の大きさの塊形状を有してベース部材
１の所々又は所定の位置に分布されている。例えば、当該触覚シート部材１００を電子機
器のグリップ部分の滑り止めシートに応用する場合は、凹凸感を出すために半円柱状又は
半楕円柱状を有した長細い塊が、シート面に沿って直線状（ストライプ状）に分布される
。当該触覚シート部材１００を入力装置の触覚入力シートに応用する場合は、凹凸感を出
すために円柱状又は円錐状を有した突起塊が、シート面に対して垂直方向に立設するよう
に分布される。
【００３０】
　この例で要素部材２はベース部材１の硬度と異なる硬度を有している。要素部材２には
硬度６０乃至８０°の透明性の比較的堅いシリコンゴム部材や、ポリカーボネート系の透
明材料、ポリエチレンテレフタラート系の透明材料、ポリエーテルスルホン系の透明材料
、透明性の光学部材（ゼオノアやアートンなど）等が使用される。この例では、ベース部
材１に対して一種類以上の要素部材２が用いられる。
【００３１】
　図１Ｂに示すｔは触覚シート部材１００の厚みである。厚みｔは、０．０１［ｍｍ］乃
至５［ｍｍ］程度である。この例で、要素部材２とベース部材１との間には、ベース部材
１の屈折率と要素部材２の屈折率とがほぼ等しく、曲げ弾性が異なる形態、ベース部材１
の透過率と要素部材２の透過率とがほぼ等しく、曲げ弾性が異なる形態、及び、ベース部
材１の屈折率と要素部材２の屈折率とがほぼ等しく、かつ、ベース部材１の透過率と要素
部材２の透過率もほぼ等しく、曲げ弾性が異なる形態を含んでいる。
【００３２】
　この例で、ベース部材１や要素部材２等には、空気の屈折率を１とし、その透過率を１
００％としたとき、当屈折率が約１．４付近で、全光線透過率が７０～９５％程度の透明
性の材料が使用される。触覚シート部材１００の厚みは、ベース部材１と要素部材２によ
り構成される層の厚みが０．０１乃至５ｍｍが好ましい。凹凸状感を与えるために、その
透明性の材料の硬度にもよるが、触覚シート部材１００の上面に構成される保護膜等の層
の厚みを０．０１乃至５ｍｍとなるように設定してもよい。
【００３３】
　上述のベース部材１及び要素部材２には、アクリル系の透明性の材料（以下透明材料と
いう）、ポリカーボネート（ＰＣ）系の透明材料、ポリエチレンテレフタラート（ＰＥＴ
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）系の透明材料、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）系の透明材料、ポリアリレート（ＰＡ
Ｒ）系の透明材料、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）系の透明材料、液晶ポリマ
ー（ＬＣＰ）系の透明材料、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）系の透明材料、ポ
リスチレン系の透明材料、スチレン系の透明材料、ウレタン系の透明材料、シリコン系の
透明材料、ポリテトラフルオロチレン（ＰＴＦＥ）系の材料、フッ素系の樹脂材料、シク
ロオレフィンポリマー（ＣＯＰ）系の材料、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン（
ＡＢＳ）系の材料等の全ての材料相互の合成などにより形成される透明材料、上述の全て
の材料から派生される透明材料、上述の全ての材料のうち透明でないもの、上述の全ての
材料のうち、ゴムなどと混合して形成されるポリマーアロイが使用される。
【００３４】
　また、ベース部材１及び要素部材２には、次に挙げるような合成樹脂全般（上述の内容
と重複する材料有り）が使用可能となる。フェノール樹脂（ＰＦ）、エポキシ樹脂（ＥＰ
）、メラミン樹脂（ＭＦ）、尿素樹脂（ユリア樹脂（ＵＦ）、不飽和ポリエステル樹脂（
ＵＰ）、アルキド樹脂、ポリウレタン（ＰＵＲ）、熱硬化性ポリイミド（ＰＩ）、ポリエ
チレン（ＰＥ）、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、中密度ポリエチレン（ＭＤＰＥ）、
低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）
、ポリ塩化ビニリデン、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリ酢酸ビニル（ＰＶＡｃ）、テフロン
（登録商標）（ポリテトラフルオロエチレン、ＰＴＦＥ）、ＡＢＳ樹脂（アクリロニトリ
ルブタジエンスチレン樹脂）、ＡＳ樹脂、アクリル樹脂（ＰＭＭＡ）、ポリアミド（ＰＡ
）、ナイロン、ポリアセタール（ＰＯＭ）、ポリカーボネート（ポリカーボネート系の透
明材料）、変性ポリフェニレンエーテル（ｍ－ＰＰＥ、変性ＰＰＥ、ＰＰＯ）、ポリブチ
レンテレフタレート（ＰＢＴ）、ポリエチレンテレフタレート（ポリエチレンテレフタラ
ート系の透明材料）、ポリエチレンテレフタレート・ガラス樹脂入り材料（ポリエチレン
テレフタラート系の透明材料－Ｇ）、グラスファイバー強化ポリエチレンテレフタレート
（ＧＦ－ポリエチレンテレフタラート系の透明材料）、環状ポリオレフィン（ＣＯＰ）、
ポリフェニレンスルファイド（ＰＰＳ）、ポリテトラフロロエチレン（（ＰＴＦＥ）：一
般的にテフロン（登録商標）と呼ばれる）、ポリスルホン（ＰＳＦ）、ポリエーテルスル
ホン（ポリエーテルスルホン系の透明材料）、非晶ポリアリレート（ＰＡＲ）、液晶ポリ
マー（ＬＣＰ）、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、熱可塑性ポリイミド（ＰＩ
）、ポリアミドイミド（ＰＡＩ）の全ての材料相互の合成などにより形成される透明材料
、上述の全ての材料から派生される透明材料、上述の全ての材料のうち透明でないもの（
滑り止めシートに使用可）、上述の全ての材料のうちゴムなどと混合して形成されるポリ
マーアロイが使用される。
【００３５】
　この例では、ベース部材１に硬度２０乃至４０°の透明性のシリコンゴム部材を使用し
た場合、要素部材２には、硬度６０乃至８０°の透明性のシリコンゴム部材や、ポリカー
ボネート系の透明材料、ポリエチレンテレフタラート系の透明材料、ポリエーテルスルホ
ン系の透明材料、又は、透明性の光学部材（ゼオノアやアートンなど）が使用される。当
該触覚シート部材１００は、ケース被覆部材としての滑り止めシート（タッチシート）に
流用することができる。その場合は、光を透過する必要がないため、透過率が異なっても
よい。ベース部材１と要素部材２とは硬ささえ異なっていればよい。
【００３６】
　このように実施形態としての触覚シート部材１００によれば、触覚シート部材１００の
表面が平坦状に観察されても、実際にベース部材１の表面を手で触れて、ベース部材１か
ら触覚用の要素部材２へ摺動したとき、手触り凹凸感を与えることができる。従って、当
該触覚シート部材１００を各種電子機器筐体のグリップ部分の滑り止めシートや、入力装
置のアイコンタッチ用の触覚入力シートとして十分応用できるようになる。
【実施例１】
【００３７】
　図２Ａ～Ｃは、第１の実施例としての触覚シート部材１００の形成例を示す工程図であ
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る。この例では、図１Ａに示したような触覚シート部材１００を形成する場合を例に挙げ
る。
　まず、図２Ａに示すシート状のベース部材１を準備する。例えば、硬度２０乃至４０°
の透明性のシリコンゴム部材をシート状に形成してベース部材１を得る。この例では、滑
り止めシートや、触覚入力シート等の用途に応じてシリコンゴム部材を熱ロール成型や、
射出金型成形により、厚みｔ＝０．０１［ｍｍ］乃至５［ｍｍ］程度に成形する。
【００３８】
　次に、図２Ｂに示すベース部材１に触覚用の凹凸感を形成する部位を画定するための開
孔部又は穴部３１を形成する。例えば、滑り止めシートを形成する場合、穴部３１は、シ
ート面に沿って断面が半円形又は楕円形を有した長細い溝部を所定の間隔を置いて直線状
に形成する。長細い溝部は、切削加工等により形成する。開孔部は打ち抜き加工により形
成する。もちろん、射出金型成形時に、長細い溝部の反転パターンを象ったコア及びキャ
ビティを作成し、ベース部材１と穴部３１とを一挙に成形してもよい。
【００３９】
　その後、開孔部又は穴部３１に図２Ｃに示す要素部材２を埋め込む。要素部材２には、
例えば、硬度６０乃至８０°の透明性のシリコンゴム部材を使用する。要素部材２には、
硬度６０乃至８０°の透明性のシリコンゴム部材に限定されることはなく、上述したポリ
カーボネート系の透明材料、ポリエチレンテレフタラート系の透明材料、ポリエーテルス
ルホン系の透明材料、又は、透明性の光学部材（ゼオノアやアートンなど）が使用される
。開孔部又は穴部３１への要素部材２の埋め込み方法は、射出金型成形による二色成形（
ダブルモールド）や、塗布工程により行う。二色成形によれば、ベース部材１及び要素部
材２を成す異材質（材料）同士を組み合わせて当該ベース部材１及び要素部材２を一体成
形するようになされる。これにより、図１Ａに示したような触覚シート部材１００が完成
する。
【００４０】
　触覚シート部材１００は、見た目は平坦で握った際に、凹凸感が得られるようなミラク
ルなシートである。これを携帯端末装置や、携帯電話機等の電子機器に適用すると、これ
らを持つ手が滑らず、電子機器を確実に保持できるようになる。
【００４１】
　次に、触覚シート部材１００の機能例について説明する。図３Ａ及びＢは、触覚シート
部材１００の機能例を示す断面図である。　
　この例では、基板又は基台４上に触覚シート部材１００を載置して凹凸感を得る場合で
ある。触覚シート部材１００は、例えば、図３Ａに示す要素部材２の凸状部位を上部に向
けた状態で載置される。もちろん、これに限られることはなく、要素部材２の凸状部位を
下部に向けた状態で載置してもよい。基板又は基台４は、例えば、入力装置のタッチパネ
ルや、液晶表示画面、電子機器の外部筐体等に対応するものである。
【００４２】
　この例では、断面半楕円形の要素部材２が所定の間隔を置いてベース部材１に直線状に
形成されている。要素部材２は３個の場合である。上述の例でシート状のベース部材１は
、硬度２０乃至４０°の透明性のシリコンゴム部材により形成されている。要素部材２は
、ベース部材１よりも堅い、硬度６０乃至８０°の透明性のシリコンゴム部材により形成
されている。
【００４３】
　このように構成された触覚シート部材１００に関して、図３Ｂに示すようにベース部材
１の表面を手で触れると、当該ベース部材１から触覚用の要素部材２へ摺動したとき、ユ
ーザの指３０ａには手触り凹凸感が与えられる。例えば、荷重＝０のとき（表示部として
機能）は平坦に見え、荷重＝１５～５０ｇｆのとき（操作部として機能）は、手触り凹凸
感が与えられる。
【００４４】
　この例では、要素部材２の凸状部位間は、硬度が２０乃至４０°と低いベース部材１か
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ら構成されているので、押し込み感が与えられ、要素部材２の凸状部位は、硬度が６０乃
至８０°と高く、ベース部材１よりも堅く構成されていることから反発感が与えられる。
従って、当該触覚シート部材１００を各種電子機器筐体のグリップ部分の滑り止めシート
や、入力装置のアイコンタッチ用の触覚入力シートとして十分応用できるようになる。
【実施例２】
【００４５】
　図４Ａ～Ｃは、第２の実施例としての触覚シート部材１０２の形成例を示す工程図であ
る。この例では、図１Ａに示した触覚シート部材１００のベース部材１と要素部材２の材
質を入れ替えた場合を例に挙げる。
【００４６】
　まず、図４Ａに示すシート状のベース部材１１を準備する。例えば、硬度６０乃至８０
°の透明性のシリコンゴム部材をシート状に形成してベース部材１１を得る。この例でも
第１の実施例と同様にして、滑り止めシートや、触覚入力シート等の用途に応じてシリコ
ンゴム部材を熱ロール成型や、射出金型成形により、厚みｔ＝０．０１［ｍｍ］乃至５［
ｍｍ］程度に成形する。
【００４７】
　次に、図４Ｂに示すベース部材１１に触覚用の凹凸感を形成する部位を画定するための
開孔部又は穴部３１を形成する。例えば、滑り止めシートを形成する場合、穴部３１は、
シート面に沿って断面が半円形又は楕円形を有した長細い溝部を所定の間隔を置いて直線
状に形成する。長細い溝部は第１の実施例と同様にして、切削加工、打ち抜き加工、射出
金型成形により成形する。
【００４８】
　その後、開孔部又は穴部３１に図４Ｃに示す要素部材１２を形成する。このとき、要素
部材１２は、ベース部材１１よりも要素部材１２の硬度が低いので、ベース部材１１上に
要素部材１２が覆い被さるように形成してもよい。要素部材１２には、例えば、硬度２０
°乃至４０°の透明性のシリコンゴム部材を使用する。要素部材１２には、硬度２０乃至
４０°の透明性のシリコンゴム部材に限定されることはなく、上述したポリカーボネート
系の透明材料、ポリエチレンテレフタラート系の透明材料、ポリエーテルスルホン系の透
明材料、又は、透明性の光学部材（ゼオノアやアートンなど）が使用される。開孔部又は
穴部３１への要素部材２の埋め込み方法は第１の実施例で説明しているのでその説明を省
略する。これにより、図１Ａに示した触覚シート部材１００のベース部材１と要素部材２
の軟性及び硬性（性質）を入れ替えた触覚シート部材１０２が完成する。
【００４９】
　次に、触覚シート部材１０２の機能例について説明する。図５Ａ及びＢは、触覚シート
部材１０２の機能例を示す断面図である。　
　この例でも、第１の実施例と同様にして、基板又は基台４上に触覚シート部材１０２を
載置して凹凸感を得る場合である。触覚シート部材１０２は、例えば、図５Ａに示す要素
部材１２の凹状部位を上部に向けた状態で載置される。基板又は基台４は、第１の実施例
と同様にして、入力装置のタッチパネルや、液晶表示画面、電子機器の外部筐体等に対応
するものである。
【００５０】
　この例では、断面半楕円形の要素部材１２が所定の間隔を置いてベース部材１１に直線
状に形成されている。要素部材１２は３個の場合である。上述の例でシート状のベース部
材１１は、硬度６０乃至８０°の透明性のシリコンゴム部材により形成されている。要素
部材１２は、ベース部材１よりも柔らかい、硬度２０°乃至４０°の透明性のシリコンゴ
ム部材により形成されている。
【００５１】
　このように構成された触覚シート部材１０２に関して、図５Ｂに示すようにベース部材
１１の表面を手で触れると、当該ベース部材１１から触覚用の要素部材１２へ摺動したと
き、ユーザの指３０ａには手触り凹凸感が与えられる。この例では、要素部材１２の凹状
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部位間は、硬度が６０乃至８０°と高いベース部材１１から構成されているので、反発力
感が与えられ、要素部材１２の凹状部位は、硬度が２０乃至４０°と低く、ベース部材１
１よりも柔らかく構成されているので、押し込み感が与えられる。従って、当該触覚シー
ト部材１０２を各種電子機器筐体のグリップ部分の滑り止めシートや、入力装置のアイコ
ンタッチ用の触覚入力シートとして十分応用できるようになる。
【００５２】
　図６は、触覚シート部材１００等を応用した携帯端末装置２００の構成例を示す上面図
である。この例では、触覚シート部材１０２を携帯端末装置のグリップ部分の滑り止めシ
ートに使用する場合であって、当該携帯端末装置２００の側面周囲に触覚シート部材１０
０を貼付して、グリップ時、凹凸感をユーザに与えるようになされる。触覚シート部材１
００は、その外観は表面が平坦状に視認され、そのまま触れられなければ凹凸感は分から
ない形態である。
【００５３】
　図６に示す携帯端末装置２００によれば、触覚シート部材１００が本体ケース１０１の
側面周囲を取り囲むように設けられている。例えば、図６に示す要素部材２の凸状部位は
外側に向けた状態で貼付される。もちろん、これに限られることはなく、要素部材２の凸
状部位を内側に向けた状態で貼付してもよい。触覚シート部材１００は、例えば、本体ケ
ース１０１の側面の幅に揃えられ、帯状に加工され、この帯状で所定の幅を有した触覚シ
ート部材１００が接着剤により貼り付けられる。触覚シート部材１００と、本体ケース１
０１との接着には両面テープを使用してもよい。
【００５４】
　両面テープを使用可能としたのは、入力装置の触覚入力シートとして使用する場合に比
べて、触覚シート部材１００が透明性を要求されないためである。携帯端末装置２００の
表示部２９の上部に触覚シート部材１００を触覚入力シートとして使用する場合は、透明
性が要求される。この例で、携帯端末装置２００は縦長形態で本体ケース１０１を把持し
て操作（以下把持操作という）される場合や、横長形態で把持操作される場合がある。要
素部材２は、その滑り止め機能を発揮させるためには、携帯端末装置２００把持操作に必
要な部分に分布していることが好ましい。
【００５５】
　この例では、断面半楕円形の要素部材２が所定の間隔を置いてベース部材１に直線状に
形成されている。本体ケース１０１の長さ方向と直交する方向に要素部材２を成す半楕円
柱状の長細い塊が形成された触覚シート部材１００が使用される。要素部材２は、ベース
部材１よりも堅い、硬度６０乃至８０°の透明性のシリコンゴム部材により形成されてい
る。要素部材２は２０個の場合である。この場合、要素部材２は、本体ケース１０１の長
手方向に７個づつ分布し、その短手方向に３個づつ分布している例である。上述の例でシ
ート状のベース部材１は、硬度２０乃至４０°の透明性のシリコンゴム部材により形成さ
れている。
【００５６】
　図７Ａ及びＢは、触覚シート部材１００を応用した携帯端末装置２００の機能例を示す
斜視図である。　
　図７Ａに示す携帯端末装置２００によれば、触覚シート部材１００が本体ケース１０１
の側面周囲を取り囲むように設けられている。このように構成された携帯端末装置２００
を、例えば、操作者３０が左手で操作する場合、携帯端末装置２００を握った操作者３０
の小指が図７Ｂに示す触覚シート部材１００の右下方側の２つの要素部材２ａ，２ｂに当
接される。その薬指は、同図に示す右下方側の２つの要素部材２ｂ，２ｃの間に当接され
、その中指が同図に示す右下方側の２つの要素部材２ｃ，２ｄの間に当接される。その親
指の付け根は触覚シート部材１００の左下方側の要素部材２ｅの突起部位付近に当接され
る。
【００５７】
　これにより、操作者３０の小指には、２つの要素部材２ａ，２ｂの間に食い込む凹凸感
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が与えられる。その薬指には２つの要素部材２ｂ，２ｃの間に食い込む凹凸感が与えられ
る。その中指には、２つの要素部材２ｃ，２ｄの間に食い込む凹凸感が与えられる。その
親指の付け根には、要素部材２ｅに引っ掛かるような凹凸感が与えられるようになる。操
作者３０は手触り凹凸感が得られる。
【００５８】
　従って、携帯端末装置２００を把持操作する際のグリップ性を向上できるようになる。
当該触覚シート部材１００は各種電子機器筐体のグリップ部分の滑り止めシートのみなら
ず、素材に透明性の材料を適用した場合は、入力装置のアイコンタッチ用の触覚入力シー
トとして十分応用できるようになる。
【００５９】
　上述した触覚シート部材１００は、操作パネルを構成する入力機能類のコストに比べて
、従来技術におけるシート部材に、曲げ弾性の異なる層を追加するだけなので、安価で、
コストダウンになる。更に、従来方式で操作パネルであった部分を表示部に置換できるよ
うになるので、表示面積を拡大することができる。以下、触覚入力シート及び、その製造
方法について説明する。
【実施例３】
【００６０】
　図８は、第３の実施例としての入力装置３０１の構成例を示す斜視図である。図８に示
す入力装置３０１は、操作者３０の指等（操作体）による摺動又は及び押下操作によって
情報を入力する装置である。入力装置３０１は、表示部２９、入力検出部４５及び触覚入
力シート１０３を有して構成される。
【００６１】
　表示部２９は、入力操作時、複数の押しボタンスイッチ映像を表示する。押しボタンス
イッチ映像は入力操作用のアイコン画像を構成する。押しボタンスイッチ映像は、「０」
～「９」数字キーＫ１～Ｋ１０、「＊」や「＃」等の記号キーＫ１１，Ｋ１２、「オン」
や「オフ」等のフックボタンキーＫ１３，Ｋ１４、メニュー操作キーＫ１５～Ｋ１９、早
送りキーＫ２０、早戻しキーＫ２１等から構成される。表示部２９には、カラーの液晶表
示素子（ＬＣＤ装置）が使用される。
【００６２】
　表示部２９の上方には検出部の一例を構成する入力検出部４５が設けられる。入力検出
部４５は、操作面を有している。入力検出部４５は、表示部２９の上方に設けられて操作
者の指等の摺動位置を検出するように動作する。入力検出部４５には、例えば、静電容量
方式のタッチパネルが使用される。入力検出部４５は、カーソリングと選択の機能を区別
できるものであれば何でも良く、静電容量方式の入力デバイスの他に、例えば、抵抗膜方
式、表面波弾性方式（ＳＡＷ）、光方式、複数段方式タクトスイッチ等の入力デバイスで
あっても良く、好ましくは位置検出情報と力検出情報を制御手段に与えられる構成の入力
デバイスであれば良い。
【００６３】
　入力検出部４５の上方には触覚シート部材１００の機能を構成する透明性の触覚入力シ
ート１０３が設けられている。触覚入力シート１０３は、入力検出部４５の全部を覆うよ
うに設けられ、表示部２９の操作面に沿って摺動又は及び押下操作される。もちろん、触
覚入力シート１０３は、入力検出部４５の一部を覆う形態であってもよい。触覚入力シー
ト１０３には本発明に係る触覚シート部材１００と保護膜とが備えられる。
【００６４】
　例えば、ベース部材１１の所々に、所定の大きさの塊形状を有して所定の位置に分布さ
れた複数の要素部材Ｅ１～Ｅ２１を有して構成される。この例で、入力操作用のアイコン
画像に対応する「０」～「９」数字キー、「＊」や「＃」等の記号キー用の要素部材Ｅ１
～Ｅ１２や、メニュー操作キー用の要素部材Ｅ１５～Ｅ１９は塊形状の一例となる円柱状
を有している。「オン」や「オフ」等のフックボタンキー用の要素部材Ｅ１３，Ｅ１４、
早送りキー用の要素部材Ｅ２０及び早戻しキー用の要素部材Ｅ２１は塊形状の他の一例と
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なる直方体状を有している。各々の要素部材Ｅ１～Ｅ２１は、ベース部材１の硬度６０°
乃至８０°と異なる硬度２０°乃至４０°を有している。
【００６５】
　上述の要素部材Ｅ１～Ｅ２１は、機能キーＫ１～Ｋ２１に対応させて配置されている。
例えば、要素部材Ｅ１は、「１」数字キーＫ１上に配設され、要素部材Ｅ２は、「２」数
字キーＫ２上に配設され、要素部材Ｅ３は、「３」数字キーＫ３上に配設され、要素部材
Ｅ４は、「４」数字キーＫ４上に配設され、要素部材Ｅ５は、「５」数字キーＫ５上に配
設され、要素部材Ｅ６は、「６」数字キーＫ６上に配設され、要素部材Ｅ７は、「７」数
字キーＫ７上に配設され、要素部材Ｅ８は、「８」数字キーＫ８上に配設され、要素部材
Ｅ９は、「９」数字キーＫ９上に配設され、要素部材Ｅ１０は、「０」数字キーＫ１０上
に配設される。
【００６６】
　また、要素部材Ｅ１１は、「＊」記号キーＫ１１上に配設され、要素部材Ｅ１２は、「
＃」記号キーＫ１２上に配設され、要素部材Ｅ１３は、フックボタンキーＫ１３上に配設
され、要素部材Ｅ１４は、フックボタンキーＫ１４上に配設され、要素部材Ｅ１５は、メ
ニュー操作キーＫ１５上に配設され、要素部材Ｅ１６は、メニュー操作キーＫ１６上に配
設され、要素部材Ｅ１７は、メニュー操作キーＫ１７上に配設され、要素部材Ｅ１８は、
メニュー操作キーＫ１８上に配設され、要素部材Ｅ１９は、メニュー操作キーＫ１９上に
配設され、要素部材Ｅ２０は、早送りキーＫ２０上に配設され、要素部材Ｅ２１は、早戻
しキーＫ２１上に配設される。
【００６７】
　この例では、ベース部材１１及び、要素部材Ｅ１～Ｅ２１の上部には保護膜の機能を構
成するフィルム状のトップ部材５が設けられる。トップ部材５には、当該触覚入力シート
１０３の透過率及び屈折率とほぼ等しい透過率及び屈折率の透明性の材料が使用される。
例えば、透明性の材料の一例を成す膜厚ｔ＝２５［μｍ］程度のゼオノアが使用される。
硬度は、２０°乃至４０°程度である。
【００６８】
　図９は、入力装置３０１のアイコン画像１要素の構成例を示す断面図である。この例で
は、触覚入力シート１０３のベース部材１１の硬度に対して要素部材１２の硬度を低く設
定される場合を例に挙げている。
【００６９】
　図９に示す入力装置３０１によれば、表示部２９上に入力検出部４５、触覚入力シート
１０３及びトップ部材５が順に積層されて構成される。入力検出部４５上に設けられた触
覚入力シート１０３は、硬度６０°乃至８０°のシート状を成すベース部材１１と、硬度
２０°乃至４０°程度の塊状を成す要素部材１２から構成されている。ベース部材１１と
要素部材１２とは二色成形されている。二色成形によれば、ベース部材１１及び要素部材
１２を成す異材質（材料）同士を組み合わせて当該ベース部材１１及び要素部材１２を一
体成形するようになされる。図中Ｉは表示領域であり、例えば、数字「１」キーＫ１のア
イコン画像（入力画像）等が表示される領域である。他の機能キーＫ２～Ｋ２１のアイコ
ン画像についても、同様に、表示領域Ｉが定義される。
【００７０】
　この例では、表示領域Ｉに表示されたアイコン画像上をユーザが押下操作するようにな
される。要素部材１２は、少なくとも、表示部２９に表示されるアイコン画像の表示領域
Ｉを含む部分であって、ベース部材１１により囲まれた部分に設定される。図９に示す要
素部材１２が図８に示した各種機能キーＫ１～Ｋ２１のアイコン画像に対峙した要素部材
Ｅ１～Ｅ２１の各々に対応する。
【００７１】
　ベース部材１１には、例えば、膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度の透明性の材料の一例を成
すポリカーボネート系の透明材料が使用される。要素部材１２には、ポリカーボネートと
屈折率の近い柔らかい透明の材料として硬度２０°～４０°の透明性のシリコンゴム部材
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を使用し、その膜厚ｔが１００［μｍ］程度となるようになされる。このように触覚入力
シート１０３を構成すると、表示面の一方から摺動方向に沿って段差状に掘り下がり、か
つ、他方の表示面に向かって段差状に掘り上がる凹形状感を提示できるようになる。
【００７２】
　なお、図中では、省略しているが入力検出部４５と触覚入力シート１０３との間に表面
板を挿入してもよい。表面板には当該触覚入力シート１０３の透過率及び屈折率とほぼ等
しい透過率及び屈折率の透明性の材料を使用すればよい。表面板は触覚入力シート１０３
を単独で形成する際の基板を成したり、トップ部材５と共に触覚入力シート１０３の強度
を補償したりする機能を発揮するようになる。
【００７３】
　図１０Ａ～Ｃは、触覚入力シート１０３の形成例を示す工程図である。この例では、図
８及び図９に示したような入力装置３０１に適用可能な触覚入力シート１０３を二色成形
により形成する場合を例に挙げる。
【００７４】
　まず、図１０Ａに示すキャビティ９０１及び一次側のコア９０２を有した金型を準備す
る。コア９０２は凸状を有すると共に、ベース部材１１の厚みｔを規定する高さｈを有し
ている。コア９０２は更に開孔部３を成形するための所定の幅ｗを有している。幅ｗは図
示しないコア９０２の長さと共に、要素部材１２で表示領域Ｉを設定するものである。
【００７５】
　開孔部３の大きさは表示領域Ｉの大きさとなるようにコア９０２を加工する。上述した
例では、各種機能キーＫ１～Ｋ２１のアイコン画像を含む大きさに対応した要素部材Ｅ１
～Ｅ２１の形状及び大きさとなるように設定される。要素部材Ｅ１～Ｅ１２及び要素部材
Ｅ１５～Ｅ１９に対して、ベース部材１１の所定部位に円柱状の開孔部３が得られるよう
にコア９０２を加工し、要素部材Ｅ１３，Ｅ１４，Ｅ２０，Ｅ２１に対して、その所定部
位に図示しない立方体状の開孔部が得られるように凸状のコア９０２を加工する。
【００７６】
　この例では、インサート成形と異なり、一次側となるベース部材１１を成形してから同
一金型内で二次側となる要素部材１２を一次側と一体で成形するようになされる。一次側
モールド材料には、例えば、硬度６０乃至８０°の透明性の材料の一例を成す透過率及び
屈折率が共に「１．５」のポリカーボネート樹脂を使用する。そして、一次側のキャビテ
ィ９０１とコア９０２で一次側モールド成形を実行する。例えば、キャビティ９０１及び
一次側のコア９０２を有した金型を型締めしてポリカーボネート樹脂を封入する。冷却後
、金型を開くと、図１０Ｂに示すベース部材１１に開孔部３を形成できるようになる。
【００７７】
　更に、一次側で成形したベース部材１１の凹部を二次側のコアにした状態で金型を回転
させて、二次側となる図示しないキャビティで型締めして、二次側モールド材料を流し込
み、ベース部材１１と要素部材１２とを一体化する。二次側モールド材料には、例えば、
ポリカーボネート系の透明材料と屈折率の近い柔らかい硬度２０°乃至４０°の透明性の
樹脂材料を使用する。この例では、ポリカーボネートの屈折率＝「１．５」に近い柔らか
い透明性の樹脂材料を封入する。冷却後、金型を開くと、図１０Ｃに示すベース部材１１
及び要素部材１２を一体化した触覚入力シート１０３を形成できるようになる。
【００７８】
　その後、表示部２９上に入力検出部４５を設けた積層基板を準備する。表示部２９には
カラーの液晶表示素子が使用される。入力検出部４５には、静電容量方式の入力デバイス
の他に、抵抗膜方式、表面波弾性方式、光方式、複数段方式タクトスイッチ等の入力デバ
イスが使用される。その後、入力検出部４５上に触覚入力シート１０３を形成する。
【００７９】
　例えば、触覚入力シート１０３を入力検出部４５上に接着剤を介して接合する。更に、
触覚入力シート１０３上にトップ部材５を形成する。トップ部材５は接着剤を介して触覚
入力シート１０３上に接着する。これにより、図８及び図９に示したような入力装置３０
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１が完成する。
【００８０】
　このように第３の実施例としての入力装置３０１によれば、表示画面のアイコン画像の
上部のタッチシートが従来部材と異なっており、本発明に係る透明性の触覚入力シート１
０３が応用される。触覚入力シート１０３は、ベース部材１１及び要素部材１２の光を透
過する性質がほぼ等しく、組成物の硬さが異なっている。
【００８１】
　従って、表示面が平坦状に観察されても、表示部２９に表示された、各種機能キーＫ１
～Ｋ２１等のアイコン画像等を手で触れ、ベース部材１１から要素部材Ｅ１～Ｅ２１等へ
摺動したとき、表示面の一方から摺動方向に沿って段差状に掘り下がり、かつ、他方の表
示面に向かって段差状に掘り上がる凹形状感を伴った入力操作を提示できるようになる。
これにより、表示部２９として視認性に優れ、かつ、操作部としても凹凸表現ができるア
イコンタッチ用の触覚入力シート付きの入力装置３０１を提供できるようになる。
【実施例４】
【００８２】
　図１１は、第４の実施例に係る入力装置３０２のアイコン画像１要素の構成例を示す断
面図である。　
　この例では、触覚入力シート１０４のベース部材１１の硬度に対して要素部材１２の硬
度を低く設定される場合であって、要素部材１２の形状が異なり、更に、要素部材１２が
ベース部材１１の全面に設けられる場合を挙げている。
【００８３】
　図１１に示す入力装置３０２によれば、第３の実施例と同様な順序で表示部２９上に入
力検出部４５、触覚入力シート１０４及びトップ部材５が積層されて構成される。入力検
出部４５上に設けられた触覚入力シート１０４は、硬度２０°乃至４０°のシート状を成
すベース部材１１と、硬度６０°乃至８０°程度の塊状を成す要素部材１２から構成され
ている。図中Ｉは表示領域であり、第３の実施例と同様にして、例えば、数字「１」キー
Ｋ１のアイコン画像（入力画像）等が表示される領域である。他の機能キーＫ２～Ｋ２１
のアイコン画像についても、同様に定義されることは第３の実施例で述べた通りである。
【００８４】
　この例で、要素部材１２は、表示部２９に表示されるアイコン画像の表示領域Ｉを含む
部分であって、ベース部材１１の全面に設けられる。図１１に示す要素部材１２は、図８
に示した各種機能キーＫ１～Ｋ２１のアイコン画像に対峙した要素部材Ｅ１～Ｅ２１の各
々に対応することは第３の実施例で述べた通りである。
【００８５】
　この例では、要素部材１２が断面逆台形状を有しており、更に、要素部材１２がベース
部材１１の全面に設けられるので、ベース部材１１への充填工程を簡略化できるようにな
る。ベース部材１１には、例えば、膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度の透明性の材料の一例を
成すポリカーボネート系の透明材料が使用される。要素部材１２には、ポリカーボネート
系の透明材料と屈折率の近い柔らかい透明の材料として硬度２０°～４０°の透明性のシ
リコンゴム部材を使用し、その膜厚ｔが１００［μｍ］程度となるようになされる。
【００８６】
　このように触覚入力シート１０４を構成すると、表示面の一方から摺動方向に沿って傾
斜状部位から円滑に掘り下がり、かつ、他方の表示面に向かって傾斜状部位から円滑に掘
り上がる凹形状感を提示できるようになる。この例でも、入力検出部４５と触覚入力シー
ト１０４との間に表面板を挿入してもよい。この表示板の挿入理由については、第３の実
施例で述べた通りである。
【００８７】
　図１２Ａ及びＢは、触覚入力シート１０４の形成例を示す工程図である。この例では、
図１１に示したような入力装置３０２に適用可能な触覚入力シート１０４を形成する場合
を例に挙げる。入力装置３０２の全体構成例については、図８に示した入力装置３０１を
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参照されたい。
【００８８】
　まず、図１２Ａに示す開孔部３’を有した膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度のシート状のベ
ース部材１１を準備する。ベース部材１１は射出金型成形により形成する。例えば、断面
逆台形状（Ｖ形状）の開孔部３’を形成するための、断面逆台形状を有した図示しない金
型用のコアを作成する。この例で開孔部３’の大きさが表示領域Ｉの大きさとなるように
コアを加工する。使用材料については第３の実施例で述べた通りである（図１０Ａ参照）
。次に、金型を型締めしてポリカーボネート樹脂を封入する。冷却後、金型を開くと、開
孔部３’を有したベース部材１１ができるので、当該ベース部材１１の一方の面に基板４
を接合して開孔部３’における蓋締め処理をする。これにより、図１２Ａに示す基板付き
のベース部材１１を形成できる。
【００８９】
　その後、図１２Ｂに示す基板４を有したベース部材１１の開孔部３’の内部に硬度２０
°乃至４０°の要素部材１２を充填する。要素部材１２には、ポリカーボネート系の透明
材料と屈折率の近い柔らかい透明の材料を使用する。例えば、ポリカーボネートの屈折率
＝「１．５」に近い柔らかい透明の材料として硬度２０°～４０°の透明性のシリコンゴ
ム部材を開孔部３を含むベース部材１１の全面に塗布することにより要素部材１２を形成
する。その後、塗布材料を乾燥させる。これにより、要素部材１２が断面逆さ台形状を有
し、かつ、ベース部材１１上が要素部材１２で覆われた基板付きの触覚入力シート１０４
が完成する。
【００９０】
　その後、第３の実施例と同様にして、表示部２９上に入力検出部４５を設けた積層基板
を準備する。表示部２９及び入力検出部４５の使用部品については、第３の実施例で説明
した通りである。その後、入力検出部４５上に触覚入力シート１０４を接合する。
【００９１】
　この例でも、裏面の基板４を除去した後、入力検出部４５上に接着剤を介して触覚入力
シート１０４を接合する。更に、触覚入力シート１０４上にトップ部材５を形成する。ト
ップ部材５は接着剤を介して触覚入力シート１０４上に接着する。これにより、図８及び
図１１に示したような入力装置３０２が完成する。
【００９２】
　このように第４の実施例としての入力装置３０２によれば、本発明に係る透明性の触覚
入力シート１０４が応用されるので、表示面が平坦状に観察されても、表示部２９に表示
された、各種機能キーＫ１～Ｋ２１等のアイコン画像等を手で触れ、ベース部材１１から
要素部材Ｅ１～Ｅ２１等へ摺動したとき、表示面の一方から摺動方向に沿って傾斜状部位
から円滑に掘り下がり、かつ、他方の表示面に向かって傾斜状部位から円滑に掘り上がる
凹形状感を伴った入力操作を提示できるようになる。これにより、アイコンタッチ用の触
覚入力シート付きの入力装置３０２を提供できるようになる。
【実施例５】
【００９３】
　図１３は、第５の実施例に係る入力装置３０３のアイコン画像１要素の構成例を示す断
面図である。　
　この例では、触覚入力シート１０５のベース部材１１の硬度に対して要素部材１２の硬
度を低く設定される場合であって、要素部材１２が断面逆台形状を成し、更に、要素部材
１２がベース部材１１の全面に設けられない場合を挙げている。
【００９４】
　図１３に示す入力装置３０３によれば、第３の実施例と同様な順序で表示部２９上に入
力検出部４５、触覚入力シート１０５及びトップ部材５が積層されて構成される。入力検
出部４５上に設けられた触覚入力シート１０５は、硬度６０°乃至８０°のシート状を成
すベース部材１１と、硬度２０°乃至４０°程度の塊状を成す要素部材１２から構成され
ている。図中Ｉは表示領域であり、第３及び第４の実施例と同様にして、例えば、数字「
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１」キーＫ１のアイコン画像（入力画像）等が表示される領域である。他の機能キーＫ２
～Ｋ２１のアイコン画像についても、同様に定義されることは第３の実施例で述べた通り
である。
【００９５】
　この例で、要素部材１２は、少なくとも、表示部２９に表示されるアイコン画像の表示
領域Ｉを含む部分であって、ベース部材１１により囲まれた部分に設定される。図１３に
示す要素部材１２は、図８に示した各種機能キーＫ１～Ｋ２１のアイコン画像に対峙した
要素部材Ｅ１～Ｅ２１の各々に対応することは第３の実施例で述べた通りである。
【００９６】
　この例では、要素部材１２が断面逆台形状を有しており、更に、要素部材１２がベース
部材１１の全面に設けられることなく、表示領域Ｉのみに設けられている。ベース部材１
１には、例えば、膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度の透明性の材料の一例を成すポリカーボネ
ート系の透明材料が使用される。要素部材１２には、ポリカーボネート系の透明材料と屈
折率の近い柔らかい透明の材料として硬度２０°～４０°の透明性のシリコンゴム部材を
使用し、その膜厚ｔが１００［μｍ］程度となるように平坦化される。
【００９７】
　このように触覚入力シート１０５を構成すると、第４の実施例と同様にして、表示面の
一方から摺動方向に沿って傾斜状部位から円滑に掘り下がり、かつ、他方の表示面に向か
って傾斜状部位から円滑に掘り上がる凹形状感を提示できるようになる。この例でも、入
力検出部４５と触覚入力シート１０５との間に表面板を挿入してもよい。この表示板の挿
入理由については、第３の実施例で述べた通りである。
【００９８】
　図１４Ａ～Ｃは、触覚入力シート１０５の形成例を示す工程図である。この例では、図
１３に示したような入力装置３０３に適用可能な触覚入力シート１０５を形成する場合を
例に挙げる。入力装置３０３の全体構成例については、図８に示した入力装置３０１を参
照されたい。
【００９９】
　まず、図１４Ａに示したような膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度のシート状のベース部材１
１を準備する。この例でも、開孔部３’の大きさは、各種機能キーＫ１～Ｋ２１のアイコ
ン画像を含む大きさに対応した要素部材Ｅ１～Ｅ２１の形状及び大きさとなるように設定
される。ベース部材１１の使用材料、開孔部３’の加工方法及び、基板４については第４
の実施例で説明しているので、その説明を省略する（図１２Ａ参照）。
【０１００】
　その後、図１４Ｂに示す基板４を有したベース部材１１の開孔部３’の内部に硬度２０
°乃至４０°の要素部材１２を充填する。この例では、開孔部３’の周囲にマスク部材６
が形成される。マスク部材６には例えば、マスキングテープが使用される。このマスキン
グ処理は、開孔部３’以外の部分に要素部材１２を塗布しないようにするためである。要
素部材１２には、ポリカーボネート系の透明材料と屈折率の近い柔らかい透明の材料を使
用する。例えば、ポリカーボネートの屈折率＝「１．５」に近い柔らかい透明の材料とし
て硬度２０°～４０°の透明性のシリコンゴム部材を、マスク部材６で養生された開孔部
３’に塗布することにより要素部材１２を形成する。その後、マスク部材６を要素部材１
２の周囲から剥がして除去する。
【０１０１】
　これらの加工に関しては、シート状のベース部材１１による形成方法に限られることは
なく、二色成形や、射出金型成形等によりベース部材１１及び要素部材１２を加工して触
覚入力シート１０５を形成するようにしてもよい。これにより、図１４Ｃに示すような要
素部材１２が断面逆台形状を有し、かつ、ベース部材１１上が要素部材１２で覆われた基
板付きの触覚入力シート１０５が完成する。
【０１０２】
　その後、第３及び第４の実施例と同様にして、表示部２９上に入力検出部４５を設けた
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積層基板を準備する。表示部２９及び入力検出部４５の使用部品については、第３の実施
例で説明した通りである。その後、入力検出部４５上に触覚入力シート１０５を形成する
。
【０１０３】
　この例でも、裏面の基板４を除去した後、入力検出部４５上に接着剤を介して触覚入力
シート１０５を接合する。更に、触覚入力シート１０５上にトップ部材５を形成する。ト
ップ部材５は接着剤を介して触覚入力シート１０５上に接着する。これにより、図８及び
図１３に示したような入力装置３０３が完成する。
【０１０４】
　このように第５の実施例としての入力装置３０３によれば、本発明に係る透明性の触覚
入力シート１０５が応用されるので、表示面が平坦状に観察されても、表示部２９に表示
された、各種機能キーＫ１～Ｋ２１等のアイコン画像等を手で触れ、ベース部材１１から
要素部材Ｅ１～Ｅ２１等へ摺動したとき、表示面の一方から摺動方向に沿って傾斜状部位
から円滑に掘り下がり、かつ、他方の表示面に向かって傾斜状部位から円滑に掘り上がる
凹形状感を伴った入力操作を提示できるようになる。これにより、アイコンタッチ用の触
覚入力シート付きの入力装置３０３を提供できるようになる。
【実施例６】
【０１０５】
　図１５は、第６の実施例に係る入力装置３０４のアイコン画像１要素の構成例を示す断
面図である。この例では、触覚入力シート１０６のベース部材２１の硬度に対して要素部
材１２の硬度を低く設定される場合であって、ベース部材２１には巻回可能なロールシー
ト状の材料が使用され、更に、要素部材１２がベース部材２１の全面に設けられる場合を
挙げている。
【０１０６】
　図１５に示す入力装置３０４によれば、第３の実施例と同様な順序で表示部２９上に入
力検出部４５、触覚入力シート１０６及びトップ部材５が積層されて構成される。入力検
出部４５上に設けられた触覚入力シート１０６は、硬度６０°乃至８０°のシート状を成
すベース部材２１と、硬度２０°乃至４０°程度の塊状を成す要素部材１２から構成され
ている。図中Ｉは表示領域であり、例えば、数字「１」キーＫ１のアイコン画像（入力画
像）等が表示される領域である。他の機能キーＫ２～Ｋ２１のアイコン画像についても、
同様に、表示領域Ｉが定義される。
【０１０７】
　この例でも、第３～第５の実施例と同様にして、表示領域Ｉに表示されたアイコン画像
上をユーザが押下操作するようになされる。要素部材１２は、表示部２９に表示されるア
イコン画像の表示領域Ｉを含む部分と、ベース部材２１の全面に設定される。図１５に示
す要素部材１２は、第３～第５の実施例と同様にして、図８に示した各種機能キーＫ１～
Ｋ２１のアイコン画像に対峙した要素部材Ｅ１～Ｅ２１の各々に対応する。
【０１０８】
　ベース部材２１には、例えば、膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度の透明性の材料の一例を成
すシート状のポリカーボネート系の透明材料が使用される。要素部材１２には、ポリカー
ボネート系の透明材料と屈折率の近い柔らかい透明の材料として硬度２０°～４０°の透
明性のシリコンゴム部材を使用し、その膜厚ｔが１００［μｍ］程度となるようになされ
る。このように触覚入力シート１０６を構成すると、第４及び第５の実施例と同様にして
、表示面の一方から摺動方向に沿って傾斜状部位から円滑に掘り下がり、かつ、他方の表
示面に向かって傾斜状部位から円滑に掘り上がる凹形状感を提示できるようになる。この
例でも、入力検出部４５と触覚入力シート１０６との間に表面板を挿入してもよい。
【０１０９】
　図１６Ａ～Ｄは、触覚入力シート１０６の形成例を示す工程図である。この例では、図
８及び図１５に示したような入力装置３０４に適用可能な触覚入力シート１０６をシート
状のベース部材２１により形成する場合を例に挙げる。入力装置３０４の全体構成例につ
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いては、図８に示した入力装置３０１を参照されたい。
【０１１０】
　まず、図１６Ａに示す膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度のシート状のベース部材２１を準備
する。ベース部材２１には、例えば、硬度６０乃至８０°の透明性の材料の一例を成す透
過率及び屈折率が共に「１．５」のポリカーボネート系の透明材料を周知の技術によりシ
ート状に加工したものが使用される。シート状のベース部材２１は巻回可能なものである
。
【０１１１】
　次に、図１６Ｂに示すベース部材２１に開孔部３’を形成する。開孔部３’の大きさは
表示領域Ｉの大きさとなるように開口する。上述した例では、各種機能キーＫ１～Ｋ２１
のアイコン画像を含む大きさに対応した要素部材Ｅ１～Ｅ２１の形状及び大きさとなるよ
うに設定される。要素部材Ｅ１～Ｅ１２及び要素部材Ｅ１５～Ｅ１９に対して、ベース部
材２１の所定部位に円柱状の開孔部３’が得られるように開口し、要素部材Ｅ１３，Ｅ１
４，Ｅ２０，Ｅ２１に対して、その所定部位に図示しない立方体状の開孔部が得られるよ
うに開口する。例えば、鎌状の切削回転刃や、四辺矩形状の切削刃を有した孔開け加工機
を使用してベース部材２１に断面逆台錐形や、断面逆台形状等の開孔部３’を形成する。
【０１１２】
　更に、複数の開孔部３’が形成されたベース部材２１の一方の面に、表面板又は、仮の
基板４を設けた後、図１６Ｃに示す開孔部３’の内部に硬度２０°乃至４０°の要素部材
１２を充填する。この例では、要素部材１２には、ポリカーボネート系の透明材料と屈折
率の近い柔らかい透明の材料を使用する。例えば、ポリカーボネートの屈折率＝「１．５
」に近い柔らかい透明の材料として硬度２０°～４０°の透明性のシリコンゴム部材を開
孔部３を含むベース部材２１の全面に塗布することにより要素部材１２を形成する。その
後、塗布材料を乾燥させる。これにより、要素部材１２が断面逆台形状を有し、かつ、ベ
ース部材２１上が要素部材１２で覆われた基板付きの触覚入力シート１０６が完成する。
【０１１３】
　その後、第３～第５の実施例と同様にして、表示部２９上に入力検出部４５を設けた積
層基板を準備する。表示部２９及び入力検出部４５の使用部品については、第３の実施例
で説明した通りである。その後、入力検出部４５上に触覚入力シート１０６を形成する。
【０１１４】
　この例でも、裏面の基板４を除去した後、入力検出部４５上に接着剤を介して触覚入力
シート１０６を接合する。更に、触覚入力シート１０６上にトップ部材５を形成する。ト
ップ部材５は接着剤を介して触覚入力シート１０６上に接着する。これにより、図８及び
図１５に示したような入力装置３０４が完成する。
【０１１５】
　このように第６の実施例としての入力装置３０４によれば、本発明に係る透明性の触覚
入力シート１０６が応用されるので、表示面が平坦状に観察されても、表示部２９に表示
された、各種機能キーＫ１～Ｋ２１等のアイコン画像等を手で触れ、ベース部材２１から
要素部材Ｅ１～Ｅ２１等へ摺動したとき、表示面の一方から摺動方向に沿って傾斜状部位
から円滑に掘り下がり、かつ、他方の表示面に向かって傾斜状部位から円滑に掘り上がる
凹形状感を伴った入力操作を提示できるようになる。これにより、アイコンタッチ用の触
覚入力シート付きの入力装置３０４を提供できるようになる。
【実施例７】
【０１１６】
　図１７は、第７の実施例に係る入力装置３０５のアイコン画像１要素の構成例を示す断
面図である。　
　この例では、触覚入力シート１０７のベース部材２１の硬度に対して要素部材１２の硬
度を低く設定される場合であって、要素部材１２が断面逆台形状を成し、更に、要素部材
１２がベース部材２１の全面に設けられない場合を挙げている。
【０１１７】
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　図１７に示す入力装置３０５によれば、第３の実施例と同様な順序で表示部２９上に入
力検出部４５、触覚入力シート１０７及びトップ部材５が積層されて構成される。入力検
出部４５上に設けられた触覚入力シート１０７は、硬度６０°乃至８０°のシート状を成
すベース部材２１と、硬度２０°乃至４０°程度の塊状を成す要素部材１２から構成され
ている。図中Ｉは表示領域であり、第３の実施例と同様にして、数字「１」キーＫ１のア
イコン画像（入力画像）等が表示される領域である。他の機能キーＫ２～Ｋ２１のアイコ
ン画像についても、同様に定義されることは第３の実施例で述べた通りである。
【０１１８】
　この例で、要素部材１２は、少なくとも、表示部２９に表示されるアイコン画像の表示
領域Ｉを含む部分であって、ベース部材２１により囲まれた部分に設定される。図１７に
示す要素部材１２は、図８に示した各種機能キーＫ１～Ｋ２１のアイコン画像に対峙した
要素部材Ｅ１～Ｅ２１の各々に対応することは第３の実施例で述べた通りである。
【０１１９】
　この例では、要素部材１２が断面逆台形状を有しており、更に、要素部材１２がベース
部材２１の全面に設けられることなく、表示領域Ｉのみに設けられている。ベース部材２
１には、例えば、膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度の透明性の材料の一例を成すシート状のポ
リカーボネート系の透明材料が使用される。要素部材１２には、ポリカーボネート系の透
明材料と屈折率の近い柔らかい透明の材料として硬度２０°～４０°の透明性のシリコン
ゴム部材を使用し、その膜厚ｔが１００［μｍ］程度となるように平坦化される。
【０１２０】
　このように触覚入力シート１０７を構成すると、第４の実施例～第６の実施例と同様に
して、表示面の一方から摺動方向に沿って傾斜状部位から円滑に掘り下がり、かつ、他方
の表示面に向かって傾斜状部位から円滑に掘り上がる凹形状感を提示できるようになる。
この例でも、入力検出部４５と触覚入力シート１０７との間に表面板を挿入してもよい。
この表示板の挿入理由については、第３の実施例で述べた通りである。
【０１２１】
　図１８Ａ～Ｄは、触覚入力シート１０７の形成例を示す工程図である。この例では、図
１７に示したような入力装置３０５に適用可能な触覚入力シート１０７を形成する場合を
例に挙げる。入力装置３０５の全体構成例については、図８に示した入力装置３０１を参
照されたい。
【０１２２】
　まず、図１８Ａに示したような膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度のシート状のベース部材２
１を準備する。この例でも、開孔部３’の大きさは、各種機能キーＫ１～Ｋ２１のアイコ
ン画像を含む大きさに対応した要素部材Ｅ１～Ｅ２１の形状及び大きさとなるように設定
される。ベース部材２１の使用材料、開孔部３’の加工方法及び、基板４については第４
の実施例で説明しているので、その説明を省略する（図１２Ａ参照）。
【０１２３】
　その後、図１８Ｂに示す基板４を有したベース部材２１の開孔部３’の内部に硬度２０
°乃至４０°の要素部材１２を充填する。この例でも、開孔部３’の周囲には図１８Ｃに
示すマスキングテープ等のマスク部材６が形成される。マスキング処理は、開孔部３’以
外の部分に要素部材１２を塗布しないようにするためである。要素部材１２には、ポリカ
ーボネート系の透明材料と屈折率の近い柔らかい透明の材料を使用する。例えば、ポリカ
ーボネートの屈折率＝「１．５」に近い柔らかい透明の材料として硬度２０°～４０°の
透明性のシリコンゴム部材を、マスク部材６で養生された開孔部３’に塗布することによ
り要素部材１２を形成する。その後、マスク部材６を要素部材１２の周囲から剥がして除
去する。これにより、図１８Ｄに示すような要素部材１２が断面逆台形状を有し、かつ、
ベース部材２１上には要素部材１２が覆われていない基板付きの触覚入力シート１０７が
完成する。
【０１２４】
　その後、第３～第６の実施例と同様にして、表示部２９上に入力検出部４５を設けた積
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層基板を準備する。表示部２９及び入力検出部４５の使用部品については、第３の実施例
で説明した通りである。そして、入力検出部４５上に触覚入力シート１０７を形成する。
【０１２５】
　この例でも、裏面の基板４を除去した後、入力検出部４５上に接着剤を介して触覚入力
シート１０７を接合する。更に、触覚入力シート１０７上にトップ部材５を形成する。ト
ップ部材５は接着剤を介して触覚入力シート１０７上に接着する。これにより、図８及び
図１７に示したような入力装置３０５が完成する。
【０１２６】
　このように第７の実施例としての入力装置３０５によれば、本発明に係る透明性の触覚
入力シート１０７が応用されるので、表示面が平坦状に観察されても、表示部２９に表示
された、各種機能キーＫ１～Ｋ２１等のアイコン画像等を手で触れ、ベース部材２１から
要素部材Ｅ１～Ｅ２１等へ摺動したとき、表示面の一方から摺動方向に沿って傾斜状部位
から円滑に掘り下がり、かつ、他方の表示面に向かって傾斜状部位から円滑に掘り上がる
凹形状感を伴った入力操作を提示できるようになる。これにより、アイコンタッチ用の触
覚入力シート付きの入力装置３０５を提供できるようになる。
【実施例８】
【０１２７】
　図１９は、第８の実施例に係る入力装置３０６のアイコン画像１要素の構成例を示す断
面図である。　
　この例では、触覚入力シート１０８のベース部材１１の硬度に対して要素部材１２の硬
度を低く設定される場合であって、要素部材１２が断面逆台形状を有し、要素部材１２と
ベース部材１１との間に設けられた反射防止界面薄膜（Anti-Reflective：以下ＡＲ薄膜
７という）が当該ベース部材１１の全面に設けられる場合を挙げている。
【０１２８】
　図１９に示す入力装置３０６によれば、第３の実施例と同様な順序で表示部２９上に入
力検出部４５、触覚入力シート１０８及びトップ部材５が積層されて構成される。入力検
出部４５上に設けられた触覚入力シート１０８は、硬度２０°乃至４０°のシート状を成
すベース部材１１と、膜厚数Å程度のＡＲ薄膜７と、硬度６０°乃至８０°程度の塊状を
成す要素部材１２から構成されている。図中Ｉは表示領域であり、第３の実施例と同様に
して、例えば、数字「１」キーＫ１のアイコン画像（入力画像）等が表示される領域であ
る。他の機能キーＫ２～Ｋ２１のアイコン画像についても、同様に定義されることは第３
の実施例で述べた通りである。
【０１２９】
　この例で、ＡＲ薄膜７は乱反射を防止するために用いられ、表示部２９に表示されるア
イコン画像の表示領域Ｉを含む部分であって、ベース部材１１の全面に設けられる。図１
９に示すＡＲ薄膜７は、図８に示した各種機能キーＫ１～Ｋ２１のアイコン画像に対峙し
た要素部材Ｅ１～Ｅ２１の各々に対応するように設けられる。ＡＲ薄膜７は触覚入力シー
ト１０８を作成する際に、スパッタ処理方法や、ＤＩＰ処理方法、塗布方法等によりベー
ス部材１１の開孔部３’の内部や、ベース部材１１の全面に形成される。
【０１３０】
　スパッタ処理方法は、真空蒸着法に類する薄膜製造の代表的な乾式法の一つであって、
真空チャンバ内に薄膜として被着したい金属をターゲット材料として設置し、試料と電極
との間に高電圧を印加して、希ガス元素（普通はアルゴンを用いる）をイオン化し、プラ
ズマ化させた電子をターゲット材料に衝突させると、ターゲット表面の原子がはじき飛ば
され、基板に到達して製膜する方法である。
【０１３１】
　この例では、真空チャンバ内にガスを導入し、これをはじき飛ばされた金属と反応させ
ることによって化合物を試料に製膜する反応性スパッタ法も利用できる。新たな合金や人
工格子の作製技術として注目されている。反応性スパッタ法には、２極、３極、４極、Ｒ
Ｆ、マグネトロン、対向ターゲット、ミラートロン、ＥＣＲ、イオンビーム、デュアルイ
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オンビーム等の方式がある。ターゲット材料にはマグネシウム（Ｍｇ）やシリコン（Ｓｉ
）が使用され、導入ガスにはフッ素（Ｆ）や酸素（Ｏ）が使用される。
【０１３２】
　ＤＩＰ処理方法はＡＲ膜を形成する湿式法の一つであって、膜材料を溶解させたフッ素
樹脂の溶液系の中にベース部材を直浸（じゃぶ漬け）して塗膜を形成し、その後、溶液内
から引き上げて熱風などで硬化する方法である。塗布方法では、膜材料を溶解させたフッ
素樹脂系の溶液をベース部材に塗布して塗膜を形成し、その後、上述の後処理工程を経る
方法である。
【０１３３】
　この例でも、要素部材１２は表示部２９に表示されるアイコン画像の表示領域Ｉのみに
設けられる。図１９に示す要素部材１２は、図８に示した各種機能キーＫ１～Ｋ２１のア
イコン画像に対峙した要素部材Ｅ１～Ｅ２１の各々に対応することは第３の実施例で述べ
た通りである。ベース部材１１には、例えば、膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度の透明性の材
料の一例を成すポリカーボネート系の透明材料が使用される。要素部材１２には、ポリカ
ーボネート系の透明材料と屈折率の近い柔らかい透明の材料として硬度２０°～４０°の
透明性のシリコンゴム部材を使用し、その膜厚ｔが１００［μｍ］程度となるようになさ
れる。
【０１３４】
　このようにＡＲ薄膜７を導入して触覚入力シート１０８を形成し構成すると、要素部材
１２とベース部材１１との接合界面を強力に結合できるようになる。しかも、第４の実施
例と同様にして、表示面の一方から摺動方向に沿って傾斜状部位から円滑に掘り下がり、
かつ、他方の表示面に向かって傾斜状部位から円滑に掘り上がる凹形状感を提示できるよ
うになる。この例でも、入力検出部４５と触覚入力シート１０８との間に表面板を挿入し
てもよい。この表示板の挿入理由については、第３の実施例で述べた通りである。
【０１３５】
　図２０Ａ～Ｄは、触覚入力シート１０８の形成例を示す工程図である。この例では、図
１９に示したような入力装置３０６に適用可能な触覚入力シート１０８を形成する場合を
例に挙げる。入力装置３０６の全体構成例については、図８に示した入力装置３０１を参
照されたい。
【０１３６】
　まず、図２０Ａに示す開孔部３’を有した膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度のシート状のベ
ース部材１１を準備する。ベース部材１１には第４の実施例で説明した金型を使用して射
出金型成形することにより、図２０Ａに示す開孔部３’及び基板付きのベース部材１１が
得られる。その後、図２０Ｂに示すベース部材１１の開孔部３’の内部にＡＲ薄膜７を形
成する。例えば、スパッタ処理方法によりベース部材１１の開孔部３’の内部にＡＲ薄膜
７を施す。この例では、開孔部３’の傾斜面部、底面部及び、ベース部材１１上の全面に
膜厚数Å程度のＡＲ薄膜７を被着するようになされる。ＡＲ薄膜７は真空蒸着方法により
行ってもよい。
【０１３７】
　例えば、開孔部３’及び基板付きのベース部材１１をスパッタ装置の真空チャンバ内に
セットする。その後、真空チャンバ内に導入された気体分子に、グロー放電等による電子
を衝突させてプラズマ化する。このとき、ベース部材１１とターゲット材料となるＭｇや
、Ｓｉ等の薄膜材料（ＡＲ部材）との間に電位差を与えられるので、薄膜材料に向けて電
子が加速するようになる。そして、薄膜材料に衝突した電子により飛散するターゲット粒
子がベース部材１１に付着するようになる。これにより、開孔部３’の傾斜面部、底面部
及び、ベース部材１１上の全面に膜厚数Å程度のＡＲ薄膜７を被着できるようになる。
【０１３８】
　この他に、ＥＣＲスパッタ処理方法により、ＡＲ薄膜７を被着するようにしてもよい。
ＥＣＲスパッタによれば、真空チャンバ内においてグロー放電を使用せずに、マイクロ波
を用いて、気体分子にエネルギーを与えてプラズマを発生する。このプラズマは、磁界内
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では回転し、真空チャンバ外に漏れないので高密度にプラズマを閉じ込めることができる
。ターゲット材料の方向に平行電極板を配置して電位を与えることで、薄膜材料に電子を
加速させ、薄膜材料に衝突した電子により飛散するターゲット粒子がベース部材１１に付
着するようになる。これにより、開孔部３’の傾斜面部、底面部及び、ベース部材１１上
の全面に膜厚数Å程度のＡＲ薄膜７を被着できるようになる。
【０１３９】
　その後、ＡＲ薄膜７が開孔部３’及び全面に被着されたベース部材１１をスパッタ装置
から取り出し、この開孔部３’内のみに硬度２０°乃至４０°の要素部材１２を充填する
。この例では、開孔部３’の周囲にマスク部材６が形成される。マスク部材６には例えば
、マスキングテープが使用される。このマスキング処理は、開孔部３’以外の部分に要素
部材１２を塗布しないようにするためである。
【０１４０】
　要素部材１２には、ポリカーボネート系の透明材料と屈折率の近い柔らかい透明の材料
を使用する。例えば、ポリカーボネートの屈折率＝「１．５」に近い柔らかい透明の材料
として硬度２０°～４０°の透明性のシリコンゴム部材を、マスク部材６で養生された開
孔部３’に塗布することにより要素部材１２を形成する。その後、マスク部材６を要素部
材１２の周囲から剥がして除去する。これにより、図２０Ｄに示すような要素部材１２が
断面逆台形状を有し、かつ、要素部材１２とベース部材１１との間に設けられたＡＲ薄膜
７が当該ベース部材１１の全面に設けられ基板付きの触覚入力シート１０８が完成する。
【０１４１】
　その後、第３～第７の実施例と同様にして、表示部２９上に入力検出部４５を設けた積
層基板を準備する。表示部２９及び入力検出部４５の使用部品については、第３の実施例
で説明した通りである。そして、入力検出部４５上に触覚入力シート１０８を形成する。
【０１４２】
　この例でも、裏面の基板４を除去した後、入力検出部４５上に接着剤を介して触覚入力
シート１０８を接合する。更に、触覚入力シート１０８上にトップ部材５を形成する。ト
ップ部材５は接着剤を介して触覚入力シート１０８上に接着する。これにより、図８及び
図１９に示したような入力装置３０６が完成する。
【０１４３】
　このように第８の実施例としての入力装置３０６によれば、本発明に係る透明性の触覚
入力シート１０８が応用されるので、表示面が平坦状に観察されても、表示部２９に表示
された、各種機能キーＫ１～Ｋ２１等のアイコン画像等を手で触れ、ベース部材１１から
要素部材Ｅ１～Ｅ２１等へ摺動したとき、表示面の一方から摺動方向に沿って傾斜状部位
から円滑に掘り下がり、かつ、他方の表示面に向かって傾斜状部位から円滑に掘り上がる
凹形状感を伴った入力操作を提示できるようになる。しかも、要素部材１２とベース部材
１１との接合界面を強力に結合できるばかりか、乱反射を防止できるようになる。これに
より、高信頼度のアイコンタッチ用の触覚入力シート付きの入力装置３０６を提供できる
ようになる。
【実施例９】
【０１４４】
　図２１は、第９の実施例に係る入力装置３０７のアイコン画像１要素の構成例を示す断
面図である。　
　この例では、触覚入力シート１０９のベース部材１１の硬度に対して要素部材１２の硬
度を低く設定される場合であって、要素部材１２が断面逆台形状を有し、要素部材１２と
ベース部材１１との間に設けられたＡＲ薄膜７が表示領域のみに設けられる場合を挙げて
いる。
【０１４５】
　図２１に示す入力装置３０７によれば、第３の実施例と同様な順序で表示部２９上に入
力検出部４５、触覚入力シート１０９及びトップ部材５が積層されて構成される。入力検
出部４５上に設けられた触覚入力シート１０９は、硬度２０°乃至４０°のシート状を成
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すベース部材１１と、膜厚数Å程度のＡＲ薄膜７と、硬度６０°乃至８０°程度の塊状を
成す要素部材１２から構成されている。図中Ｉは表示領域であり、第３の実施例と同様に
して、例えば、数字「１」キーＫ１のアイコン画像（入力画像）等が表示される領域であ
る。他の機能キーＫ２～Ｋ２１のアイコン画像についても、同様に定義されることは第３
の実施例で述べた通りである。
【０１４６】
　この例で、ＡＲ薄膜７は乱反射を防止するために用いられ、表示部２９に表示されるア
イコン画像の表示領域Ｉのみに設けられる。図２１に示すＡＲ薄膜７は、図８に示した各
種機能キーＫ１～Ｋ２１のアイコン画像に対峙した要素部材Ｅ１～Ｅ２１の各々に対応す
るように設けられる。ＡＲ薄膜７は触覚入力シート１０９を作成する際に、第８の実施例
と同様にしてスパッタ処理方法や、ＤＩＰ処理方法、塗布方法等によりベース部材１１の
開孔部３’の内部に形成される。
【０１４７】
　この例でも、要素部材１２は表示部２９に表示されるアイコン画像の表示領域Ｉのみに
設けられる。図２１に示す要素部材１２は、図８に示した各種機能キーＫ１～Ｋ２１のア
イコン画像に対峙した要素部材Ｅ１～Ｅ２１の各々に対応することは第３の実施例で述べ
た通りである。ベース部材１１には、例えば、膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度の透明性の材
料の一例を成すポリカーボネート系の透明材料が使用される。要素部材１２には、ポリカ
ーボネート系の透明材料と屈折率の近い柔らかい透明の材料として硬度２０°～４０°の
透明性のシリコンゴム部材を使用し、その膜厚ｔが１００［μｍ］程度となるようになさ
れる。
【０１４８】
　このようにＡＲ薄膜７を導入して触覚入力シート１０９を形成し構成すると、開孔部３
’内の要素部材１２とベース部材１１との接合界面を強力に結合できるようになる。しか
も、第４の実施例と同様にして、表示面の一方から摺動方向に沿って傾斜状部位から円滑
に掘り下がり、かつ、他方の表示面に向かって傾斜状部位から円滑に掘り上がる凹形状感
を提示できるようになる。この例でも、入力検出部４５と触覚入力シート１０９との間に
表面板を挿入してもよい。この表示板の挿入理由については、第３の実施例で述べた通り
である。
【０１４９】
　図２２Ａ～Ｄは、触覚入力シート１０９の形成例を示す工程図である。この例では、図
２１に示したような入力装置３０７に適用可能な触覚入力シート１０９を形成する場合を
例に挙げる。入力装置３０７の全体構成例については、図８に示した入力装置３０１を参
照されたい。
【０１５０】
　まず、図２２Ａに示す開孔部３’を有した膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度のシート状のベ
ース部材１１を準備する。ベース部材１１には第４の実施例で説明した金型を使用して射
出金型成形することにより、図２２Ａに示す開孔部３’及び基板付きのベース部材１１が
得られる。
【０１５１】
　その後、図２２Ｂに示すベース部材１１の開孔部３’の周囲に第１のマスク部材６ａを
形成する。第１のマスク部材６ａには例えば、耐熱性のマスキングテープが使用される。
このマスキング処理は、開孔部３’以外の部分に薄膜材料を被着しないようにするためで
ある。
【０１５２】
　次に、第１のマスク部材６ａにより養生されたベース部材１１を図示しないスパッタ装
置にセットして、図２２Ｃに示すようなＡＲ薄膜７を全面に形成する。薄膜材料について
は、第８の実施例で使用されるＭｇやＳｉ等のターゲット材料を使用する。このターゲッ
ト材料をスパッタ装置内で第１のマスク部材６ａで養生された開孔部３’に被着すること
によりＡＲ薄膜７を形成する。その後、薄膜状のＡＲ薄膜７が開孔部３’及び、全面に被
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着されたベース部材１１をスパッタ装置から取り出し、第１のマスク部材６ａを開孔部３
’の周囲から剥がして除去する。これにより、第１のマスク部材６ａ上に被着したＡＲ薄
膜７も除去できるようになる。ＡＲ薄膜７は真空蒸着方法により形成してもよい。
【０１５３】
　その後、ベース部材１１の開孔部３’内のみに硬度２０°乃至４０°の要素部材１２を
充填する。この例では、図２２Ｄに示すように開孔部３’の周囲に第２のマスク部材６ｂ
が形成される。第２のマスク部材６ｂには例えば、マスキングテープが使用される。この
マスキング処理は、開孔部３’以外の部分に要素部材１２を塗布しないようにするためで
ある。要素部材１２には、ポリカーボネート系の透明材料と屈折率の近い柔らかい透明の
材料を使用する。例えば、ポリカーボネートの屈折率＝「１．５」に近い柔らかい透明の
材料として硬度２０°～４０°の透明性のシリコンゴム部材を、第２のマスク部材６ｂで
養生された開孔部３’に塗布することにより要素部材１２を形成する。その後、第２のマ
スク部材６ｂを要素部材１２の周囲から剥がして除去する。これにより、要素部材１２が
断面逆台形状を有し、かつ、開孔部３’の内部の要素部材１２とベース部材１１との間に
ＡＲ薄膜７が設けられた基板付きの触覚入力シート１０９が完成する。
【０１５４】
　その後、第３～第８の実施例と同様にして、表示部２９上に入力検出部４５を設けた積
層基板を準備する。表示部２９及び入力検出部４５の使用部品については、第３の実施例
で説明した通りである。そして、入力検出部４５上に触覚入力シート１０９を形成する。
【０１５５】
　この例でも、裏面の基板４を除去した後、入力検出部４５上に接着剤を介して触覚入力
シート１０９を接合する。更に、触覚入力シート１０９上にトップ部材５を形成する。ト
ップ部材５は接着剤を介して触覚入力シート１０９上に接着する。これにより、図８及び
図２１に示したような入力装置３０７が完成する。
【０１５６】
　このように第９の実施例としての入力装置３０７によれば、本発明に係る透明性の触覚
入力シート１０９が応用されるので、表示面が平坦状に観察されても、表示部２９に表示
された、各種機能キーＫ１～Ｋ２１等のアイコン画像等を手で触れ、ベース部材１１から
要素部材Ｅ１～Ｅ２１等へ摺動したとき、表示面の一方から摺動方向に沿って傾斜状部位
から円滑に掘り下がり、かつ、他方の表示面に向かって傾斜状部位から円滑に掘り上がる
凹形状感を伴った入力操作を提示できるようになる。しかも、開孔部３’内の要素部材１
２とベース部材１１との接合界面を強力に結合できるばかりか、乱反射を防止できるよう
になる。これにより、高信頼度のアイコンタッチ用の触覚入力シート付きの入力装置３０
７を提供できるようになる。
【実施例１０】
【０１５７】
　図２３は、第１０の実施例に係る入力装置３０８のアイコン画像１要素の構成例を示す
断面図である。この例では、触覚入力シート１１０のベース部材２１の硬度に対して要素
部材１２の硬度を低く設定される場合であって、ベース部材２１には巻回可能なロールシ
ート状の材料が使用され、更に、ＡＲ薄膜７及び要素部材１２がベース部材２１の全面に
設けられる場合を挙げている。
【０１５８】
　図２３に示す入力装置３０８によれば、第３の実施例と同様な順序で表示部２９上に入
力検出部４５、触覚入力シート１１０及びトップ部材５が積層されて構成される。入力検
出部４５上に設けられた触覚入力シート１１０は、硬度６０°乃至８０°のシート状を成
すベース部材２１と、膜厚数Å程度のＡＲ薄膜７、硬度２０°乃至４０°程度の塊状を成
す要素部材１２から構成されている。図中Ｉは表示領域であり、例えば、数字「１」キー
Ｋ１のアイコン画像（入力画像）等が表示される領域である。他の機能キーＫ２～Ｋ２１
のアイコン画像についても、同様に、表示領域Ｉが定義される。
【０１５９】
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　この例でも、第３～第９の実施例と同様にして、表示領域Ｉに表示されたアイコン画像
上をユーザが押下操作するようになされる。要素部材１２は、表示部２９に表示されるア
イコン画像の表示領域Ｉを含む部分と、ベース部材２１の全面に設定される。図２３に示
す要素部材１２は、第３～第９の実施例と同様にして、図８に示した各種機能キーＫ１～
Ｋ２１のアイコン画像に対峙した要素部材Ｅ１～Ｅ２１の各々に対応する。
【０１６０】
　ベース部材２１には、例えば、膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度の透明性の材料の一例を成
すシート状のポリカーボネート系の透明材料が使用される。要素部材１２には、ポリカー
ボネート系の透明材料と屈折率の近い柔らかい透明の材料として硬度２０°～４０°の透
明性のシリコンゴム部材を使用し、その膜厚ｔが１００［μｍ］程度となるようになされ
る。このように触覚入力シート１１０を構成すると、第４～第９の実施例と同様にして、
表示面の一方から摺動方向に沿って傾斜状部位から円滑に掘り下がり、かつ、他方の表示
面に向かって傾斜状部位から円滑に掘り上がる凹形状感を提示できるようになる。この例
でも、入力検出部４５と触覚入力シート１１０との間に表面板を挿入してもよい。
【０１６１】
　図２４Ａ～Ｄは、触覚入力シート１１０の形成例を示す工程図である。この例では、図
８及び図２３に示したような入力装置３０８に適用可能な触覚入力シート１１０をシート
状のベース部材２１により形成する場合を例に挙げる。入力装置３０８の全体構成例につ
いては、図８に示した入力装置３０１を参照されたい。
【０１６２】
　まず、図２４Ａに示す膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度のシート状のベース部材２１を準備
する。ベース部材２１には、例えば、硬度６０乃至８０°の透明性の材料の一例を成す透
過率及び屈折率が共に「１．５」のポリカーボネート系の透明材料を周知の技術によりシ
ート状に加工したものが使用される。シート状のベース部材２１は巻回可能なものである
。
【０１６３】
　次に、図２４Ｂに示すベース部材２１に開孔部３’を形成する。開孔部３’の大きさは
表示領域Ｉの大きさとなるように開口する。上述した例では、各種機能キーＫ１～Ｋ２１
のアイコン画像を含む大きさに対応した要素部材Ｅ１～Ｅ２１の形状及び大きさとなるよ
うに設定される。要素部材Ｅ１～Ｅ１２及び要素部材Ｅ１５～Ｅ１９に対して、ベース部
材２１の所定部位に円柱状の開孔部３’が得られるように開口し、要素部材Ｅ１３，Ｅ１
４，Ｅ２０，Ｅ２１に対して、その所定部位に図示しない立方体状の開孔部が得られるよ
うに開口する。例えば、鎌状の切削回転刃や、四辺矩形状の切削刃を有した孔開け加工機
を使用してベース部材２１に断面逆台錐形や、断面逆台形状等の開孔部３’を形成する。
更に、複数の開孔部３’が形成されたベース部材２１の一方の面に、表面板又は、仮の基
板４を設ける。
【０１６４】
　その後、図２４Ｃに示すベース部材２１の開孔部３’の内部にＡＲ薄膜７を形成する。
例えば、スパッタ処理方法によりベース部材２１の開孔部３’の内部にＡＲ薄膜７を施す
。この例では、開孔部３’及び基板付きのベース部材２１をスパッタ装置にセットし、そ
の開孔部３’の傾斜面部、底面部及び、ベース部材２１上の全面に膜厚数Å程度のＡＲ薄
膜７を被着するようになされる。ＡＲ薄膜７は真空蒸着方法により行ってもよい。
【０１６５】
　その後、ＡＲ薄膜７が開孔部３’及び全面に被着されたベース部材２１をスパッタ装置
から取り出し、この開孔部３’の内部及び、ベース部材２１上に形成されたＡＲ薄膜７上
の全面に硬度２０°乃至４０°の要素部材１２を塗布する。この例では、要素部材１２に
は、ポリカーボネート系の透明材料と屈折率の近い柔らかい透明の材料を使用する。例え
ば、ポリカーボネートの屈折率＝「１．５」に近い柔らかい透明の材料として硬度２０°
～４０°の透明性のシリコンゴム部材を開孔部３を含むベース部材２１の全面に塗布する
ことにより要素部材１２を形成する。その後、塗布材料を乾燥させる。これにより、要素
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部材１２が断面逆台形状を有し、かつ、ベース部材２１上が要素部材１２で覆われた基板
付きの触覚入力シート１１０が完成する。
【０１６６】
　その後、第３～第９の実施例と同様にして、表示部２９上に入力検出部４５を設けた積
層基板を準備する。表示部２９及び入力検出部４５の使用部品については、第３の実施例
で説明した通りである。その後、入力検出部４５上に触覚入力シート１１０を形成する。
【０１６７】
　この例でも、裏面の基板４を除去した後、入力検出部４５上に接着剤を介して触覚入力
シート１１０を接合する。更に、触覚入力シート１１０上にトップ部材５を形成する。ト
ップ部材５は接着剤を介して触覚入力シート１１０上に接着する。これにより、図８及び
図２３に示したような入力装置３０８が完成する。
【０１６８】
　このように第１０の実施例としての入力装置３０８によれば、本発明に係る透明性の触
覚入力シート１１０が応用されるので、表示面が平坦状に観察されても、表示部２９に表
示された、各種機能キーＫ１～Ｋ２１等のアイコン画像等を手で触れ、ベース部材２１か
ら要素部材Ｅ１～Ｅ２１等へ摺動したとき、表示面の一方から摺動方向に沿って傾斜状部
位から円滑に掘り下がり、かつ、他方の表示面に向かって傾斜状部位から円滑に掘り上が
る凹形状感を伴った入力操作を提示できるようになる。これにより、アイコンタッチ用の
触覚入力シート付きの入力装置３０８を提供できるようになる。
【実施例１１】
【０１６９】
　図２５は、第１１の実施例に係る入力装置３０９のアイコン画像１要素の構成例を示す
断面図である。この例では、触覚入力シート１１１のベース部材２１の硬度に対して要素
部材１２の硬度を低く設定される場合であって、ベース部材２１には巻回可能なロールシ
ート状の材料が使用され、更に、ＡＲ薄膜７及び要素部材１２がベース部材２１の全面に
設けられる場合を挙げている。
【０１７０】
　図２５に示す入力装置３０９によれば、第３の実施例と同様な順序で表示部２９上に入
力検出部４５、触覚入力シート１１１及びトップ部材５が積層されて構成される。入力検
出部４５上に設けられた触覚入力シート１１１は、硬度６０°乃至８０°のシート状を成
すベース部材２１と、膜厚数Å程度のＡＲ薄膜７、硬度２０°乃至４０°程度の塊状を成
す要素部材１２から構成されている。図中Ｉは表示領域であり、例えば、数字「１」キー
Ｋ１のアイコン画像（入力画像）等が表示される領域である。他の機能キーＫ２～Ｋ２１
のアイコン画像についても、同様に、表示領域Ｉが定義される。
【０１７１】
　この例でも、第３～第１０の実施例と同様にして、表示領域Ｉに表示されたアイコン画
像上をユーザが押下操作するようになされる。ＡＲ薄膜７は、表示部２９に表示されるア
イコン画像の表示領域Ｉを含む部分と、ベース部材２１の全面に設定される。要素部材１
２は、表示部２９に表示されるアイコン画像の表示領域Ｉのみに設定される。図２５に示
す要素部材１２は、第３～第１０の実施例と同様にして、図８に示した各種機能キーＫ１
～Ｋ２１のアイコン画像に対峙した要素部材Ｅ１～Ｅ２１の各々に対応する。
【０１７２】
　ベース部材２１には、例えば、膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度の透明性の材料の一例を成
すシート状のポリカーボネート系の透明材料が使用される。要素部材１２には、ポリカー
ボネート系の透明材料と屈折率の近い柔らかい透明の材料として硬度２０°～４０°の透
明性のシリコンゴム部材を使用し、その膜厚ｔが１００［μｍ］程度となるようになされ
る。このように触覚入力シート１１１を構成すると、第４～第１０の実施例と同様にして
、表示面の一方から摺動方向に沿って傾斜状部位から円滑に掘り下がり、かつ、他方の表
示面に向かって傾斜状部位から円滑に掘り上がる凹形状感を提示できるようになる。この
例でも、入力検出部４５と触覚入力シート１１１との間に表面板を挿入してもよい。
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【０１７３】
　図２６Ａ～Ｄは、触覚入力シート１１１の形成例を示す工程図である。この例では、図
８及び図２５に示したような入力装置３０９に適用可能な触覚入力シート１１１をシート
状のベース部材２１により形成する場合を例に挙げる。入力装置３０９の全体構成例につ
いては、図８に示した入力装置３０１を参照されたい。
【０１７４】
　まず、図２６Ａに示す膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度のシート状のベース部材２１を準備
する。ベース部材２１には、第１０の実施例で説明したように形成したものが使用される
。上述した例では、各種機能キーＫ１～Ｋ２１のアイコン画像を含む大きさに対応した要
素部材Ｅ１～Ｅ２１の形状及び大きさとなるように開孔部３’が設定される。要素部材Ｅ
１～Ｅ１２及び要素部材Ｅ１５～Ｅ１９に対して、ベース部材２１の所定部位に円柱状の
開孔部３’が得られるように開口し、要素部材Ｅ１３，Ｅ１４，Ｅ２０，Ｅ２１に対して
、その所定部位に図示しない立方体状の開孔部３’が得られるように開口する。更に、複
数の開孔部３’が形成されたベース部材２１の一方の面に、表面板又は、仮の基板４を設
ける。
【０１７５】
　その後、図２６Ｂに示すベース部材２１の開孔部３’を含む全面にＡＲ薄膜７を形成す
る。例えば、スパッタ処理方法によりベース部材２１の開孔部３’の内部及び、ベース部
材２１の全面にＡＲ薄膜７を施す。この例では、開孔部３’及び基板付きのベース部材２
１をスパッタ装置にセットし、その開孔部３’の傾斜面部、底面部及び、ベース部材２１
上の全面に膜厚数Å程度のＡＲ薄膜７を被着するようになされる。ＡＲ薄膜７は真空蒸着
方法により行ってもよい。
【０１７６】
　その後、ＡＲ薄膜７が開孔部３’及び全面に被着されたベース部材２１をスパッタ装置
から取り出し、この開孔部３’内のみに硬度２０°乃至４０°の要素部材１２を充填する
。この例でも、開孔部３’の周囲には図２６Ｃに示すマスキングテープ等のマスク部材６
が形成される。マスキング処理は、開孔部３’以外の部分に要素部材１２を塗布しないよ
うにするためである。要素部材１２には、ポリカーボネート系の透明材料と屈折率の近い
柔らかい透明の材料として硬度２０°～４０°の透明性のシリコンゴム部材を使用する。
【０１７７】
　例えば、ポリカーボネートの屈折率＝「１．５」に近い柔らかい透明の材料として硬度
２０°～４０°の透明性のシリコンゴム部材を、図２６Ｃに示すマスク部材６で養生され
た開孔部３’に塗布することにより要素部材１２を形成する。その後、マスク部材６を要
素部材１２の周囲から剥がして除去する。そして、塗布材料を乾燥させる。これにより、
要素部材１２が断面逆台形状を有し、かつ、ベース部材２１上がＡＲ薄膜７で覆われ、ベ
ース部材２１上には要素部材１２が覆われていない基板付きの触覚入力シート１１１が完
成する。
【０１７８】
　その後、第３～第１０の実施例と同様にして、表示部２９上に入力検出部４５を設けた
積層基板を準備する。表示部２９及び入力検出部４５の使用部品については、第３の実施
例で説明した通りである。その後、入力検出部４５上に触覚入力シート１１１を形成する
。
【０１７９】
　この例でも、裏面の基板４を除去した後、入力検出部４５上に接着剤を介して触覚入力
シート１１１を接合する。更に、触覚入力シート１１１上にトップ部材５を形成する。ト
ップ部材５は接着剤を介して触覚入力シート１１１上に接着する。これにより、図８及び
図２５に示したような入力装置３０９が完成する。
【０１８０】
　このように第１１の実施例としての入力装置３０９によれば、本発明に係る透明性の触
覚入力シート１１１が応用されるので、表示面が平坦状に観察されても、表示部２９に表
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示された、各種機能キーＫ１～Ｋ２１等のアイコン画像等を手で触れ、ベース部材２１か
ら要素部材Ｅ１～Ｅ２１等へ摺動したとき、表示面の一方から摺動方向に沿って傾斜状部
位から円滑に掘り下がり、かつ、他方の表示面に向かって傾斜状部位から円滑に掘り上が
る凹形状感を伴った入力操作を提示できるようになる。これにより、アイコンタッチ用の
触覚入力シート付きの入力装置３０９を提供できるようになる。
【実施例１２】
【０１８１】
　図２７は、第１２の実施例に係る入力装置３１０のアイコン画像１要素の構成例を示す
断面図である。　
　この例では、触覚入力シート１１２のベース部材２１の硬度に対して要素部材１２の硬
度を低く設定される場合であって、要素部材１２が断面逆台形状を成し、更に、ＡＲ薄膜
７が表示領域のみの要素部材１２とベース部材２１との間に設けられ、要素部材１２がベ
ース部材２１の全面に設けられる場合を挙げている。
【０１８２】
　図２７に示す入力装置３１０によれば、第３の実施例と同様な順序で表示部２９上に入
力検出部４５、触覚入力シート１１２及びトップ部材５が積層されて構成される。入力検
出部４５上に設けられた触覚入力シート１１２は、硬度６０°乃至８０°のシート状を成
すベース部材２１と、硬度２０°乃至４０°程度の塊状を成す要素部材１２から構成され
ている。図中Ｉは表示領域であり、第３の実施例と同様にして、数字「１」キーＫ１のア
イコン画像（入力画像）等が表示される領域である。他の機能キーＫ２～Ｋ２１のアイコ
ン画像についても、同様に定義されることは第３の実施例で述べた通りである。
【０１８３】
　この例で、ＡＲ薄膜７は、少なくとも、表示部２９に表示されるアイコン画像の表示領
域Ｉを含む部分であって、ベース部材２１により囲まれた部分に設定される。要素部材１
２は、表示部２９に表示されるアイコン画像の表示領域Ｉを含む部分と、ベース部材２１
の全面に設けられている。図２７に示す要素部材１２は、第３～第１１の実施例と同様に
して、図８に示した各種機能キーＫ１～Ｋ２１のアイコン画像に対峙した要素部材Ｅ１～
Ｅ２１の各々に対応する。
【０１８４】
　この例では、要素部材１２が断面逆台形状を有している。ベース部材２１には、例えば
、膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度の透明性の材料の一例を成すシート状のポリカーボネート
系の透明材料が使用される。要素部材１２には、ポリカーボネート系の透明材料と屈折率
の近い柔らかい透明の材料として硬度２０°～４０°の透明性のシリコンゴム部材を使用
している。その膜厚ｔは１００［μｍ］＋ベース部材２１上の要素部材１２の部分の厚み
程度となるように平坦化される。
【０１８５】
　このように触覚入力シート１１２を構成すると、第４の実施例～第１１の実施例と同様
にして、表示面の一方から摺動方向に沿って傾斜状部位から円滑に掘り下がり、かつ、他
方の表示面に向かって傾斜状部位から円滑に掘り上がる凹形状感を提示できるようになる
。この例でも、入力検出部４５と触覚入力シート１１２との間に表面板を挿入してもよい
。この表示板の挿入理由については、第３の実施例で述べた通りである。
【０１８６】
　図２８Ａ～Ｄは、触覚入力シート１１２の形成例を示す工程図である。この例では、図
２７に示したような入力装置３１０に適用可能な触覚入力シート１１２を形成する場合を
例に挙げる。入力装置３１０の全体構成例については、図８に示した入力装置３０１を参
照されたい。
【０１８７】
　まず、図２８Ａに示すような膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度のシート状のベース部材２１
を準備する。この例でも、開孔部３’の大きさは、各種機能キーＫ１～Ｋ２１のアイコン
画像を含む大きさに対応した要素部材Ｅ１～Ｅ２１の形状及び大きさとなるように設定さ
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れる。ベース部材２１の使用材料、開孔部３’の加工方法及び、基板４については第４の
実施例で説明しているので、その説明を省略する（図１２Ａ参照）。
【０１８８】
　そして、基板４を有したベース部材２１の開孔部３’の内部に膜厚数Å程度のＡＲ薄膜
７を形成するために、この例でも、開孔部３’の周囲には図２８Ｂに示す耐熱性のマスキ
ングテープ等のマスク部材６が形成される。マスキング処理は、開孔部３’以外の部分に
ＡＲ薄膜７を被着しないようにするためである。
【０１８９】
　マスク部材６で養生された開孔部３’を有するベース部材２１を、図示しないスパッタ
装置内にセットする。そして、薄膜材料をターゲットとしたスパッタ処理を施す。これに
より、図２８Ｃに示すように開孔部３’を含むベース部材２１の全面に、ＡＲ薄膜７を形
成する。その後、マスク部材６を開孔部３’の周囲から剥がして除去する。そして、マス
ク部材６が除去された開孔部３’を含むベース部材２１上の全面に、硬度２０°乃至４０
°の要素部材１２を形成する。
【０１９０】
　要素部材１２には、ポリカーボネート系の透明材料と屈折率の近い柔らかい透明の材料
として硬度２０°～４０°の透明性のシリコンゴム部材を使用する。例えば、ポリカーボ
ネートの屈折率＝「１．５」に近い柔らかい透明の材料として硬度２０°～４０°の透明
性のシリコンゴム部材を全面に塗布し、その後、要素部材１２を乾燥する。これにより、
図２８Ｄに示すような要素部材１２が断面逆台形状を有し、かつ、ベース部材２１上にも
要素部材１２が覆われた基板付きの触覚入力シート１１２が完成する。
【０１９１】
　その後、第３～第１１の実施例と同様にして、表示部２９上に入力検出部４５を設けた
積層基板を準備する。表示部２９及び入力検出部４５の使用部品については、第３の実施
例で説明した通りである。そして、入力検出部４５上に触覚入力シート１１２を形成する
。
【０１９２】
　この例でも、裏面の基板４を除去した後、入力検出部４５上に接着剤を介して触覚入力
シート１１２を接合する。更に、触覚入力シート１１２上にトップ部材５を形成する。ト
ップ部材５は接着剤を介して触覚入力シート１１２上に接着する。これにより、図８及び
図２７に示したような入力装置３１０が完成する。
【０１９３】
　このように第１２の実施例としての入力装置３１０によれば、本発明に係る透明性の触
覚入力シート１１２が応用されるので、表示面が平坦状に観察されても、表示部２９に表
示された、各種機能キーＫ１～Ｋ２１等のアイコン画像等を手で触れ、ベース部材２１か
ら要素部材Ｅ１～Ｅ２１等へ摺動したとき、表示面の一方から摺動方向に沿って傾斜状部
位から円滑に掘り下がり、かつ、他方の表示面に向かって傾斜状部位から円滑に掘り上が
る凹形状感を伴った入力操作を提示できるようになる。これにより、アイコンタッチ用の
触覚入力シート付きの入力装置３１０を提供できるようになる。
【実施例１３】
【０１９４】
　図２９は、第１３の実施例に係る入力装置３１１のアイコン画像１要素の構成例を示す
断面図である。　
　この例では、触覚入力シート１１３のベース部材２１の硬度に対して要素部材１２の硬
度を低く設定される場合であって、要素部材１２が断面逆台形状を成し、更に、ＡＲ薄膜
７及び要素部材１２が表示領域のみに設けられる場合を挙げている。
【０１９５】
　図２９に示す入力装置３１１によれば、第３の実施例と同様な順序で表示部２９上に入
力検出部４５、触覚入力シート１１３及びトップ部材５が積層されて構成される。入力検
出部４５上に設けられた触覚入力シート１１３は、硬度６０°乃至８０°のシート状を成
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すベース部材２１と、硬度２０°乃至４０°程度の塊状を成す要素部材１２から構成され
ている。図中Ｉは表示領域であり、第３の実施例と同様にして、数字「１」キーＫ１のア
イコン画像（入力画像）等が表示される領域である。他の機能キーＫ２～Ｋ２１のアイコ
ン画像についても、同様に定義されることは第３の実施例で述べた通りである。
【０１９６】
　この例で、ＡＲ薄膜７は、少なくとも、表示部２９に表示されるアイコン画像の表示領
域Ｉを含む部分であって、ベース部材２１により囲まれた部分に設定される。要素部材１
２も、表示部２９に表示されるアイコン画像の表示領域Ｉを含む部分であって、ベース部
材２１により囲まれた部分に設定される。図２９に示す要素部材１２は、第３～第１２の
実施例と同様にして、図８に示した各種機能キーＫ１～Ｋ２１のアイコン画像に対峙した
要素部材Ｅ１～Ｅ２１の各々に対応する。
【０１９７】
　この例では、要素部材１２が断面逆台形状を有している。ベース部材２１には、例えば
、膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度の透明性の材料の一例を成すシート状のポリカーボネート
系の透明材料が使用される。要素部材１２には、ポリカーボネート系の透明材料と屈折率
の近い柔らかい透明の材料として硬度２０°～４０°の透明性のシリコンゴム部材を使用
している。その膜厚ｔは１００［μｍ］程度となるように平坦化される。
【０１９８】
　このように触覚入力シート１１３を構成すると、第４の実施例～第１２の実施例と同様
にして、表示面の一方から摺動方向に沿って傾斜状部位から円滑に掘り下がり、かつ、他
方の表示面に向かって傾斜状部位から円滑に掘り上がる凹形状感を提示できるようになる
。この例でも、入力検出部４５と触覚入力シート１１３との間に表面板を挿入してもよい
。この表示板の挿入理由については、第３の実施例で述べた通りである。
【０１９９】
　図３０Ａ～Ｄは、触覚入力シート１１３の形成例を示す工程図である。この例では、図
２９に示したような入力装置３１１に適用可能な触覚入力シート１１３を形成する場合を
例に挙げる。入力装置３１１の全体構成例については、図８に示した入力装置３０１を参
照されたい。
【０２００】
　まず、図３０Ａに示すような膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度のシート状のベース部材２１
を準備する。この例でも、開孔部３’の大きさは、各種機能キーＫ１～Ｋ２１のアイコン
画像を含む大きさに対応した要素部材Ｅ１～Ｅ２１の形状及び大きさとなるように設定さ
れる。ベース部材２１の使用材料、開孔部３’の加工方法及び、基板４については第４の
実施例で説明しているので、その説明を省略する（図１２Ａ参照）。
【０２０１】
　そして、基板４を有したベース部材２１の開孔部３’の内部に膜厚数Å程度のＡＲ薄膜
７を形成するために、この例でも、開孔部３’の周囲には図３０Ｂに示す耐熱性のマスキ
ングテープ等の第１のマスク部材６ａを形成する。マスキング処理は、開孔部３’以外の
部分にＡＲ薄膜７を被着しないようにするためである。
【０２０２】
　第１のマスク部材６ａで養生された開孔部３’を有するベース部材２１を、図示しない
スパッタ装置内にセットする。そして、薄膜材料をターゲットとしたスパッタ処理を施す
。これにより、図３０Ｃに示すように開孔部３’を含むベース部材２１の第２のマスク部
材６ｂ上にＡＲ薄膜７が形成される。その後、第１のマスク部材６ａを開孔部３’の周囲
から剥がして除去する。そして、第１のマスク部材６ａが除去された開孔部３’の内部の
みに硬度２０°乃至４０°の要素部材１２を形成する。
【０２０３】
　例えば、開孔部３’の周囲には図３０Ｄに示すマスキングテープ等の第２のマスク部材
６ｂが形成される。マスキング処理は、開孔部３’以外のベース部材２１等に要素部材１
２を塗布しないようにするためである。第２のマスク部材６ｂで養生された開孔部３’を
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有するベース部材２１に要素部材１２を塗布する。
【０２０４】
　要素部材１２には、ポリカーボネート系の透明材料と屈折率の近い柔らかい透明の材料
を使用する。例えば、ポリカーボネートの屈折率＝「１．５」に近い柔らかい透明の材料
として硬度２０°～４０°の透明性のシリコンゴム部材を開孔部３’の内部に充填するよ
うに塗布し、要素部材１２を乾燥する。その後、第２のマスク部材６ｂを開孔部３’の周
囲から剥がして除去する。これにより、要素部材１２が断面逆台形状を有し、かつ、ＡＲ
薄膜７及び要素部材１２が表示領域のみに設けられた基板付きの触覚入力シート１１３が
完成する。
【０２０５】
　その後、第３～第１２の実施例と同様にして、表示部２９上に入力検出部４５を設けた
積層基板を準備する。表示部２９及び入力検出部４５の使用部品については、第３の実施
例で説明した通りである。そして、入力検出部４５上に触覚入力シート１１３を形成する
。
【０２０６】
　この例でも、裏面の基板４を除去した後、入力検出部４５上に接着剤を介して触覚入力
シート１１３を接合する。更に、触覚入力シート１１３上にトップ部材５を形成する。ト
ップ部材５は接着剤を介して触覚入力シート１１３上に接着する。これにより、図８及び
図２９に示したような入力装置３１１が完成する。
【０２０７】
　このように第１３の実施例としての入力装置３１１によれば、本発明に係る透明性の触
覚入力シート１１３が応用されるので、表示面が平坦状に観察されても、表示部２９に表
示された、各種機能キーＫ１～Ｋ２１等のアイコン画像等を手で触れ、ベース部材２１か
ら要素部材Ｅ１～Ｅ２１等へ摺動したとき、表示面の一方から摺動方向に沿って傾斜状部
位から円滑に掘り下がり、かつ、他方の表示面に向かって傾斜状部位から円滑に掘り上が
る凹形状感を伴った入力操作を提示できるようになる。これにより、アイコンタッチ用の
触覚入力シート付きの入力装置３１１を提供できるようになる。
【実施例１４】
【０２０８】
　図３１は、第１４の実施例に係る入力装置３１２のアイコン画像１要素の構成例を示す
断面図である。この例では、触覚入力シート１１４のベース部材１の硬度に対して要素部
材２の硬度を高く設定される場合を例に挙げている。すなわち、第３の実施例で説明した
ベース部材１１及び要素部材１２の組成硬度に関して高低が反転している場合である。
【０２０９】
　図３１に示す入力装置３１２によれば、表示部２９上に入力検出部４５、触覚入力シー
ト１１４及びトップ部材５が順に積層されて構成される。入力検出部４５上に設けられた
触覚入力シート１１４は、硬度２０°乃至４０°のシート状を成すベース部材１と、硬度
６０°乃至８０°程度の塊状を成す要素部材２から構成されている。ベース部材１と要素
部材２とは、例えば、二色成形されている。二色成形については第３の実施例で説明して
いるので、その説明を省略する。図中Ｉは表示領域であり、例えば、数字「１」キーＫ１
のアイコン画像（入力画像）等が表示される領域である。他の機能キーＫ２～Ｋ２１のア
イコン画像についても、同様に、表示領域Ｉが定義される。
【０２１０】
　この例では、表示領域Ｉに表示されたアイコン画像上をユーザが押下操作するようにな
される。要素部材２は、少なくとも、表示部２９に表示されるアイコン画像の表示領域Ｉ
を含む部分であって、ベース部材１により囲まれた部分に設定される。図３１に示す要素
部材２が図８に示した各種機能キーＫ１～Ｋ２１のアイコン画像に対峙した要素部材Ｅ１
～Ｅ２１の各々に対応する。
【０２１１】
　要素部材２には、例えば、膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度の透明性の材料の一例を成すポ
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リカーボネート系の透明材料が使用される。ベース部材１には、ポリカーボネート系の透
明材料と屈折率の近い柔らかい透明の材料として硬度２０°～４０°の透明性のシリコン
ゴム部材を使用し、その膜厚ｔが１００［μｍ］程度となるようになされる。このように
触覚入力シート１１４を構成すると、表示面の一方から摺動方向に沿って盛り上がり、か
つ、他方の表示面に向かって盛り下がる凸形状感を提示できるようになる。
【０２１２】
　この例でも、入力検出部４５と触覚入力シート１１４との間に表面板を挿入してもよい
。この表示板の挿入理由については、第３の実施例で述べた通りである。なお、触覚入力
シート１１４の形成例については、図１０に示したベース部材１１及び要素部材１２の組
成硬度に関して高低を反転し、ベース部材「１１」→「１」及び要素部材「１２」→「２
」とするように読み替えて適用できるので、その説明を省略する。
【０２１３】
　このように第１４の実施例としての入力装置３１２によれば、本発明に係る透明性の触
覚入力シート１１４が応用されるので、表示面が平坦状に観察されても、表示部２９に表
示された、各種機能キーＫ１～Ｋ２１等のアイコン画像等を手で触れ、ベース部材１から
要素部材Ｅ１～Ｅ２１等へ摺動したとき、表示面の一方から摺動方向に沿って段差状に盛
り上がり、かつ、他方の表示面に向かって段差状に盛り下がる凸形状感を提示できるよう
になる。これにより、アイコンタッチ用の触覚入力シート付きの入力装置３１２を提供で
きるようになる。
【実施例１５】
【０２１４】
　図３２は、第１５の実施例に係る入力装置３１３のアイコン画像１要素の構成例を示す
断面図である。この例で要素部材１２’は、溝部位強調感を提供するために、表示部２９
に表示されるアイコン画像の表示領域Ｉを区分けする部分であって、ベース部材１１ａ，
１１ｂにより仕切られる部分に設定される。組成硬度は、ベース部材１１ａ，１１ｂの硬
度が高く、要素部材１２’の硬度が低い場合である。
【０２１５】
　図３２に示す入力装置３１３によれば、表示部２９上に入力検出部４５、触覚入力シー
ト１１５及びトップ部材５が順に積層されて構成される。入力検出部４５上に設けられた
触覚入力シート１１５は、硬度６０°乃至８０°のシート状を成すベース部材１１ａ，１
１ｂと、硬度２０°乃至４０°程度の枠状を成す要素部材１２’から構成されている。ベ
ース部材１１ａ，１１ｂと要素部材１２’とは例えば、二色成形されている。二色成形に
ついては第３の実施例で説明しているので、その説明を省略する。図中Ｉは表示領域であ
り、例えば、数字「１」キーＫ１のアイコン画像（入力画像）等が表示される領域である
。他の機能キーＫ２～Ｋ２１のアイコン画像についても、同様に、表示領域Ｉが定義され
る。
【０２１６】
　この例では、表示領域Ｉに表示されたアイコン画像上をユーザが押下操作するようにな
される。要素部材１２’は、少なくとも、表示部２９に表示されるアイコン画像の表示領
域Ｉを取り囲む部分であって、ベース部材１１ｂを取り囲み、ベース部材１１ａにより囲
まれた部分に設定される。図３２に示す要素部材１２’が図８に示した各種機能キーＫ１
～Ｋ２１のアイコン画像に対峙した要素部材Ｅ１～Ｅ２１の各々に対応する。
【０２１７】
　ベース部材１１ａ，１１ｂには、例えば、膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度の透明性の材料
の一例を成すポリカーボネート系の透明材料が使用される。要素部材１２’には、ポリカ
ーボネート系の透明材料と屈折率の近い柔らかい透明の材料として硬度２０°～４０°の
透明性のシリコンゴム部材を使用し、その膜厚ｔが１００［μｍ］程度となるようになさ
れる。このように触覚入力シート１１５を構成すると、表示面の一方から摺動方向に沿っ
て最初の溝部位で一瞬落ち込んだ後、平坦状が連続し、他方の表示面に向かって次の溝部
位で一瞬落ち込む溝部位強調感を提示できるようになる。この例でも、入力検出部４５と
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触覚入力シート１１４との間に表面板を挿入してもよい。この表示板の挿入理由について
は、第３の実施例で述べた通りである。なお、触覚入力シート１１５の形成例については
、その説明を省略する。
【０２１８】
　このように第１５の実施例としての入力装置３１３によれば、本発明に係る透明性の触
覚入力シート１１５が応用されるので、表示面が平坦状に観察されても、表示部２９に表
示された、各種機能キーＫ１～Ｋ２１等のアイコン画像等を手で触れ、ベース部材１１ａ
から要素部材Ｅ１～Ｅ２１等へ摺動したとき、表示面の一方から摺動方向に沿って最初の
溝部位で一瞬落ち込んだ後、ベース部材１１ｂの平坦状が連続し、他方の表示面に向かっ
て次の溝部位で一瞬落ち込む溝部位強調感を提示できるようになる。これにより、アイコ
ンタッチ用の触覚入力シート付きの入力装置３１３を提供できるようになる。
【実施例１６】
【０２１９】
　図３３は、第１６の実施例に係る入力装置３１４のアイコン画像１要素の構成例を示す
断面図である。この例で要素部材２’は、エッジ強調感（凸状感）を提供するために、表
示部２９に表示されるアイコン画像の表示領域Ｉを区分けする部分であって、ベース部材
１ａ，１ｂにより仕切られる部分（区分けする部分）に設定される。組成硬度は、ベース
部材１ａ，１ｂの硬度が低く、要素部材２’の硬度が高い場合である。
【０２２０】
　図３３に示す入力装置３１４によれば、表示部２９上に入力検出部４５、触覚入力シー
ト１１６及びトップ部材５が順に積層されて構成される。入力検出部４５上に設けられた
触覚入力シート１１６は、硬度２０°乃至４０°のシート状を成すベース部材１ａ，１ｂ
と、硬度６０°乃至８０°程度の枠状を成す要素部材２’から構成されている。ベース部
材１ａ，１ｂと要素部材２’とは例えば、二色成形されている。二色成形については第３
の実施例で説明しているので、その説明を省略する。図中Ｉは表示領域であり、例えば、
数字「１」キーＫ１のアイコン画像（入力画像）等が表示される領域である。他の機能キ
ーＫ２～Ｋ２１のアイコン画像についても、同様に、表示領域Ｉが定義される。
【０２２１】
　この例では、表示領域Ｉに表示されたアイコン画像上をユーザが押下操作するようにな
される。要素部材２’は、少なくとも、表示部２９に表示されるアイコン画像の表示領域
Ｉを取り囲む部分であって、ベース部材１ｂを取り囲み、ベース部材１ａにより囲まれた
部分に設定される。図３３に示す要素部材２’が図８に示した各種機能キーＫ１～Ｋ２１
のアイコン画像に対峙した要素部材Ｅ１～Ｅ２１の各々に対応する。
【０２２２】
　要素部材２’には、例えば、膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度の透明性の材料の一例を成す
ポリカーボネート系の透明材料が使用される。ベース部材１ａ，１ｂには、ポリカーボネ
ート系の透明材料と屈折率の近い柔らかい透明の材料として硬度２０°～４０°の透明性
のシリコンゴム部材を使用し、その膜厚ｔが１００［μｍ］程度となるようになされる。
このように触覚入力シート１１６を構成すると、表示面の一方から摺動方向に沿って最初
の壁状突起部位で一瞬当接した後、凹状部位が連続し、他方の表示面に向かって次の壁状
突起部位で一瞬当接するエッジ強調感を提示できるようになる。この例でも、入力検出部
４５と触覚入力シート１１４との間に表面板を挿入してもよい。この表示板の挿入理由に
ついては、第３の実施例で述べた通りである。なお、触覚入力シート１１６の形成例につ
いては、その説明を省略する。
【０２２３】
　このように第１６の実施例としての入力装置３１４によれば、本発明に係る透明性の触
覚入力シート１１６が応用されるので、表示面が平坦状に観察されても、表示部２９に表
示された、各種機能キーＫ１～Ｋ２１等のアイコン画像等を手で触れ、ベース部材１ａか
ら要素部材Ｅ１～Ｅ２１等へ摺動したとき、表示面の一方から摺動方向に沿って最初の壁
状突起部位で一瞬当接した後、凹状部位が連続し、他方の表示面に向かって次の壁状突起
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部位で一瞬当接するエッジ強調感を提示できるようになる。これにより、アイコンタッチ
用の触覚入力シート付きの入力装置３１４を提供できるようになる。
【実施例１７】
【０２２４】
　図３４は、第１７の実施例に係る入力装置３１５のアイコン画像１要素の構成例を示す
断面図である。　
　この例では、触覚入力シート１１７のベース部材１１の硬度に対して要素部材１２の硬
度を低く設定される場合であって、要素部材１２が断面台形状を成し、更に、要素部材１
２がベース部材１１の全面に設けられない場合を挙げている。
【０２２５】
　図３４に示す入力装置３１５によれば、第３の実施例と同様な順序で表示部２９上に入
力検出部４５、触覚入力シート１１７及びトップ部材５が積層されて構成される。入力検
出部４５上に設けられた触覚入力シート１１７は、硬度６０°乃至８０°のシート状を成
すベース部材１１と、硬度２０°乃至４０°程度の塊状を成す要素部材１２から構成され
ている。図中IIは表示領域であり、第３の実施例で説明した、数字「１」キーＫ１のアイ
コン画像（入力画像）等が表示される領域である。他の機能キーＫ２～Ｋ１１のアイコン
画像についても、同様に定義されることは第３の実施例で述べた通りである。
【０２２６】
　この例で、要素部材１２は、少なくとも、表示部２９に表示されるアイコン画像の表示
領域IIを含む部分であって、ベース部材１１により囲まれた部分に設定され、ベース部材
１１と要素部材１２とが接合する境界部位が傾斜状を成している。図３４に示す要素部材
１２は、図８に示した各種機能キーＫ１～Ｋ１１のアイコン画像に対峙した要素部材Ｅ１
～Ｅ１１の各々に対応することは第３の実施例で述べた通りである。
【０２２７】
　この例では、要素部材１２が断面台形状を有しており、更に、要素部材１２がベース部
材１１の全面に設けられることなく、表示領域IIのみに設けられている。ベース部材１１
には、例えば、膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度の透明性の材料の一例を成すシート状のポリ
カーボネート系の透明材料が使用される。要素部材１２には、ポリカーボネート系の透明
材料と屈折率の近い柔らかい透明の材料として硬度２０°～４０°の透明性のシリコンゴ
ム部材を使用し、その膜厚ｔが１００［μｍ］程度となるように平坦化される。
【０２２８】
　このように触覚入力シート１１７を構成すると、第５の実施例や第７の実施例等に比べ
て、表示面の一方から摺動方向に沿って庇状部位で急激に掘り下がり、かつ、他方の表示
面に向かって庇状部位から急激に掘り上がる凹形状感を提示できるようになる。この例で
も、入力検出部４５と触覚入力シート１１７との間に表面板を挿入してもよい。この表示
板の挿入理由については、第３の実施例で述べた通りである。なお、触覚入力シート１１
７の形成例については、図１８で断面逆台形状の要素部材１２の向きを反転して、断面台
形状とすればよいので、その説明を省略する。
【０２２９】
　このように第１７の実施例としての入力装置３１５によれば、本発明に係る透明性の触
覚入力シート１１７が応用されるので、表示面が平坦状に観察されても、表示部２９に表
示された、各種機能キーＫ１～Ｋ１１等のアイコン画像等を手で触れ、ベース部材１１か
ら要素部材Ｅ１～Ｅ１１等へ摺動したとき、表示面の一方から摺動方向に沿って庇状部位
で急激に掘り下がり、かつ、他方の表示面に向かって庇状部位から急激に掘り上がる凹形
状感を提示できるようになる。これにより、アイコンタッチ用の触覚入力シート付きの入
力装置３１５を提供できるようになる。
【実施例１８】
【０２３０】
　図３５Ａ及びＢは、第１８の実施例に係る入力装置３１６のアイコン画像１要素の構成
例を示す断面図である。　
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　この例では、触覚入力シート１１８のベース部材１の硬度に対して要素部材２の硬度を
高く設定される場合であって、要素部材２が断面逆台形状又は断面台形状を成し、更に、
要素部材２がベース部材１の全面に設けられない場合を挙げている。
【０２３１】
　図３５Ａに示す入力装置３１６によれば、第３の実施例と同様な順序で表示部２９上に
入力検出部４５、触覚入力シート１１８及びトップ部材５が積層されて構成される。入力
検出部４５上に設けられた触覚入力シート１１８は、硬度２０°乃至４０°のシート状を
成すベース部材１と、硬度６０°乃至８０°程度の塊状を成す要素部材２から構成されて
いる。図中Ｉは表示領域であり、第３の実施例と同様にして、数字「１」キーＫ１のアイ
コン画像（入力画像）等が表示される領域である。他の機能キーＫ２～Ｋ２１のアイコン
画像についても、同様に定義されることは第３の実施例で述べた通りである。
【０２３２】
　この例で、要素部材２は、少なくとも、表示部２９に表示されるアイコン画像の表示領
域Ｉを含む部分であって、ベース部材１により囲まれた部分に設定される。図３５Ａに示
す要素部材２は、図８に示した各種機能キーＫ１～Ｋ２１のアイコン画像に対峙した要素
部材Ｅ１～Ｅ２１の各々に対応することは第３の実施例で述べた通りである。
【０２３３】
　この例では、要素部材２が断面逆台形状を有しており、更に、要素部材２がベース部材
１の全面に設けられることなく、表示領域Ｉのみに設けられている。要素部材２には、例
えば、膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度の透明性の材料の一例を成すシート状のポリカーボネ
ート系の透明材料が使用される。ベース部材１には、ポリカーボネート系の透明材料と屈
折率の近い柔らかい透明性の材料、例えば、硬度２０°乃至４０°程度の透明性のシリコ
ンゴムを使用し、その膜厚ｔが１００［μｍ］程度となるように平坦化される。
【０２３４】
　このように触覚入力シート１１８を構成すると、第４の実施例～第６の実施例と異なり
、表示面の一方から摺動方向に沿って庇状部位から急激に盛り上がり、かつ、他方の表示
面に向かって庇状部位から急激に落ち込む凸形状感を提示できるようになる。この例でも
、入力検出部４５と触覚入力シート１１８との間に表面板を挿入してもよい。この表示板
の挿入理由については、第３の実施例で述べた通りである。なお、触覚入力シート１１８
の形成例については、第５の実施例に示したベース部材１１及び要素部材１２の組成硬度
に関して高低を反転し、ベース部材「１１」→「１」及び要素部材「１２」→「２」とす
るように読み替えて適用できるので、その説明を省略する。
【０２３５】
　図３５Ｂは、入力装置３１６’のアイコン画像１要素の構成例を示す断面図である。こ
の例では、要素部材２’が断面台形状を成す。すなわち、図３５Ａに示した要素部材２の
形状が、図３５Ｂに示す要素部材２’のように反転している場合である。
【０２３６】
　図３５Ｂに示す入力装置３１６’によれば、第３の実施例と同様な順序で表示部２９上
に入力検出部４５、触覚入力シート１１８’及びトップ部材５が積層されて構成される。
入力検出部４５上に設けられた触覚入力シート１１８’は、硬度２０°乃至４０°のシー
ト状を成すベース部材１’と、硬度６０°乃至８０°程度の塊状を成す要素部材２’から
構成されている。図中IIは表示領域であり、第３の実施例で説明した、数字「１」キーＫ
１のアイコン画像（入力画像）等が表示される領域である。他の機能キーＫ２～Ｋ１１の
アイコン画像についても、同様に定義されることは第３の実施例で述べた通りである。
【０２３７】
　この例で、要素部材２’は、少なくとも、表示部２９に表示されるアイコン画像の表示
領域IIを含む部分であって、ベース部材１’により囲まれた部分に設定され、ベース部材
１’と要素部材２’とが接合する境界部位が傾斜状を成している。図３５Ｂに示す要素部
材２’は、図８に示した各種機能キーＫ１～Ｋ１１のアイコン画像に対峙した要素部材Ｅ
１～Ｅ１１の各々に対応することは第３の実施例で述べた通りである。
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【０２３８】
　この例では、要素部材２’が断面台形状を有しており、更に、要素部材２’がベース部
材１’の全面に設けられることなく、表示領域IIのみに設けられている。ベース部材１’
には、例えば、膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度の透明性の材料の一例を成すシート状のポリ
カーボネート系の透明材料が使用される。要素部材２’には、ポリカーボネート系の透明
材料と屈折率の近いやや堅い透明性の材料を使用し、その膜厚ｔが１００［μｍ］程度と
なるように平坦化される。
【０２３９】
　このように触覚入力シート１１８’を構成すると、第５の実施例や第１７の実施例等に
比べて、表示面の一方から摺動方向に沿って傾斜状部位で円滑に盛り上がり、かつ、他方
の表示面に向かって傾斜状部位から円滑に盛り下がる凸形状感を提示できるようになる。
この例でも、入力検出部４５と触覚入力シート１１８’との間に表面板を挿入してもよい
。この表示板の挿入理由については、第３の実施例で述べた通りである。なお、触覚入力
シート１１８’の形成例については、図３５Ａで断面逆台形状の要素部材２の向きを反転
して、断面台形状とすればよいので、その説明を省略する。
【０２４０】
　このように第１８の実施例としての入力装置３１６によれば、本発明に係る透明性の触
覚入力シート１１８が応用されるので、表示面が平坦状に観察されても、表示部２９に表
示された、各種機能キーＫ１～Ｋ２１等のアイコン画像等を手で触れ、ベース部材１から
要素部材Ｅ１～Ｅ２１等へ摺動したとき、表示面の一方から摺動方向に沿って庇状部位か
ら急激に盛り上がり、かつ、他方の表示面に向かって庇状部位から急激に落ち込む凸形状
感を提示できるようになる。これにより、アイコンタッチ用の触覚入力シート付きの入力
装置３１６を提供できるようになる。
【０２４１】
　また、図３５Ｂに示した入力装置３１６’によれば、本発明に係る透明性の触覚入力シ
ート１１８’が応用されるので、表示面が平坦状に観察されても、表示部２９に表示され
た、各種機能キーＫ１～Ｋ１１等のアイコン画像等を手で触れ、ベース部材１’から要素
部材Ｅ１～Ｅ１１等へ摺動したとき、表示面の一方から摺動方向に沿って傾斜状部位から
円滑に盛り上がり、かつ、他方の表示面に向かって傾斜状部位を円滑に盛り下がる凸形状
感を提示できるようになる。これにより、アイコンタッチ用の触覚入力シート付きの入力
装置３１６’を提供できるようになる。
【実施例１９】
【０２４２】
　図３６Ａ及びＢは、第１９の実施例に係る入力装置３１７，３１７’のアイコン画像１
要素の構成例を示す断面図である。　
　この例では、触覚入力シート１１９のベース部材１１の硬度に対して要素部材１２の硬
度を低く設定される場合であって、要素部材１２が下向きの蒲鉾状又は半球面状を成し、
更に、要素部材１２がベース部材１１の全面に設けられない場合を挙げている。
【０２４３】
　図３６Ａに示す入力装置３１７によれば、第３の実施例と同様な順序で表示部２９上に
入力検出部４５、触覚入力シート１１９及びトップ部材５が積層されて構成される。入力
検出部４５上に設けられた触覚入力シート１１９は、硬度６０°乃至８０°のシート状を
成すベース部材１１と、硬度２０°乃至４０°程度の塊状を成す要素部材１２から構成さ
れている。図中Ｉは表示領域であり、第３及び第４の実施例と同様にして、例えば、数字
「１」キーＫ１のアイコン画像（入力画像）等が表示される領域である。他の機能キーＫ
２～Ｋ２１のアイコン画像についても、同様に定義されることは第３の実施例で述べた通
りである。
【０２４４】
　この例で、要素部材１２は、少なくとも、表示部２９に表示されるアイコン画像の表示
領域Ｉを含む部分であって、ベース部材１１により囲まれた部分に設定される。例えば、
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ベース部材１１と要素部材１２とが接合する境界部位が表示部２９に向って垂下する蒲鉾
状又は半球面状を成している。図３６Ａに示す要素部材１２は、図８に示した各種機能キ
ーＫ１～Ｋ２１のアイコン画像に対峙した要素部材Ｅ１～Ｅ２１の各々に対応することは
第３の実施例で述べた通りである。
【０２４５】
　この例では、要素部材１２が下向きの蒲鉾状又は半球面状を有しており、更に、要素部
材１２がベース部材１１の全面に設けられることなく、表示領域Ｉのみに設けられている
。ベース部材１１には、例えば、膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度の透明性の材料の一例を成
すポリカーボネート系の透明材料が使用される。要素部材１２には、ポリカーボネート系
の透明材料と屈折率の近い柔らかい透明の材料として硬度２０°～４０°の透明性のシリ
コンゴム部材を使用し、その膜厚ｔが約半分の５０［μｍ］程度となるように埋め込まれ
、その上部が平坦化される。
【０２４６】
　このように触覚入力シート１１９を構成すると、第５の実施例と同様にして、表示面の
一方から摺動方向に沿って下向きの蒲鉾状又は半球面状部位から滑り降り、かつ、他方の
表示面に向かって蒲鉾状又は半球面状部位から滑り上がる凹形状感を提示できるようにな
る。しかも、要素部材１２が凹レンズを構成するので、アイコン画像を縮小して視認でき
るようになり、レンズ効果が得られるようになる。この例でも、入力検出部４５と触覚入
力シート１１９との間に表面板を挿入してもよい。この表示板の挿入理由については、第
３の実施例で述べた通りである。
【０２４７】
　図３６Ｂは、入力装置３１７’のアイコン画像１要素の構成例を示す断面図である。こ
の例では、要素部材１２’が上向きの蒲鉾状又は半球面状を成す。すなわち、図３６Ａに
示した要素部材１２’の形状が、図３６Ｂに示す要素部材１２’のように反転している場
合である。特に、要素部材１２’がレンズ効果を発揮する。
【０２４８】
　図３６Ｂに示す入力装置３１７’によれば、第３の実施例と同様な順序で表示部２９上
に入力検出部４５、触覚入力シート１１９’及びトップ部材５が積層されて構成される。
入力検出部４５上に設けられた触覚入力シート１１９’は、硬度６０°乃至８０°のシー
ト状を成すベース部材１１’と、硬度２０°乃至４０°程度の塊状を成す要素部材１２’
から構成されている。図中Ｉは表示領域であり、第３及び第４の実施例と同様にして、例
えば、数字「１」キーＫ１のアイコン画像（入力画像）等が表示される領域である。他の
機能キーＫ２～Ｋ２１のアイコン画像についても、同様に定義されることは第３の実施例
で述べた通りである。
【０２４９】
　この例で、要素部材１２’は、少なくとも、表示部２９に表示されるアイコン画像の表
示領域Ｉを含む部分であって、ベース部材１１’により囲まれた部分に設定される。例え
ば、ベース部材１１’と要素部材１２’とが接合する境界部位が表示部２９から上方に向
って延在する蒲鉾状又は半球面状を成している。図３６Ｂに示す要素部材１２’は、図８
に示した各種機能キーＫ１～Ｋ２１のアイコン画像に対峙した要素部材Ｅ１～Ｅ２１の各
々に対応することは第３の実施例で述べた通りである。
【０２５０】
　この例では、要素部材１２’が下向きの蒲鉾状又は半球面状を有しており、更に、要素
部材１２’がベース部材１１’の全面に設けられることなく、表示領域Ｉのみに設けられ
ている。ベース部材１１’には、例えば、膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度の透明性の材料の
一例を成すポリカーボネート系の透明材料が使用される。要素部材１２’には、ポリカー
ボネート系の透明材料と屈折率の近い柔らかい透明の材料として硬度２０°～４０°の透
明性のシリコンゴム部材を使用し、その膜厚ｔが約半分の５０［μｍ］程度となるように
埋没され、その上部のベース部材１１’が平坦化されている。
【０２５１】
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　このように触覚入力シート１１９’を構成すると、第５の実施例に比べて、表示面の一
方から摺動方向に沿って上向きの蒲鉾状又は半球面状部位で落ち込む凹形状感を提示でき
るようになる。しかも、要素部材１２’が凸レンズを構成するので、アイコン画像を拡大
して視認できるようになり、レンズ効果が得られるようになる。この例でも、入力検出部
４５と触覚入力シート１１９との間に表面板を挿入してもよい。この表示板の挿入理由に
ついては、第３の実施例で述べた通りである。
【０２５２】
　このように第１９の実施例としての入力装置３１７によれば、本発明に係る透明性の触
覚入力シート１１９が応用されるので、表示面が平坦状に観察されても、表示部２９に表
示された、各種機能キーＫ１～Ｋ２１等のアイコン画像等を手で触れ、ベース部材１１’
から要素部材Ｅ１～Ｅ２１等へ摺動したとき、表示面の一方から摺動方向に沿って下向き
の蒲鉾状又は半球面状部位から滑り降り、かつ、他方の表示面に向かって蒲鉾状又は半球
面状部位から滑り上がる凹形状感を伴った入力操作を提示できるようになる。これにより
、アイコンタッチ用の触覚入力シート付きの入力装置３１７を提供できるようになる。
【０２５３】
　また、図３６Ｂに示した入力装置３１７’によれば、本発明に係る透明性の触覚入力シ
ート１１９’が応用されるので、表示面が平坦状に観察されても、表示部２９に表示され
た、各種機能キーＫ１～Ｋ１１等のアイコン画像等を手で触れ、ベース部材１１’から要
素部材Ｅ１～Ｅ１１等へ摺動したとき、表示面の一方から摺動方向に沿って上向きの蒲鉾
状又は半球面状部位で落ち込む凹形状感を提示できるようになる。しかも、要素部材１２
’が凸レンズを構成するので、アイコン画像を拡大して視認できるようになる。これによ
り、アイコンタッチ用のユニークな触覚入力シート付きの入力装置３１７’を提供できる
ようになる。
【実施例２０】
【０２５４】
　図３７Ａ及びＢは、第２０の実施例に係る入力装置３１８，３１８’のアイコン画像１
要素の構成例を示す断面図である。　
　この例では、触覚入力シート１２０のベース部材１の硬度に対して要素部材２の硬度を
高く設定される場合であって、要素部材２が下向きの蒲鉾状又は半球面状を成し、更に、
要素部材２がベース部材１の全面に設けられない場合を挙げている。
【０２５５】
　図３７Ａに示す入力装置３１８によれば、第３の実施例と同様な順序で表示部２９上に
入力検出部４５、触覚入力シート１２０及びトップ部材５が積層されて構成される。入力
検出部４５上に設けられた触覚入力シート１２０は、硬度２０°乃至４０°のシート状を
成すベース部材１と、硬度６０°乃至８０°程度の塊状を成す要素部材２から構成されて
いる。図中Ｉは表示領域であり、第３及び第４の実施例と同様にして、例えば、数字「１
」キーＫ１のアイコン画像（入力画像）等が表示される領域である。他の機能キーＫ２～
Ｋ２１のアイコン画像についても、同様に定義されることは第３の実施例で述べた通りで
ある。
【０２５６】
　この例で、要素部材２は、少なくとも、表示部２９に表示されるアイコン画像の表示領
域Ｉを含む部分であって、ベース部材１により囲まれた部分に設定される。例えば、ベー
ス部材１と要素部材２とが接合する境界部位が表示部２９に向って垂下する蒲鉾状又は半
球面状を成している。図３７Ａに示す要素部材２は、図８に示した各種機能キーＫ１～Ｋ
２１のアイコン画像に対峙した要素部材Ｅ１～Ｅ２１の各々に対応することは第３の実施
例で述べた通りである。
【０２５７】
　この例では、要素部材２が下向きの蒲鉾状又は半球面状を有しており、更に、要素部材
２がベース部材１の全面に設けられることなく、表示領域Ｉのみに設けられている。要素
部材２には、例えば、透明性の材料の一例を成すポリカーボネート系の透明材料が使用さ
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れる。要素部材２は、その膜厚ｔが約半分の５０［μｍ］程度となるようにベース部材１
に埋め込まれ、その上部が平坦化されている。ベース部材１には、ポリカーボネート系の
透明材料と屈折率の近い柔らかい透明性の材料を使用する。例えば、硬度２０°乃至４０
°程度の透明性のシリコンゴム部材が膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度に形成される。
【０２５８】
　このように触覚入力シート１２０を構成すると、第５の実施例と同様にして、表示面の
一方から摺動方向に沿って下向きの蒲鉾状又は半球面状部位で反力が増加する凸形状感を
提示できるようになる。しかも、第１９の実施例と同様にして、要素部材２が凹レンズを
構成するので、アイコン画像を縮小して視認できるようになり、レンズ効果が得られるよ
うになる。この例でも、入力検出部４５と触覚入力シート１２０との間に表面板を挿入し
てもよい。この表示板の挿入理由については、第３の実施例で述べた通りである。
【０２５９】
　図３７Ｂは、入力装置３１８’のアイコン画像１要素の構成例を示す断面図である。こ
の例では、要素部材２’が上向きの蒲鉾状又は半球面状を成す。すなわち、図３７Ａに示
した要素部材２の形状が、図３７Ｂに示す要素部材２’のように反転している場合である
。この例でも、要素部材２’が凸レンズ効果を発揮する。
【０２６０】
　図３７Ｂに示す入力装置３１８’によれば、第３の実施例と同様な順序で表示部２９上
に入力検出部４５、触覚入力シート１２０’及びトップ部材５が積層されて構成される。
入力検出部４５上に設けられた触覚入力シート１２０’は、硬度２０°乃至４０°のシー
ト状を成すベース部材１’と、硬度６０°乃至８０°程度の塊状を成す要素部材２’から
構成されている。図中Ｉは表示領域であり、第３及び第４の実施例と同様にして、例えば
、数字「１」キーＫ１のアイコン画像（入力画像）等が表示される領域である。他の機能
キーＫ２～Ｋ２１のアイコン画像についても、同様に定義されることは第３の実施例で述
べた通りである。
【０２６１】
　この例で、要素部材２’は、少なくとも、表示部２９に表示されるアイコン画像の表示
領域Ｉを含む部分であって、ベース部材１’により囲まれた部分に設定される。例えば、
ベース部材１’と要素部材２’とが接合する境界部位が表示部２９から上方に向って延在
する蒲鉾状又は半球面状を成している。図３７Ｂに示す要素部材２’は、図８に示した各
種機能キーＫ１～Ｋ２１のアイコン画像に対峙した要素部材Ｅ１～Ｅ２１の各々に対応す
ることは第３の実施例で述べた通りである。
【０２６２】
　この例では、要素部材２’が上向きの蒲鉾状又は半球面状を有しており、更に、要素部
材２’がベース部材１’の全面に設けられることなく、表示領域Ｉのみに設けられている
。ベース部材１’には、例えば、膜厚ｔ＝１００［μｍ］程度の透明性の材料の一例を成
すポリカーボネート系の透明材料が使用される。要素部材２’には、ポリカーボネート系
の透明材料と屈折率の近いやや堅い透明性の材料を使用し、その膜厚ｔが約半分の５０［
μｍ］程度となるように埋没され、その上部が平坦化されている。
【０２６３】
　このように触覚入力シート１２０’を構成すると、第５の実施例に比べて、表示面の一
方から摺動方向に沿って上向きの蒲鉾状又は半球面状部位で反力が減少する凸形状感を提
示できるようになる。しかも、要素部材２’が凸レンズを構成するので、アイコン画像を
拡大して視認できるようになり、レンズ効果が得られるようになる。この例でも、入力検
出部４５と触覚入力シート１２０との間に表面板を挿入してもよい。この表示板の挿入理
由については、第３の実施例で述べた通りである。
【０２６４】
　このように第２０の実施例としての入力装置３１８によれば、本発明に係る透明性の触
覚入力シート１２０が応用されるので、表示面が平坦状に観察されても、表示部２９に表
示された、各種機能キーＫ１～Ｋ２１等のアイコン画像等を手で触れ、ベース部材１から
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要素部材Ｅ１～Ｅ２１等へ摺動したとき、表示面の一方から摺動方向に沿って下向きの蒲
鉾状又は半球面状部位で反力が増加する凸形状感を伴った入力操作を提示できるようにな
る。これにより、アイコンタッチ用の触覚入力シート付きの入力装置３１８を提供できる
ようになる。
【０２６５】
　また、図３７Ｂに示した入力装置３１８’によれば、本発明に係る透明性の触覚入力シ
ート１２０’が応用されるので、表示面が平坦状に観察されても、表示部２９に表示され
た、各種機能キーＫ１～Ｋ１１等のアイコン画像等を手で触れ、ベース部材１’から要素
部材Ｅ１～Ｅ１１等へ摺動したとき、表示面の一方から摺動方向に沿って上向きの蒲鉾状
又は半球面状部位で反力が減少する凸形状感を提示できるようになる。しかも、要素部材
２’が凸レンズを構成するので、アイコン画像を拡大して視認できるようになる。これに
より、アイコンタッチ用のユニークな触覚入力シート付きの入力装置３１８’を提供でき
るようになる。
【０２６６】
　上述した第３～第１３、第１５、第１７及び第１９の実施例において、触覚入力シート
１０３～１１３，１１５，１１７，１１９のベース部材１１，１１ａ，１１ｂに、硬度６
０°～８０°程度のポリカーボネート系の透明材料を使用し、要素部材１２には硬度２０
°～４０°程度の透明性のシリコンゴム部材を使用する場合について説明したが、これに
限られることはなく、硬度６０乃至８０°程度の透明性のシリコンゴム部材を使用し、要
素部材１２に硬度２０乃至４０°程度の透明性のシリコンゴム部材を使用する場合であっ
てもよい。
【０２６７】
　更に、触覚入力シート１０３～１１３，１１５，１１７，１１９のベース部材１１等に
、硬度６０°～８０°程度のポリエチレンテレフタラート系の透明材料を使用し、要素部
材１２に硬度２０乃至４０°程度の透明性のシリコンゴム部材を使用する場合であっても
よい。
【０２６８】
　また、触覚入力シート１０３～１１３，１１５，１１７，１１９のベース部材１１等に
硬度６０°～８０°程度のポリエーテルスルホン系の透明材料を使用し、要素部材１２に
硬度２０乃至４０°程度の透明性のシリコンゴム部材を使用する場合であってもよい。更
に、触覚入力シート１０３～１１３，１１５，１１７，１１９のベース部材１１等に硬度
６０°～８０°程度の透明性の光学部材（ゼオノアやアートンなど）を使用し、要素部材
１２に硬度２０乃至４０°程度の透明性のシリコンゴム部材を使用する場合であってもよ
い。
【０２６９】
　上述した第１４、第１６、第１８及び第２０の実施例において、触覚入力シート１１４
，１１６，１１８，１２０のベース部材１に、硬度２０°～４０°程度の透明性のシリコ
ンゴム部材を使用し、要素部材２に硬度６０°～８０°程度のポリカーボネート系の透明
材料を使用する場合について説明したが、これに限られることはなく、触覚入力シート１
１４，１１６，１１８，１２０のベース部材１に硬度２０乃至４０°の透明性のシリコン
ゴム部材を使用し、要素部材２に硬度６０乃至８０°の透明性のシリコンゴム部材を使用
する場合であってもよい。
【０２７０】
　また、触覚入力シート１１４，１１６，１１８，１２０のベース部材１に硬度２０乃至
４０°の透明性のシリコンゴム部材を使用し、要素部材２に硬度６０乃至８０°程度のポ
リカーボネート系の透明材料を使用してもよい。更に、触覚入力シート１１４，１１６，
１１８，１２０のベース部材１に硬度２０乃至４０°の透明性のシリコンゴム部材を使用
し、要素部材２に硬度６０乃至８０°程度のポリエチレンテレフタラート系の透明材料を
使用してもよい。
【０２７１】
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　また、触覚入力シート１１４，１１６，１１８，１２０のベース部材１に硬度２０乃至
４０°の透明性のシリコンゴム部材を使用し、要素部材２に硬度６０乃至８０°程度のポ
リエーテルスルホン系の透明材料を使用してもよい。更に、触覚入力シート１１４，１１
６，１１８，１２０のベース部材１に硬度２０乃至４０°の透明性のシリコンゴム部材を
使用し、要素部材２に硬度６０乃至８０°程度の透明性の光学部材（ゼオノアやアートン
など）を使用するようにしてもよい。このように、触覚入力シート１０３～１２０は、表
示部２９の視認性を損なわないで、操作面上に屈折率がほぼ等しく、曲げ弾性が異なる２
種類以上の透明部材を用いることで、入力操作時、操作者３０の指等に凹凸感を提示でき
る。
【実施例２１】
【０２７２】
　図３８は、本発明に係る入力装置９０を備えた第２１の実施例としての非折畳み式の携
帯電話機４００の構成例を示す斜視図である。　
　図３８に示す携帯電話機４００は電子機器の一例を構成し、アイコンタッチ用の触覚入
力シート付きの入力装置９０を備え、情報入力操作時に操作体（者）に触覚を提示する触
覚入力機能付きの電子機器であって、電話機能の他に、音声及び映像処理を始め、各種デ
ータ処理をするものである。ここにアイコンタッチ用の触覚入力シートとは、表示部２９
に表示されたアイコン画像を手で触れると凹凸感を伴った入力操作が可能となるタッチシ
ートをいう。もちろん、操作者の指３０ａに限られることはなく、ペン等の操作体を使用
して入力操作をしてもよい。携帯電話機４００で被写体像を撮像し、かつ、周囲の音響を
録音することもできる。
【０２７３】
　携帯電話機４００は、操作面を有した単体の筐体４０１及び、触覚入力機能付きの入力
装置９０を有している。入力装置９０は、筐体４０１に設けられて操作者の指３０ａ等に
よる摺動又は及び押下操作によって情報を入力するようになされる。この入力装置９０に
は本発明に係る第１～第２０の実施例で説明した触覚入力シート付きの入力装置３０１～
３１８，３１８’のいずれかが応用されるものである。
【０２７４】
　筐体４０１の表面の中央左上方には超小型のアクチュエータ機能付きのスピーカー３６
ｂが設けられ、通話用のレシーバ（受話器）と触覚提示用のアクチュエータの機能を兼ね
備えている。スピーカー３６ｂには音声信号の他に、触覚提示用の２００Ｈｚの振動制御
信号が入力される。筐体４０１のスピーカー取付け面の下方、すなわち、筐体４０１の前
面のほぼ全領域には、触覚機能付きの入力装置９０が設けられる。
【０２７５】
　入力装置９０は、入力検出部４５及び表示部２９を有しており、表示画面上の入力検出
面における操作体の押下操作に対して触覚を与える（提示する）ものである。入力検出部
４５は、操作面を有した表示部２９に設けられて操作者３０の指３０ａ等の摺動位置や押
込み操作を検出するようになされる。例えば、入力装置９０には、第３の実施例に係る触
覚入力シート１０３を実装した入力装置３０１が適用される。
【０２７６】
　この場合、透明性の触覚入力シート１０３は、入力検出部４５の一部又は全部を覆うよ
うに設けられ、表示部２９の操作面に沿って摺動又は及び押下操作される。触覚入力シー
ト１０３は、光を透過する性質がほぼ等しく、所定の硬度を有してシート状を成すベース
部材１１と、所定の大きさの塊形状を有してベース部材１１の所々又は所定の位置に分布
された要素部材１２とを含み、要素部材１２は、ベース部材１１の硬度と異なる硬度を有
する（図９参照）。
【０２７７】
　この例で、表示部２９は表示領域が２つに分割され、その上部表示領域には、複数のボ
タンアイコン等の入力情報が表示され、下部表示領域には、操作パネル９８が表示される
。この例でも、表示部２９に表示された入力操作用のアイコン画像を指で操作すると、ス
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ピーカー３６ｂからクリック音（サイバースイッチ操作音）と共に、表示画面上を触れて
いる操作者の指に触覚を提示するようになされる。
【０２７８】
　この例では、更に、表示部２９の表示面が平坦状に観察されても、当該表示部２９に表
示された、各種機能キーＫ１～Ｋ２１等のアイコン画像等を手で触れ、ベース部材１１か
ら要素部材Ｅ１～Ｅ２１等へ摺動したとき、表示面の一方から摺動方向に沿って段差状に
掘り下がり、かつ、他方の表示面に向かって段差状に掘り上がる凹形状感を伴った入力操
作を提示できるようになる。この入力操作により、携帯電話機４００において、表示部２
９に表示されたボタンアイコン等の入力を確定できるようになされる。
【０２７９】
　この例で、表示部２９に表示される操作パネル９８は、複数の押しボタンスイッチ９２
から構成される。例えば、押しボタンスイッチ９２は、「０」～「９」数字キー、「＊」
や「＃」等の記号キー、「オン」や「オフ」等のフックボタン、メニューキー等から構成
される（図８参照）。表示部２９の背面にはカメラ３４が取り付けられ、被写体像を撮像
するように操作される。筐体４０１の上面下方には、通話用のマイクロフォン９３が取り
付けられ、送話器として機能するようになされる。
【０２８０】
　なお、筐体４０１の前面外側にはＵＳＢ端子などのコネクタ９９が配置され、外部機器
と通信処理が可能なようになされている。筐体４０１の内側には、モジュール型のアンテ
ナ９６が取り付けられ、その内側周辺には、図示しない大音響用のスピーカーが設けられ
、着信メロディや映像データに付加された音声（音楽）等を放音するようになされる。筐
体４０１の内部には回路基板９７が設けられる。更に筐体内には、バッテリー９４が内蔵
され、回路基板９７や表示部２９等へ電源が供給される。
【０２８１】
　次に、触覚入力シート及び触覚機能付きの携帯電話機４００について説明をする。図３
９は、携帯電話機４００の制御系の構成例及びその感触フィードバック機能例を示すブロ
ック図である。　
　図３９に示す携帯電話機４００は、筐体４０１の回路基板９７に各機能のブロックを実
装して構成される。なお、図３８に示した各部と対応する部分は、同一符号で示している
。携帯電話機４００は、制御部１５、受信部１８、送信部２２、アンテナ共用器２３、入
力検出部４５、表示部２９、電源ユニット３３、カメラ３４、記憶部３５、着信メロディ
用のスピーカー３６ａ、アクチュエータ機能付きのスピーカー３６ｂ及び、操作パネル９
８を有している。
【０２８２】
　図３９に示す入力検出部４５には、図８に示したように、静電容量方式、抵抗膜方式、
表面波弾性方式（ＳＡＷ）、光方式、複数段方式タクトスイッチ等の入力デバイスが使用
され、位置検出情報と力検出情報を制御部１５に出力するようになされる。入力検出部４
５は操作者３０の指３０ａの摺動位置及び、押し込みを検出して、少なくとも、位置検出
信号Ｓ１および入力量（押圧力；加圧力Ｆ）となる入力検出信号Ｓ２が入力される。
【０２８３】
　制御部１５は、画像処理部２６、Ａ／Ｄドライバ２８、ＣＰＵ３２，メモリ部３７及び
映像＆音声処理部４４を有している。Ａ／Ｄドライバ２８には、入力検出部４５からの位
置検出信号Ｓ１および入力検出信号Ｓ２が供給される。Ａ／Ｄドライバ２８ではカーソリ
ングとアイコン選択の機能を区別するために位置検出信号Ｓ１および入力検出信号Ｓ２よ
りなるアナログ信号をデジタルデータに変換する。この他にＡ／Ｄドライバ２８は、この
デジタルデータを演算処理して、カーソリング入力かアイコン選択情報かを検出し、カー
ソリング入力かアイコン選択かを区別するフラグデータＤ３あるいは位置検出情報Ｄ１ま
たは入力検出情報Ｄ２をＣＰＵ３２に供給するようになされる。これらの演算はＣＰＵ３
２内で実行してもよい。
【０２８４】
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　Ａ／Ｄドライバ２８にはＣＰＵ３２が接続される。ＣＰＵ３２はシステムプログラムに
基づいて当該電話機全体を制御するようになされる。記憶部３５には当該電話器全体を制
御するためのシステムプログラムデータが格納される。図示しないＲＡＭはワークメモリ
として使用される。ＣＰＵ３２は電源オンと共に、記憶部３５からシステムプログラムデ
ータを読み出してＲＡＭに展開し、当該システムを立ち上げて携帯電話機全体を制御する
ようになされる。例えば、ＣＰＵ３２は、Ａ／Ｄドライバ２８からの位置検出情報Ｄ１、
入力検出情報Ｄ２及びフラグデータＤ３（以下単に入力データともいう）を受けて所定の
指令データＤを電源ユニット３３や、カメラ３４、記憶部３５、メモリ部３７、映像＆音
声処理部４４等のデバイスに供給したり、受信部１８からの受信データを取り込んだり、
送信部２２へ送信データを転送するように制御する。
【０２８５】
　この例で、ＣＰＵ３２は、入力検出部４５から得られる入力検出情報Ｄ２と予め設定さ
れた押下判定閾値Ｆthとを比較し、当該比較結果に基づいてアクチュエータ機能付きのス
ピーカー３６ｂを振動制御するようにメモリ部３７を制御する。例えば、入力検出部４５
の押下位置における入力検出面から伝播される触覚をＡ及びＢとすると、触覚Ａは、その
押下位置における操作者の指３０ａの加圧力Ｆに応じた入力検出面を低周波数かつ小振幅
の振動パターンから、高周波数かつ大振幅の振動パターンに変化させることによって得ら
れる。また、触覚Ｂは、その押下位置における操作者の指３０ａの加圧力Ｆに応じた入力
検出面を高周波数かつ大振幅の振動パターンから、低周波数かつ小振幅の振動パターンに
変化させることよって得られる。
【０２８６】
　上述のＣＰＵ３２には記憶部３５が接続され、入力項目選択用の表示画面を、例えば、
３次元的に表示するための表示情報Ｄ４や、当該表示情報Ｄ４に対応したアイコンの選択
位置及び振動モードに関する制御情報Ｄｃ等が表示画面毎に記憶される。制御情報Ｄｃに
は、表示部２９におけるアプリケーション（３次元的な表示や、各種表示内容）に同期し
た複数の異なった触覚を発生でき、その触覚を発生せしめる複数の具体的な振動波形、及
び、アプリケーション毎の具体的な触覚発生モードを設定するアルゴリズムが含まれる。
記憶部３５には、ＥＥＰＲＯＭや、ＲＯＭ、ＲＡＭ等が使用される。
【０２８７】
　この例でＣＰＵ３２は、Ａ／Ｄドライバ２８から出力される位置検出情報Ｄ１、入力検
出情報Ｄ２及びフラグデータＤ３に基づいて表示部２９の表示制御及び、アクチュエータ
機能付きのスピーカー３６ｂの出力制御をする。例えば、制御部１５は、入力検出部４５
から得られる位置検出信号Ｓ１及び、入力検出信号Ｓ２に基づいて記憶部３５から制御情
報Ｄｃを読み出して、メモリ部３７へアクセスし、アクチュエータ機能付きのスピーカー
３６ｂに振動発生信号Ｓａを供給するような制御がなされる。
【０２８８】
　例えば、ＣＰＵ３２は、入力検出部４５が押下判定閾値Ｆthを越える入力検出情報Ｄ２
を検出したとき、触覚Ａを起動し、その後、押下判定閾値Ｆthを下回る入力検出情報Ｄ２
を検出したとき、触覚Ｂを起動するように、メモリ部３７を読み出し制御する。この制御
によって、操作者の指３０ａ等の”加圧力”に合わせた異なる振動パターンを発生するよ
うになる。
【０２８９】
　ＣＰＵ３２にはメモリ部３７が接続され、ＣＰＵ３２からの制御情報Ｄｃに基づいて振
動発生データＤａを読み出す。振動発生データＤａは、正弦波形からなる出力波形を有し
ている。メモリ部３７には映像＆音声処理部４４が接続され、各々の振動発生データＤａ
が映像＆音声処理部４４に供給され、その振動発生データＤａが音声処理（デジタル・ア
ナログ変換・増幅等）され、振動発生信号Ｓout２となってアクチュエータ機能付きのス
ピーカー３６ｂに供給される。スピーカー３６ｂは、振動発生信号Ｓout２に基づいて振
動するようになされる。
【０２９０】
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　この例で、メモリ部３７は、各アプリケーションに対応する押下判定閾値Ｆthを記憶す
る。例えば、押下判定閾値Ｆthはトリガーパラメータとして記憶部３５に設けられたＲＯ
Ｍ等に予め格納される。記憶部３５は、ＣＰＵ３２の制御を受けて、入力検出情報Ｄ２を
入力し、予め設定された押下判定閾値Ｆthと、入力検出情報Ｄ２から得られる加圧力Ｆと
を比較し、Ｆth＞Ｆの判定処理や、Ｆth≦Ｆ等の判定処理を実行する。
【０２９１】
　例えば、押下判定閾値Ｆth＝１００［ｇｆ］をメモリ部３７に設定すると、クラシック
スイッチの触覚を得るための振動パターンに基づいて入力検出面を振動するようになされ
る。また、押下判定閾値Ｆth＝２０［ｇｆ］を設定すると、サイバースイッチの触覚を得
るための振動パターンに基づいて入力検出面を振動するようになされる。
【０２９２】
　ＣＰＵ３２にはメモリ部３７の他に画像処理部２６が接続され、ボタンアイコン等を３
次元的に表示するための表示情報Ｄ４を画像処理するようになされる。画像処理後の表示
情報Ｄ４を表示部２９に供給するようになされる。この例で、ＣＰＵ３２は、表示画面中
のボタンアイコンを奥行方向に遠近感を有して３次元的に表示するように表示部２９を表
示制御する。
【０２９３】
　このように構成された入力装置９０は、例えば、入力項目選択用の表示画面に表示され
た複数のボタンアイコンの１つを押下（接触）して当該表示画面上で入力検出部４５をＺ
方向に押下すると触覚を伴って画面入力操作されるものである。操作者３０は、指３０ａ
に振動を受けて触感として、ボタンアイコン毎の振動を感じる。
【０２９４】
　表示部２９の表示内容は操作者の目による視覚により、スピーカー３６ａ，３６ｂ等か
らの放音は、操作者の耳による聴覚により各機能を判断するようになされる。上述のＣＰ
Ｕ３２には操作パネル９８を構成する表示部２９及び入力検出部４５が接続され、例えば
、相手方の電話番号を手動入力する際に使用される。表示部２９には上述のアイコン選択
画面の他に映像信号Ｓｖに基づいて着信映像を表示するようにしてもよい。
【０２９５】
　また、図３９に示すアンテナ１６は、アンテナ共用器２３に接続され、着呼時、相手方
からの無線電波を基地局等から受信する。アンテナ共用器２３には受信部１８が接続され
、アンテナ１６から導かれる受信データを受信して映像や音声等を復調処理し、復調後の
映像及び音声データＤinをＣＰＵ３２等に出力するようになされる。受信部１８には、Ｃ
ＰＵ３２を通じて映像＆音声処理部４４が接続され、デジタルの音声データをデジタル／
アナログ変換して音声信号Ｓoutを出力したり、デジタルの映像データをデジタル／アナ
ログ変換して映像信号Ｓｖを出力するようになされる。
【０２９６】
　映像＆音声処理部４４には大音響用を構成するスピーカー３６ａ及び、受話器を構成す
るアクチュエータ機能付きのスピーカー３６ｂが接続される。スピーカー３６ａは、着呼
時、音響信号Ｓout１に基づいて着信音や着信メロディ等を鳴動するようになされる。ス
ピーカー３６ｂは、音声信号Ｓout２’を入力して相手方の話声３０ｄ等を拡大するよう
になされる。また、スピーカー３６ｂは、触覚提示時、振動発生信号Ｓout２に基づいて
振動するようになされる。
【０２９７】
　この映像＆音声処理部４４にはスピーカー３６ａ，３６ｂの他に、送話器を構成するマ
イクロフォン１３が接続され、操作者の声を集音して音声信号Ｓinを出力するようになさ
れる。映像＆音声処理部４４は、発呼時、相手方へ送るためのアナログの音声信号Ｓinを
アナログ／デジタル変換してデジタルの音声データを出力したり、アナログの映像信号Ｓ
ｖをアナログ／デジタル変換してデジタルの映像データを出力するようになされる。
【０２９８】
　ＣＰＵ３２には受信部１８の他に、送信部２２が接続され、相手方へ送るための映像及
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び音声データＤout等を変調処理し、変調後の送信データをアンテナ共用器２３を通じア
ンテナ１６に供給するようになされる。アンテナ１６は、アンテナ共用器２３から供給さ
れる無線電波を基地局等に向けて輻射するようになされる。
【０２９９】
　上述のＣＰＵ３２には送信部２２の他に、カメラ３４が接続され、被写体を撮影して、
例えば、静止画情報や動作情報を送信部２２を通じて相手方に送信するようになされる。
カメラ３４は筐体４０１の背面側に設けている。電源ユニット３３は、バッテリー９４を
有しており、受信部１８、送信部２２、表示部２９、ＣＰＵ３２、カメラ３４、記憶部３
５、メモリ部３７、映像＆音声処理部４４及び、入力検出部４５にＤＣ電源を供給するよ
うになされる。なお、この例で、メモリ部３７を映像＆音声処理部４４とは別個に設ける
場合について説明したが、映像＆音声処理部４４に備え付けの記憶装置を兼用するように
してもよい。部品点数が低減できる。
【０３００】
　このように、第２１の実施例としての携帯電話機４００によれば、触覚機能付きの入力
装置９０に関して、本発明に係る入力装置３０１～３１８のいずれかが備えられるので、
当該携帯電話機４００を操作する操作者の指３０ａによる摺動又は及び押し込み操作に対
し、ベース部材１１の硬度に対して要素部材１２の硬度を低く設定した場合は、表示面の
一方から摺動方向に沿って掘り下がり、かつ、他方の表示面に向かって掘り上がる凹形状
感を提示できるようになる。
【０３０１】
　従って、表示部２９の表示面が平坦状に観察されても、当該表示部２９に表示された、
各種機能キーＫ１～Ｋ２１等のアイコン画像等を手で触れ、ベース部材１１から要素部材
Ｅ１～Ｅ２１等へ摺動したとき、携帯電話機４００を操作する者の指３０ａに、触覚入力
シート１０３による凹凸感と、スピーカー３６ｂによる２００Ｈｚの振動とを合わせた触
覚を提示できるようになる。
【０３０２】
　これにより、アイコンタッチ用の触覚入力シート及び触覚提示機能付きの入力装置９０
を備えた携帯電話機４００を提供できるようになった。しかも、押し込みボタンスイッチ
が映像化され、スピーカー３６ｂとアクチュエータとが兼用されたことから、入力装置９
０の小型化及び操作性を向上できる。従って、当該携帯電話機４００の誤動作の低減、コ
ストダウン及び製造プロセスの簡素化を図ることができる。
【０３０３】
　従来、十分な凹凸表現が必要であったために、表示部２９上に構成することのできなか
った入力機能に関して、携帯電話機４００において、暗闇であっても手探りで位置を確認
できる必要のある入力ボタンなどを表示部２９上に構成できるようになった。この結果、
操作パネルのような入力機能が配置してあった面積および体積が携帯電話機４００に必要
なくなり、当該携帯電話機４００の小型化及び薄型化が可能となる。
【実施例２２】
【０３０４】
　図４０は、本発明に係る入力装置９０を備えた第２２の実施例としてのビデオカメラ５
００の構成例を示す斜視図である。　
　図４０に示すビデオカメラ５００は電子機器の他の一例を構成し、アイコンタッチ用の
触覚入力シート付きの入力装置９０を備え、情報入力操作時に操作体（者）に触覚を提示
する触覚入力機能付きの電子機器であって、被写体像を撮像し、かつ、周囲の音響を録音
するものである。
【０３０５】
　ビデオカメラ５００は、外装を構成するケース４０２を有しており、ケース４０２の前
面上部には撮影光学系４０４が組み込まれたレンズ鏡筒４０３が設けられている。レンズ
鏡筒４０３の後端には、撮影光学系４０４によって導かれた被写体像を撮像する撮像素子
（不図示）が組み込まれている。
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【０３０６】
　ケース４０２の後面、上面、側面には、電源スイッチ、撮影スタート／ストップスイッ
チ、ズームスイッチなど種々の操作スイッチ４０５が設けられている。ケース４０２の左
側面には、触覚入力機能付きのタッチパネルディスプレイ装置５０１がヒンジ４０６を介
して開閉可能にケース４０２に連結され、不図示の撮像素子で撮像した画像を表示するよ
うになされる。
【０３０７】
　タッチパネルディスプレイ装置５０１は操作面を有している。タッチパネルディスプレ
イ装置５０１には、入力装置９０が備えられ、操作者の指３０ａ等による摺動又は及び押
下操作によって情報を入力するようになされる。このタッチパネルディスプレイ装置５０
１には本発明に係る第１～第２０の実施例で説明した触覚入力シート付きの入力装置３０
１～３１８，３１８’のいずれかが応用されるものである。
【０３０８】
　入力装置９０は、入力検出部４５及び表示部２９を有しており、表示画面上の入力検出
面における操作体の押下操作に対して触覚を与える（提示する）ものである。入力検出部
４５は、操作面を有した表示部２９に設けられて操作者３０の指３０ａ等の摺動位置や押
込み操作を検出するようになされる。例えば、入力装置９０には、第５の実施例に係る触
覚入力シート１０５を実装した入力装置３０３が適用される（図８，図１３参照）。
【０３０９】
　この場合、透明性の触覚入力シート１０５は、入力検出部４５の一部又は全部を覆うよ
うに設けられ、表示部２９の操作面に沿って摺動又は及び押下操作される。触覚入力シー
ト１０５は、光を透過する性質がほぼ等しく、所定の硬度を有してシート状を成すベース
部材１１と、所定の大きさの塊形状を有してベース部材１１の所々又は所定の位置に分布
された要素部材１２とを含み、要素部材１２は、ベース部材１１の硬度と異なる硬度を有
する（図１３参照）。
【０３１０】
　この例では、表示部２９の表示面が平坦状に観察されても、当該表示部２９に表示され
た、各種機能キーＫ１～Ｋ２１等のアイコン画像等を手で触れ、ベース部材１１から要素
部材Ｅ１～Ｅ２１等へ摺動したとき、表示面の一方から摺動方向に沿って傾斜状部位から
円滑に掘り下がり、かつ、他方の表示面に向かって傾斜状部位から円滑に掘り上がる凹形
状感を伴った入力操作を提示できるようになる。この入力操作により、ビデオカメラ５０
０においても、表示部２９に表示されたボタンアイコン等の入力を確定できるようになる
。
【０３１１】
　この例でも、タッチパネルディスプレイ装置５０１のモニタ用の表示部２９に表示され
た入力操作用のアイコン画像を指３０ａで操作すると、スピーカー３６ｂからクリック音
（サイバースイッチ操作音）と共に、表示画面上を触れている操作者の指に触覚を提示す
るようになされる。
【０３１２】
　このように、第２２の実施例としてのビデオカメラ５００によれば、触覚機能付きのタ
ッチパネルディスプレイ装置５０１に関して、本発明に係る入力装置３０１～３１８，３
１８’のいずれかが備えられるので、当該ビデオカメラ５００を操作する操作者の指３０
ａによる摺動又は及び押し込み操作に対し、ベース部材１１の硬度に対して要素部材１２
の硬度を高く設定した場合は、表示面の一方から摺動方向に沿って傾斜状部位から円滑に
掘り下がり、かつ、他方の表示面に向かって傾斜状部位から円滑に掘り上がる凹形状感を
伴った入力操作を提示できるようになる。
【０３１３】
　従って、タッチパネルディスプレイ装置５０１における表示部２９の表示面が平坦状に
観察されても、当該表示部２９に表示された、各種機能キーＫ１～Ｋ２１等のアイコン画
像等を手で触れ、ベース部材１１から要素部材Ｅ１～Ｅ２１等へ摺動したとき、ビデオカ
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メラ５００を操作する者の指３０ａに、触覚入力シート１０５による凹凸感と、スピーカ
ー３６ｂによる２００Ｈｚの振動とを合わせた触覚を提示できるようになる。
【０３１４】
　これにより、アイコンタッチ用の触覚入力シート及び触覚提示機能付きのタッチパネル
ディスプレイ装置５０１を備えたビデオカメラ５００を提供できるようになった。しかも
、押し込みボタンスイッチが映像化され、スピーカー３６ｂとアクチュエータとが兼用さ
れたことから、タッチパネルディスプレイ装置５０１の小型化及び操作性を向上できる。
従って、当該ビデオカメラ５００の誤動作の低減、コストダウン及び製造プロセスの簡素
化を図ることができる。
【実施例２３】
【０３１５】
　図４１は、本発明に係る入力装置９０を備えた第２３の実施例としてのデジタルカメラ
６００の構成例を示す斜視図である。　
　図４１に示すデジタルカメラ６００は電子機器の他の一例を構成し、アイコンタッチ用
の触覚入力シート付きの入力装置９０を備え、被写体の映像を撮影して得られる静止画情
報を処理する装置である。
【０３１６】
　デジタルカメラ６００は、外装を構成する本体ケース６０を有しており、本体ケース６
０の前面側には撮像部３４’が組み込まれている。撮像部３４’は撮像レンズや、図示し
ないレンズ駆動機構、撮像素子等を有して構成される。撮像素子は、撮像レンズの後端に
設けられ、撮像レンズやレンズ駆動機構等の撮影光学系によって導かれた被写体像を撮像
するように動作する。
【０３１７】
　本体ケース６０の後面、上面、側面には、電源スイッチ、モードスイッチ、ズームスイ
ッチ、シャッタースイッチ１２ａ等の種々の押しボタンスイッチ９２が設けられている。
電源スイッチはデジタルカメラ６００の電源をオン又はオフするスイッチである。
【０３１８】
　図示ないズームスイッチは、被写体映像をズームアップ表示又はズームダウン表示する
際に操作される。シャッタースイッチ１２ａは表示部２９に表示されている被写体映像の
静止画情報の取り込みを制御系へ指示する際にＯＮ操作される。
【０３１９】
　更に、本体ケース６０の背面側には、表示部２９が設けられ、撮像部３４’で撮像した
被写体映像を動画表示（モニタ）するようになされる。例えば、表示部２９は撮影中の映
像（動画像）や、シャッターＯＮ操作時、再生時の静止画映像又は動画映像を表示する。
表示部２９には、例えば、２乃至３インチ程度のカラー液晶表示装置が使用される。
【０３２０】
　表示部２９は操作面を有している。表示部２９は入力検出部４５と共に入力装置９０を
構成し、操作者の指３０ａ等による摺動又は及び押下操作によって情報を入力するように
なされる。この入力装置９０には本発明に係る第１～第２０の実施例で説明した触覚入力
シート付きの入力装置３０１～３１８，３１８’のいずれかが応用されるものである。
【０３２１】
　入力装置９０は、表示画面上の入力検出面における操作体の押下操作に対して触覚を与
える（提示する）ものである。入力検出部４５は、操作面を有した表示部２９に設けられ
て操作者３０の指３０ａ等の摺動位置や押込み操作を検出するようになされる。例えば、
入力装置９０には、第１１の実施例に係る触覚入力シート１１１を実装した入力装置３０
９が適用される（図８，図２５参照）。
【０３２２】
　この場合、透明性の触覚入力シート１１１は、入力検出部４５の一部又は全部を覆うよ
うに設けられ、表示部２９の操作面に沿って摺動又は及び押下操作される。触覚入力シー
ト１１１は、光を透過する性質がほぼ等しく、所定の硬度を有してシート状を成すベース



(48) JP 5401838 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

部材２１と、所定の大きさの塊形状を有してベース部材２１の所々又は所定の位置に分布
された要素部材１２とを含み、要素部材１２は、ベース部材２１の硬度と異なる硬度を有
する（図２５参照）。
【０３２３】
　この例では、表示部２９の表示面が平坦状に観察されても、当該表示部２９に表示され
た、各種機能キーＫ１～Ｋ２１等のアイコン画像等を手で触れ、ベース部材２１から要素
部材Ｅ１～Ｅ２１等へ摺動したとき、表示面の一方から摺動方向に沿って傾斜状部位から
円滑に掘り下がり、かつ、他方の表示面に向かって傾斜状部位から円滑に掘り上がる凹形
状感を提示できるようになる。この入力操作により、デジタルカメラ６００においても、
表示部２９に表示されたボタンアイコン等の入力を確定できるようになる。
【０３２４】
　本体ケース６０の内部には回路基板１７が設けられる。回路基板１７には記録メディア
やメディアスロット等のメモリが実装又は装着可能となされ、撮影によって得られた被写
体の静止画情報を記録するようになされる。回路基板１７にはメモリを含む制御系が実装
される。
【０３２５】
　本体ケース６０の内部には回路基板１７の他にバッテリー１４が実装され、当該回路基
板１７、表示部２９、撮像部３４’、メモリに直流電源を供給するようになされる。本体
ケース６０の外部側には外部インターフェース４１等が設けられ、外部機器からの映像＆
音声用のコネクタや、通信ケーブル類が接続可能なようになされている。外部インターフ
ェース４１は外部機器へ映像＆音声出力する際に使用され、通信ケーブル用の端子は、外
部機器と通信する際に使用される。
【０３２６】
　この例でも、入力装置９０のモニタ用の表示部２９に表示された入力操作用のアイコン
画像を指３０ａで操作すると、図示しないスピーカー３６ｂからクリック音（サイバース
イッチ操作音）と共に、表示画面上を触れている操作者の指３０ａ等に触覚を提示するよ
うになされる。
【０３２７】
　このように第２３の実施例に係るデジタルカメラ６００によれば、触覚機能付きの入力
装置９０に関して、本発明に係る入力装置３０９が備えられるので、当該デジタルカメラ
６００を操作する操作者の指３０ａによる摺動又は及び押し込み操作に対し、ベース部材
２１の硬度に対して要素部材１２の硬度を高く設定した場合は、表示面の一方から摺動方
向に沿って傾斜状部位から円滑に掘り下がり、かつ、他方の表示面に向かって傾斜状部位
から円滑に掘り上がる凹形状感を伴った入力操作を提示できるようになる。
【０３２８】
　従って、入力装置９０における表示部２９の表示面が平坦状に観察されても、当該表示
部２９に表示された、各種機能キーＫ１～Ｋ２１等のアイコン画像等を手で触れ、ベース
部材２１から要素部材Ｅ１～Ｅ２１等へ摺動したとき、デジタルカメラ６００を操作する
者の指３０ａに、触覚入力シート１１１による凹凸感と、スピーカー３６ｂによる２００
Ｈｚの振動とを合わせた触覚を提示できるようになる。
【０３２９】
　これにより、アイコンタッチ用の触覚入力シート及び触覚提示機能付きの入力装置９０
を備えたデジタルカメラ６００を提供できるようになった。しかも、押し込みボタンスイ
ッチが映像化され、スピーカー３６ｂとアクチュエータとが兼用されたことから、入力装
置９０の小型化及び操作性を向上できる。従って、当該デジタルカメラ６００の誤動作の
低減、コストダウン及び製造プロセスの簡素化を図ることができる。
【０３３０】
　従来、十分な凹凸表現が必要であったために、表示部２９上に構成することのできなか
った入力機能、上述したデジタルカメラ６００であれば、シャッタースイッチ１２ａを表
示部２９上に構成できるようになる。この結果、デジタルカメラ６００において、操作パ
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ネルのような入力機能が配置してあった面積および体積が必要なくなり、デジタルカメラ
６００の小型化及び薄型化が可能となる。
【実施例２４】
【０３３１】
　図４２は、本発明に係る入力装置３１２を備えた第２４の実施例としての現金自動預け
払い機７００の構成例を示す斜視図である。　
　図４２に示す現金自動預け払い機（Automated Teller Machine；以下ＡＴＭ７００とい
う）は電子機器の他の一例を構成し、アイコンタッチ用の触覚入力シート付きの入力装置
３１２を備え、通常、紙幣（及び硬貨）、通帳、磁気カード等の受け入れ口や支払い口等
を有しており、顧客自身の操作によって、金融機関や貸金業者、現金出納を行う業者の提
供するサービス等を取引できるようになされた装置である。
【０３３２】
　ＡＴＭ７００では、例えば、預貯金口座への現金の預入、貸付金の現金による返済、預
貯金や貸付金の引出、預貯金残高や取引明細、相場情報などの照会、預貯金通帳に記入さ
れていない取引の記入・預貯金通帳の繰越、振込（現金あるいはキャッシュカードを利用
した振込）、振替（自己の預貯金口座の一方から引出し、他方に預入する取引）、キャッ
シュカードに登録した暗証番号の変更、債券や外国通貨の購入申し込み、宝くじの購入申
込み等の業務を取り扱うようになされる。業務に必要な媒体には、磁気カードやＩＣカー
ド等が使用される。ＡＴＭ７００では、預金者の手指や手掌の静脈叢紋様を予め登録し、
利用者の当該部位を取引の都度照合して生体認証するシステムも導入される。
【０３３３】
　ＡＴＭ７００は、外装を構成する本体ケース７０を有しており、本体ケース７０の前面
側には表示部２９が設けられ、業務に必要な案内や、取引操作のための表示画面、複数の
押しボタンスイッチ映像等を表示する。押しボタンスイッチ映像は入力操作用のアイコン
画像を構成し、例えば、暗証番号入力や、現金指定入力時等に操作させるための「０」～
「９」の数字キーＫ１～Ｋ９、「確認」や「取消」等のボタンキーＫ２４、送りキーＫ２
２、戻しキーＫ２３等から構成される。図中、「０」数字キーや、「円」キー、操作メニ
ューキー等を省略している。
【０３３４】
　表示部２９には、カラーの液晶表示素子（ＬＣＤ装置）が使用される。表示部２９には
、例えば、１５乃至１７インチ程度のカラー液晶表示装置が使用される。表示部２９の下
方には挿入支払い口７１が設けられ、紙幣、硬貨、通帳、帳票類、磁気カードなどの業務
に必要な媒体を取り扱う際に使用される。挿入支払い口７１に隣接してカード挿入口７２
が設けられ、磁気カードや、電子カード等を挿入するように取り扱われる。
【０３３５】
　表示部２９は操作面を有している。表示部２９は入力検出部４５と共に入力装置３１２
を構成し、操作者の指３０ａ等による摺動又は及び押下操作によって情報を入力するよう
になされる。入力装置３１２は、操作画面表示と複数の押しボタンスイッチ映像とを一体
化した液晶タッチパネルを構成する。入力装置３１２は、例えば、本体ケース７０に対し
て垂直に配置される。この入力装置３１２は、入力装置９０のような触覚入力機能を有し
ており、入力装置３１２には、本発明に係る第１～第１１、第１３～２０の実施例で説明
した触覚入力シート付きの入力装置３０１～３１１，３１３～３１８，３１８’のいずれ
かを応用することもできる。
【０３３６】
　入力装置３１２は、表示画面上の入力検出面における操作体の押下操作に対して触覚を
与える（提示する）ものである。入力検出部４５は、操作面を有した表示部２９に設けら
れて操作者３０の指３０ａ等の摺動位置や押込み操作を検出するようになされる。例えば
、入力装置３１２は、第１４の実施例に係る触覚入力シート１１４を実装したものが適用
される（図３１参照）。
【０３３７】



(50) JP 5401838 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

　この場合、透明性の触覚入力シート１１４は、入力検出部４５の一部又は全部を覆うよ
うに設けられ、表示部２９の操作面に沿って摺動又は及び押下操作される。触覚入力シー
ト１１４は、光を透過する性質がほぼ等しく、所定の硬度を有してシート状を成すベース
部材１と、所定の大きさの塊形状を有してベース部材１の所々又は所定の位置に分布され
た要素部材２とを含み、要素部材２は、ベース部材１の硬度と異なる硬度を有する（図３
１参照）。
【０３３８】
　この例では、表示部２９の表示面が平坦状に観察されても、当該表示部２９に表示され
た、各種機能キーＫ１～Ｋ２１等のアイコン画像等を手で触れ、ベース部材１から要素部
材Ｅ１～Ｅ２１等へ摺動したとき、表示面の一方から摺動方向に沿って表示面の一方から
摺動方向に沿って段差状に盛り上がり、かつ、他方の表示面に向かって段差状に盛り下が
る凸形状感を提示できるようになる。この入力操作により、ＡＴＭ７００においても、表
示部２９に表示されたボタンアイコン等の入力を確定できるようになる。本体ケース７０
の内部の構成については、防犯の都合上、その説明を省略する。
【０３３９】
　この例でも、入力装置３１２のモニタ用の表示部２９に表示された入力操作用のアイコ
ン画像を指３０ａで操作すると、図示しないスピーカー３６ｂからクリック音（サイバー
スイッチ操作音）と共に、表示画面上を触れている操作者の指３０ａ等に触覚を提示する
ようになされる。
【０３４０】
　図４３は、ＡＴＭ７００における入力装置３１２の構成例を示す斜視図である。図４３
に示す入力装置３１２は、ＡＴＭ７００に実装され、操作者３０の指等（操作体）による
摺動又は及び押下操作によって情報を入力する装置である。入力装置３１２は、表示部２
９、入力検出部４５及び触覚入力シート１１４を有して構成される。
【０３４１】
　表示部２９は、入力操作時、複数の押しボタンスイッチ映像を表示する。押しボタンス
イッチ映像は入力操作用のアイコン画像を構成する。押しボタンスイッチ映像は、「０」
～「９」数字キーＫ１～Ｋ１０（図示せず）、「＊」や「＃」等の記号キーＫ１１，Ｋ１
２（図示せず）、メニュー操作キーＫ１５～Ｋ１９（図示せず）、送りキーＫ２２、戻し
キーＫ２３、確認キーＫ２４、取消キー（図示せず）等から構成される。
【０３４２】
　表示部２９には、液晶表示素子が使用されるが、触覚入力シート１１４の上部に偏光板
を設けるようにしてもよい。偏光板を設置すると、正面の反射光（特定の振動成分の光）
は偏光されずに視認でき、斜めの反射光は偏光されるので、表示画面上の視野角を意図的
に狭くすることができる。これにより、暗証番号等の入力時、表示部２９を見る角度によ
って画面内容が見えなくなるので、これを盗み見られないようにできる。
【０３４３】
　表示部２９の上方には入力検出部４５が積層して設けられる。入力検出部４５は、操作
面を有している。入力検出部４５は、表示部２９の上方に設けられて操作者の指等の摺動
位置を検出するように動作する。入力検出部４５には、例えば、静電容量方式のタッチパ
ネルが使用される。入力検出部４５は、カーソリングと選択の機能を区別できるものであ
れば何でも良く、静電容量方式の入力デバイスの他に、例えば、抵抗膜方式、表面波弾性
方式（ＳＡＷ）、光方式、複数段方式タクトスイッチ等の入力デバイスであっても良く、
好ましくは位置検出情報と力検出情報を制御系に与えられる構成の入力デバイスであれば
良い。
【０３４４】
　入力検出部４５の上方には触覚シート部材の機能を構成する透明性の触覚入力シート１
１４が設けられている。触覚入力シート１１４は、入力検出部４５の全部を覆うように設
けられ、表示部２９の操作面に沿って摺動又は及び押下操作される。もちろん、触覚入力
シート１１４は、入力検出部４５の一部を覆う形態であってもよい。触覚入力シート１１
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４には本発明に係る触覚シート部材と保護膜とが備えられる。
【０３４５】
　例えば、ベース部材１の所々に、所定の大きさの塊形状を有して所定の位置に分布され
た複数の要素部材Ｅ１～Ｅ９，Ｅ２２～Ｅ２４を有して構成される。この例で、暗証番号
や現金指定操作用のアイコン画像に対応する「１」～「９」数字キーＫ１～Ｋ９は円柱状
を有している。送りキー用の要素部材Ｅ２２、戻しキー用の要素部材Ｅ２３及び確認キー
用の要素部材Ｅ２４は直方体状を有している。各々の要素部材Ｅ１～Ｅ９、Ｅ２２～Ｅ２
４は、ベース部材１の硬度２０°乃至４０°と異なる硬度６０°乃至８０°を有している
。
【０３４６】
　上述の要素部材Ｅ１～Ｅ９，Ｅ２２～Ｅ２４は、機能キーＫ１～Ｋ９，Ｋ２２～Ｋ２４
に対応させて配置されている。例えば、要素部材Ｅ１は、「１」数字キーＫ１上に配設さ
れ、要素部材Ｅ２は、「２」数字キーＫ２上に配設され、要素部材Ｅ３は、「３」数字キ
ーＫ３上に配設され、要素部材Ｅ４は、「４」数字キーＫ４上に配設され、要素部材Ｅ５
は、「５」数字キーＫ５上に配設され、要素部材Ｅ６は、「６」数字キーＫ６上に配設さ
れ、要素部材Ｅ７は、「７」数字キーＫ７上に配設され、要素部材Ｅ８は、「８」数字キ
ーＫ８上に配設され、要素部材Ｅ９は、「９」数字キーＫ９上に配設される。要素部材Ｅ
２２は、送りキーＫ２２上に配設され、要素部材Ｅ２３は、戻しキーＫ２３上に配設され
、要素部材Ｅ２４は、確認キーＫ２４上に配設される。
【０３４７】
　この例では、ベース部材１及び、要素部材Ｅ１～Ｅ９，Ｅ２２～Ｅ２４の上部には保護
膜の機能を構成するフィルム状のトップ部材５が設けられる。トップ部材５には、当該触
覚入力シート１１４の透過率及び屈折率とほぼ等しい透過率及び屈折率の透明性の材料が
使用される。例えば、透明性の材料の一例を成す膜厚ｔ＝２５［μｍ］程度のゼオノアが
使用される。硬度は、２０°乃至４０°程度である。このように触覚入力シート１１４を
構成すると、表示面の一方から摺動方向に沿って表示面の一方から摺動方向に沿って段差
状に盛り上がり、かつ、他方の表示面に向かって段差状に盛り下がる凸形状感を提示でき
るようになる。
【０３４８】
　このように第２３の実施例に係るＡＴＭ７００によれば、触覚機能付きの入力装置９０
に関して、本発明に係る入力装置３１２が備えられ、当該ＡＴＭ７００を操作する操作者
の指３０ａによる摺動又は及び押し込み操作に対し、ベース部材１の硬度に対して要素部
材Ｅ１～Ｅ９，Ｅ２２～Ｅ２４の硬度を高く設定されているので、表示面の一方から摺動
方向に沿って表示面の一方から摺動方向に沿って段差状に盛り上がり、かつ、他方の表示
面に向かって段差状に盛り下がる凸形状感を提示できるようになる。
【０３４９】
　従って、入力装置３１２における表示部２９の表示面が平坦状に観察されても、当該表
示部２９に表示された、各種機能キーＫ１～Ｋ２１等のアイコン画像等を手で触れ、ベー
ス部材１から要素部材Ｅ１～Ｅ２１等へ摺動したとき、ＡＴＭ７００を操作する者の指３
０ａに、触覚入力シート１１４による凹凸感と、スピーカー３６ｂによる２００Ｈｚの振
動とを合わせた触覚を提示できるようになる。
【０３５０】
　これにより、アイコンタッチ用の触覚入力シート及び触覚提示機能付きの入力装置３１
２を備えたＡＴＭ７００を提供できるようになった。しかも、押し込みボタンスイッチが
映像化され、スピーカー３６ｂとアクチュエータとが兼用されたことから、入力装置３１
２の小型化及び操作性を向上できる。従って、当該ＡＴＭ７００の小型化、そのコストダ
ウン及び製造プロセスの簡素化を図ることができる。
【実施例２５】
【０３５１】
　次に、本発明が適用される携帯電話８００について説明する。なお、上述した携帯電話
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機４００等の電子機器と共通する構成、動作及び製造方法等については説明を省略してい
る。図４４（Ａ）および図４４（Ｂ）は携帯電話８００の構成を示す斜視図であり、図４
５は図４４（Ｂ）に示す携帯電話８００のＡ－Ａ線に沿った断面図であり、図４６は携帯
電話８００の構成を示す分解斜視図である。以下の図４４～図５２においては、上部筐体
８１０および下部筐体８２０の短手方向をＸ軸とし、その長手方向をＹ軸とし、Ｘ，Ｙ軸
に直交する方向をＺ軸とする。また図４５では便宜上、上部筐体８１０を簡略化して図示
している。
【０３５２】
　携帯電話８００は、上部筐体（筐体）８１０と操作部９００と下部筐体８２０とを備え
ている。上部筐体８１０と下部筐体８２０とは、図４４（Ａ）及び図４４（Ｂ）に示すよ
うに、Ｙ軸に沿って相対的にスライド可能に連結され、いわゆるスライド式の携帯電話端
末を構成している。
【０３５３】
　上部筐体８１０は、図４６に示すように、フロントカバー８１２とフロントケース８１
４とから構成される。フロントケース８１４は、底板８１４ａとこの底板８１４ａの周縁
部に立設された壁部８１４ｂとを有し、上面が開口された箱形状をなしている。フロント
ケース８１４の角部には、フロントカバー８１２を固定するための固定部８１４ｃが設け
られる。フロントケース８１４には、後述する回路基板８４０等の電子部品が収容される
。
【０３５４】
　フロントカバー８１２は、インサートモールドにより成形された蓋体であり、フロント
ケース８１４の固定部８１４ｃを介してフロントケース８１４に取り付け、固定される。
フロントカバー８１２は、不透明であってかつ操作部９００よりも硬度の高い硬い材料か
ら構成される。上部筐体８１０の材料としては、例えば、ポリカーボネート（ＰＣ）、ア
クリロニトリル－ブタジエン－スチレン（ＡＢＳ）、ＰＣ+ＡＢＳ、ポリエチレンテレフ
タラート（ＰＥＴ）、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、ポリアミ
ド（ＰＡ）またはアクリル樹脂（ＰＭＭＡ）等の材料が好適に用いられる。
【０３５５】
　フロントカバー８１２表面には透明パネル８１８が取り付けられている。透明パネル８
１８は、例えばアクリル樹脂（ＰＭＭＡ）等の透明材料から構成される。透明パネル８１
８の上側には後述するレシーバー８３６から発生された音声を出力するための音声出力孔
８３５が設けられる。
【０３５６】
　操作部９００は、ユーザの摺動操作や押下操作により位置情報を入力したり、この位置
情報の入力の際にユーザに凹凸感を付与するものである。操作部９００は、フロントカバ
ー８１２表面の透明パネル８１８よりも下側の領域に形成された図示しない開口部を介し
てフロントカバー８１２に取り付けられる。操作部９００の上面は上部筐体８１０表面か
ら突出しないように平坦面に形成され、その上面と上部筐体８１０表面とで連続した平面
を構成している。
【０３５７】
　また操作部９００は、平面視楕円形状であって断面半球状（図４５参照）をなし、不透
明かつ上部筐体８１０よりも硬度の低い材料から構成される。操作部９００の材料として
は例えば高分子材料全般が用いられ、高分子材料としては、例えば、ゴムや熱可塑性エラ
ストマー等のエラストマーやプラスチック、皮、繊維等が好適に用いられる。さらに、ゴ
ムとしては例えばシリコンゴム等が好適に用いられ、熱可塑性エラストマーとしては例え
ばウレタンエラストマー等が好適に用いられる。
【０３５８】
　フロントカバー８１２及びフロントケース８１４により構成された上部筐体８１０の内
部には、表示部８３０、レシーバー８３６、センサ８４６及び回路基板８４０等の電子部
品が収容される。回路基板８４０には図示しないプリント配線が形成され、このプリント
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基板を含む回路基板８４０上には複数のメタルドームスイッチ８４２が実装される。
【０３５９】
　メタルドームスイッチ８４２は、図４５に示すように、スイッチ部８４２ａとこれを覆
うカバー部材８４２ｂから構成される。スイッチ部８４２ａは弾性を有する導電部材から
なり、カバー部材８４２ｂは絶縁部材からなる。これら複数のメタルドームスイッチ８４
２は、図４６に示すように、操作部９００の中央部、上部及び下部のそれぞれに対応した
位置に配設される。
【０３６０】
　センサ８４６は、検出部の一例であり、例えば静電容量方式の入力デバイスから構成さ
れ、ユーザの操作部９００のＸ－Ｙ軸方向の摺動操作により入力される位置情報を検出す
る。このセンサ８４６は、可撓性を有するシート状部材からなり、操作部９００の湾曲状
をなす裏面に当接するようにして設置される。
【０３６１】
　センサ８４６と操作部９００裏面との間には図示しないシリコンゴム８３８が介挿され
ている。シリコンゴム８３８の裏面側には、ユーザの操作部９００のＺ軸方向の押下に応
じてメタルドームスイッチ８４２を押圧するための複数の突起部８２４が取り付けられる
。複数の突起部８２４は、操作部９００の上下左右方向に対応した位置の４箇所とその中
央に対応した位置の１箇所に設けられ、センサ８４６に形成された開口部を介してセンサ
８４６裏面から突出している。本例では、上述した上部筐体８１０、操作部９００、突起
部８２４、センサ８４６及びメタルドームスイッチ８４２により入力装置を構成している
。
【０３６２】
　表示部８３０は、透明パネル８１８に対向した位置に設けられ、例えば液晶ディスプレ
イや有機ＥＬ(Electro Luminescence)ディスプレイ等から構成される。レシーバー８３６
は、音声出力孔８３５に対応した位置に配置され、映像＆音声処理部４４（図３９参照）
から供給される音声信号に基づいて音声を出力する。
【０３６３】
　下部筐体８２０には、図４４（Ｂ）に示すように、「数字」キーや「♯」キー、「＊」
キー等の操作キーを有するキー操作部８２２が設けられる。キー操作部８２２は、下部筐
体８２０が上部筐体８１０に対して相対的にスライドし、携帯電話８００がオープン状態
となったときに露出するように構成されている。
【０３６４】
　本発明に係る携帯電話８００は上記実施例で説明したような二色成形により形成するこ
とができる。まず、一次側となる上部筐体８１０を成形する。例えば上述したＰＣ等の材
料を金型に流し込んで上部筐体８１０を成形し、上部筐体８１０には操作部９００を取り
付ける開口部を形成する。次に、同一金型内で二次側となる操作部９００を成形する。例
えば上述した高分子材料を金型に流し込んで上部筐体８１０の開口部に一体で操作部９０
０を成形し、携帯電話８００を製造する。
【０３６５】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、操作部９００の上面を上部筐体８１０の
表面から突出しないように平坦状に形成するので、携帯電話８００を視覚的にフラットに
構成することができ、デザイン性の向上を図ることができる。　
　また、操作部９００を平坦状に形成した場合でも、操作部９００の材料の硬度を上部筐
体８１０の硬度よりも低い材料を用いて構成するため、ユーザの操作部９００の操作時に
触覚的な凹凸感を付与することができる。　
　さらに、本実施の形態によれば、操作部９００を表示部８３０上に設けていないので、
透明材料を用いる必要がなく、さらには操作部９００と上部筐体８１０との部在間の透過
率等を考慮する必要がない。そのため、材料や透過率等の制約条件から開放されることで
材料選定等が容易となり、設計の自由度の向上および簡易化を図ることができる。
【０３６６】
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　＜変形例１＞　
　次に、操作部９００の変形例である操作部９１０について説明する。図４７（Ａ）は操
作部９１０の構成を示す斜視図であり、図４７（Ｂ）はそのＢ－Ｂ線に沿った断面図であ
る。なお、以下の変形例１～６の説明では便宜上、上部筐体８１０のみを図示している。
また以下の変形例１～６においては上記実施例２５で説明した携帯電話８００と共通する
構成要素には同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
【０３６７】
　操作部９１０は、上部筐体８１０のＹ軸に沿って延びる直線部９１２と、直線部９１２
から上部筐体８１０のＸ軸に沿って延びる複数の枝部９１４とから構成される。複数の枝
部９１４は、直線部９１２の長手方向に所定間隔を隔てて左右対称に設けられており、携
帯電話８００はいわゆるアンテナ形状をなしている。
【０３６８】
　枝部９１４の長さＬは、ユーザの指の幅よりも少なくとも長くなるように選定され、ユ
ーザが摺動操作したときに触覚的凹凸感を確実に付与できるように構成されている。また
隣接する枝部９１４，９１４のピッチを異ならせることで、摺動操作したときに隣接する
枝部９１４，９１４間において異なった触覚的凹凸感を提示することもできる。
【０３６９】
　操作部９１０は、不透明であってかつ上部筐体８１０よりも硬度の低い材料からなり、
例えば上記実施例２５で説明したような高分子材料全般が用いられる。また操作部９００
は、上面が上部筐体８１０表面から突出しないように平坦面に形成され、その上面と上部
筐体８１０表面と連続した平面を構成している。
【０３７０】
　メタルドームスイッチ８４２は、例えば操作部９００の中央部、上部、下部、右部及び
左部のそれぞれに対応した位置に配設され、確定操作及び上下左右方向操作が行えるよう
になっている。
　本変形例によれば、上述した実施例２５と同様に、携帯電話８００のデザイン性を向上
することができると共に、ユーザの操作時に触覚的凹凸感を付与することができる。
【０３７１】
　＜変形例２＞　
　図４８（Ａ）は操作部９２０の構成を示す斜視図であり、図４８（Ｂ）はそのＣ－Ｃ線
に沿った断面図である。操作部９２０は、中央に設けられた確定キー９２２と、確定キー
９２２の上下左右に配設された方向キー９２４とを有する。方向キー９２４は、中央に設
けられた確定キー９２２と所定間隔を隔てて独立して設けられ、上方向キー９２４ａと下
方向キー９２４ｂと左方向キー９２４ｃと右方向キー９２４ｄとから構成される。これら
の確定キー９２２及び方向キー９２４は、入力の確定や方向の決定を行う他に、その操作
面を摺動操作することにより画面のスクロールやカーソルを移動させる機能も有している
。
【０３７２】
　操作部９２０は、不透明であってかつ上部筐体８１０よりも硬度の低い材料からなり、
例えば実施例２５で説明したような高分子材料全般が用いられる。また操作部９２０は、
上面が上部筐体８１０表面から突出しないように平坦面に形成され、上部筐体８１０表面
と連続した平面を構成している。
　本変形例によれば、上述した実施例２５と同様に、携帯電話８００のデザイン性を向上
することができると共に、ユーザの操作時に触覚的凹凸感を付与することができる。
【０３７３】
　＜変形例３＞　
　図４９（Ａ）は操作部９３０の構成を示す斜視図であり、図４９（Ｂ）はそのＤ－Ｄ線
に沿った断面図である。操作部９３０は、表示部８３０の下側の略全域に平面視矩形状に
設けられる。操作部９３０は、不透明であってかつ上部筐体８１０よりも硬度の低い材料
からなり、例えば実施例２５で説明したような高分子材料全般が用いられる。また操作部
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９３０は、上面が上部筐体８１０表面から突出しないように平坦面に形成され、上部筐体
８１０表面と連続した平面を構成している。
【０３７４】
　操作部９３０の裏面側（メタルドームスイッチ８４２側）には、ユーザの操作時に触覚
的凹凸感を付与するための凸部８１６が埋設されている。凸部８１６は、ドーム状をなし
、その湾曲面を上方（メタルドームスイッチ８４２と反対側）に向けて操作部９３０に一
体形成される。凸部８１６は、例えば上部筐体８１０と同様にＰＣ等の材料から構成され
、上下左右方向及び中央に対応した位置等に配設されている。凸部８１６に対向した位置
にはメタルドームスイッチ８４２が設けられる。
　本変形例によれば、上述した実施例２５と同様に、携帯電話８００のデザイン性を向上
することができると共に、ユーザの操作時に触覚的凹凸感を付与することができる。
【０３７５】
　＜変形例４＞
　図５０（Ａ）は操作部９４０の構成を示す斜視図であり、図５０（Ｂ）はそのＥ－Ｅ線
に沿った断面図である。操作部９４０は、平面視十字形状をなし、上下左右（Ｘ－Ｙ軸）
方向に延在している。操作部９４０の中央９４０ｅ、上部９４０ａ、下部９４０ｂ、左部
９４０ｃおよび右部９４０ｄのそれぞれに対応した位置にはメタルドームスイッチ８４２
が設けられる。
【０３７６】
　操作部９４０は、不透明であってかつ上部筐体８１０よりも硬度の低い材料からなり、
例えば実施例２５で説明したような高分子材料全般が用いられる。また操作部９４０は、
上面が上部筐体８１０表面から突出しないように平坦面に形成され、上部筐体８１０表面
と連続した平面を構成している。
　本変形例によれば、上述した実施例２５と同様に、携帯電話８００のデザイン性を向上
することができると共に、ユーザの操作時に触覚的凹凸感を付与することができる。
【０３７７】
　＜変形例５＞
　図５１（Ａ）は操作部９５０の構成を示す斜視図であり、図５１（Ｂ）はそのＦ－Ｆ線
に沿った断面図である。操作部９５０は、円形部９５２と、円形部９５２の外周に沿って
環状に設けられた環状部９５４とから構成される。例えば、円形部９５２の中央９５２ａ
は確定キーに対応し、環状部９５４の上部９５４ａ、下部９５４ｂ、左部９５４ｃおよび
右部９５４ｄに対応した位置は上下左右方向キーに対応している。また、円形部９５２の
中央９５２ａおよび環状部９５４の上部９５４ａ、下部９５４ｂ、左部９５４ｃおよび右
部９５４ｄに対応した位置には、メタルドームスイッチ８４２が設けられる。なお、円形
部９５２や環状部９５４の操作面を摺動操作することで触覚を得ることもできる。
【０３７８】
　操作部９５０は、不透明であってかつ上部筐体８１０よりも硬度の低い材料からなり、
例えば上述したような高分子材料全般が用いられる。操作部９５０の上面は、上部筐体８
１０表面から突出しないように上部筐体８１０表面と連続した平坦状に形成される。
　本変形例によれば、上述した実施例２５と同様に、携帯電話８００のデザイン性を向上
することができると共に、ユーザの操作時に触覚的凹凸感を付与することができる。
【０３７９】
　＜変形例６＞
　図５２（Ａ）は操作部９６０の構成を示す斜視図であり、図５２（Ｂ）はそのＧ－Ｇ線
に沿った断面図である。操作部９６０は、半円柱状をなし、その湾曲部をセンサ８４６（
シリコンゴム８３８）に当接させるようにして上部筐体８１０に取り付けられる。操作部
９６０の中央、上部、下部、左部および右部のそれぞれに対応した位置にはメタルドーム
スイッチ８４２が設けられる。
【０３８０】
　操作部９６０は、不透明であってかつ上部筐体８１０よりも硬度の低い材料からなり、
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例えば上述したような高分子材料全般が用いられる。操作部９６０の上面は、上部筐体８
１０表面から突出しないように上部筐体８１０表面と連続した平坦状に形成される。
　本変形例によれば、上述した実施例２５と同様に、携帯電話８００のデザイン性を向上
することができると共に、ユーザの操作時に触覚的凹凸感を付与することができる。
【産業上の利用可能性】
【０３８１】
　この発明は、アイコン画面に触れると触覚を提示する触覚入力機能を備えたデジタルカ
メラや、ビデオカメラ、携帯電話機、携帯端末装置、デスクトップ型のパーソナルコンピ
ュータ（以下パソコンという）、ノート型のパソコン、ＡＴＭ等の電子機器に適用して極
めて好適である。
【図面の簡単な説明】
【０３８２】
【図１】（Ａ）及び（Ｂ）は、実施形態としての触覚シート部材１００の構成例を示す斜
視図及び断面図である。
【図２】（Ａ）～（Ｃ）は、第１の実施例としての触覚シート部材１００の形成例を示す
工程図である。
【図３】（Ａ）及び（Ｂ）は、触覚シート部材１００の機能例を示す断面図である。
【図４】（Ａ）～（Ｃ）は、第２の実施例としての触覚シート部材１０２の形成例を示す
工程図である。
【図５】（Ａ）及び（Ｂ）は、触覚シート部材１０２の機能例を示す断面図である。
【図６】触覚シート部材１００等を応用した携帯端末装置２００の構成例を示す上面図で
ある。
【図７】（Ａ）及び（Ｂ）は、触覚シート部材１００を応用した携帯端末装置２００の機
能例を示す斜視図である。
【図８】第３の実施例としての入力装置３０１の構成例を示す斜視図である。
【図９】入力装置３０１のアイコン画像１要素の構成例を示す断面図である。
【図１０】（Ａ）～（Ｃ）は、触覚入力シート１０３の形成例を示す工程図である。
【図１１】第４の実施例に係る入力装置３０２のアイコン画像１要素の構成例を示す断面
図である。
【図１２】（Ａ）及び（Ｂ）は、触覚入力シート１０４の形成例を示す工程図である。
【図１３】第５の実施例に係る入力装置３０３のアイコン画像１要素の構成例を示す断面
図である。
【図１４】（Ａ）～（Ｃ）は、触覚入力シート１０５の形成例を示す工程図である。
【図１５】第６の実施例に係る入力装置３０４のアイコン画像１要素の構成例を示す断面
図である。
【図１６】（Ａ）～（Ｄ）は、触覚入力シート１０６の形成例を示す工程図である。
【図１７】第７の実施例に係る入力装置３０５のアイコン画像１要素の構成例を示す断面
図である。
【図１８】（Ａ）～（Ｄ）は、触覚入力シート１０７の形成例を示す工程図である。
【図１９】第８の実施例に係る入力装置３０６のアイコン画像１要素の構成例を示す断面
図である。
【図２０】（Ａ）～（Ｄ）は、触覚入力シート１０８の形成例を示す工程図である。
【図２１】第９の実施例に係る入力装置３０７のアイコン画像１要素の構成例を示す断面
図である。
【図２２】（Ａ）～（Ｄ）は、触覚入力シート１０９の形成例を示す工程図である。
【図２３】第１０の実施例に係る入力装置３０８のアイコン画像１要素の構成例を示す断
面図である。
【図２４】（Ａ）～（Ｄ）は、触覚入力シート１１０の形成例を示す工程図である。
【図２５】第１１の実施例に係る入力装置３０９のアイコン画像１要素の構成例を示す断
面図である。
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【図２６】（Ａ）～（Ｄ）は、触覚入力シート１１１の形成例を示す工程図である。
【図２７】第１２の実施例に係る入力装置３１０のアイコン画像１要素の構成例を示す断
面図である。
【図２８】（Ａ）～（Ｄ）は、触覚入力シート１１２の形成例を示す工程図である。
【図２９】第１３の実施例に係る入力装置３１１のアイコン画像１要素の構成例を示す断
面図である。
【図３０】（Ａ）～（Ｄ）は、触覚入力シート１１３の形成例を示す工程図である。
【図３１】第１４の実施例に係る入力装置３１２のアイコン画像１要素の構成例を示す断
面図である。
【図３２】第１５の実施例に係る入力装置３１３のアイコン画像１要素の構成例を示す断
面図である。
【図３３】第１６の実施例に係る入力装置３１４のアイコン画像１要素の構成例を示す断
面図である。
【図３４】第１７の実施例に係る入力装置３１５のアイコン画像１要素の構成例を示す断
面図である。
【図３５】（Ａ）及び（Ｂ）は、第１８の実施例に係る入力装置３１６，３１６’のアイ
コン画像１要素の構成例を示す断面図である。
【図３６】（Ａ）及び（Ｂ）は、第１９の実施例に係る入力装置３１７，３１７’のアイ
コン画像１要素の構成例を示す断面図である。
【図３７】（Ａ）及び（Ｂ）は、第２０の実施例に係る入力装置３１８，３１８’のアイ
コン画像１要素の構成例を示す断面図である。
【図３８】本発明に係る入力装置９０を備えた第２１の実施例としての非折畳み式の携帯
電話機４００の構成例を示す斜視図である。
【図３９】携帯電話機４００の制御系の構成例及びその感触フィードバック機能例を示す
ブロック図である。
【図４０】本発明に係る入力装置９０を備えた第２２の実施例としてのビデオカメラ５０
０の構成例を示す斜視図である。
【図４１】本発明に係る入力装置９０を備えた第２３の実施例としてのデジタルカメラ６
００の構成例を示す斜視図である。
【図４２】本発明に係る入力装置３１２を備えた第２４の実施例としての現金自動預け払
い機７００の構成例を示す斜視図である。
【図４３】ＡＴＭ７００における入力装置３１２の構成例を示す斜視図である。
【図４４】本発明の第２５実施例に係る携帯電話８００の構成例を示す斜視図である。
【図４５】携帯電話８００の構成例を示す断面図である。
【図４６】携帯電話８００の構成例を示す分解斜視図である。
【図４７】携帯電話８００の変形例（その１）の構成例を示す図である。
【図４８】携帯電話８００の変形例（その２）の構成例を示す図である。
【図４９】携帯電話８００の変形例（その３）の構成例を示す図である。
【図５０】携帯電話８００の変形例（その４）の構成例を示す図である。
【図５１】携帯電話８００の変形例（その５）の構成例を示す図である。
【図５２】携帯電話８００の変形例（その６）の構成例を示す図である。
【符号の説明】
【０３８３】
　１，１１，２１，１’，１１’・・・ベース部材（母材用の素材）、２，２’，１２，
１２’・・・要素部材（触覚用の素材）、４・・・基板、５・・・トップ部材（保護膜）
、６，６ａ，６ｂ・・・マスク部材、７・・・ＡＲ薄膜（反射防止膜）、１２ａ・・・シ
ャッタースイッチ、１４，９４・・・バッテリー、１５・・・制御部、１６，９６・・・
アンテナ、１７，９７・・・回路基板、１８・・・受信部、２１・・・受信部、２２・・
・送信部、２６・・・画像処理部、２９・・・表示部、３２・・・ＣＰＵ（制御部）、３
４・・・カメラ、３４’・・・撮像部、３５・・・記憶部、３６ａ・・・スピーカー、３
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６ｂ・・・アクチュエータ機能付きのスピーカー、３７・・メモリ部、４１・・・外部イ
ンターフェース、４４・・・映像＆音声処理部、４５・・・入力検出部、６０，４０１・
・・本体ケース、９０・・・触覚機能付きの入力装置、９２・・・押しボタンスイッチ、
９３・・・マイクロフォン、９８・・・操作パネル、１００，１０２・・・触覚シート部
材、３０１～３１８，３１８’・・・入力装置、４００・・・携帯電話機（電子機器）、
５００・・・ビデオカメラ（電子機器）、６００・・・デジタルカメラ（電子機器）、７
００・・・現金自動預け払い機（電子機器）、８００・・・携帯電話、８１０・・・上部
筐体、８１２・・・フロントカバー、８１４・・・フロントケース、８２０・・・下部筐
体、８３０・・・表示部、８４６・・・センサ、９００，９１０，９２０，９３０．９４
０，９５０，９６０・・・操作部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(60) JP 5401838 B2 2014.1.29
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図２１】 【図２２】
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【図２５】 【図２６】



(65) JP 5401838 B2 2014.1.29
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【図３３】
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【図３５】 【図３６】
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